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はじめに
我が国においては，基本的人権の尊重を基本理念の一つとする「日本国憲法」（以下「憲

法」という。）の下で，国政の全般にわたり，人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進
が図られてきた。それは，憲法のみならず，戦後，国際連合（以下「国連」という。）に
おいて作成され，現在，我が国が締結している人権諸条約等の国際準則にものっとって行
われている。また，我が国では，長年にわたり，国，地方公共団体と人権擁護委員を始め
とする民間のボランティアとが一体となって，地域に密着した地道な人権擁護活動を積み
重ねてきた。その成果もあって，人権尊重の理念が広く国民に浸透し，基本的には人権を
尊重する社会が築かれているということができる。

一方で，人権課題の生起がやむことはなく，近年の急速な情報通信技術の進展や近時の
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，令和２年度においては，特に，インターネッ
ト上の人権侵害，新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別，虐待等が関心を集め
ることとなった。

法務省の人権擁護機関では，「人権侵犯事件調査処理規程」（平成16年法務省訓令第２号）
に基づき，人権侵害を受けた者からの申告等を端緒に人権侵害による被害の救済に努めて
いるところ，令和２年に法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した人権侵犯事件
数は9,589件である。これを類型別に見ると，プライバシー関係事案が1,741件（18.2％）と
最も多く，次いで，暴行・虐待事案が1,578件（16.5％），労働権関係事案が1,313件（13.7％），
学校におけるいじめ事案が1,126件（11.7％），住居・生活の安全関係事案が1,017件（10.6％），
強制・強要事案が1,013件（10.6％）などとなっている（資-29頁参照）。

特に，子どもの人権に関しては，文部科学省が行った令和元年度「児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば，小・中・高等学校における，暴力
行為の発生件数は７万8,787件と依然として憂慮すべき状況が見られ，また，「いじめ防止
対策推進法」（平成25年法律第71号）第28条第１項に規定する「重大事態」の件数は723件
と，いじめによる重大な被害が生じた事案も引き続き発生しているなど，教育上の大きな
課題となっている。さらに，全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は
令和元年度には19万3,780件と，これまでで最多の件数となっている。

このような状況を踏まえ，政府では，府省庁間の連携を図りながら，国民に対する人権
教育・啓発活動を更に推進している。

学校教育においては，学校の教育活動全体を通じた人権教育の一層の充実等，人権尊重
の意識を高める取組を行うとともに，社会教育においては，国や大学が実施する社会教育
主事等を対象とした講習や研修を通じて，多様な人権課題に対応することができる指導者



の育成及び資質の向上を図っている。
また，国民が人権について正しい認識を持ち，それらの認識が，日常生活の中での態度

面，行動面等に確実に根付くことにより，人権侵害のない社会が実現されるよう，法務省
の人権擁護機関が，関係府省庁や地方公共団体等と連携しつつ，様々な啓発活動等に取り
組んでいる。

本書は，令和２年度において各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を「人権教育
及び人権啓発施策」として取りまとめ，国会に報告するものである。
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第１章　令和２年度に講じた人権教育・啓発に関する施策

第

節1 人権一般の普遍的な視点からの取組

１　人権教育

人権教育とは，「人権尊重の精神の涵
かん

養を目的とする教育活動」（「人権教育及び人権啓
発の推進に関する法律」（平成12年法律第147号。以下「人権教育・啓発推進法」という。）
第２条）であり，生涯学習の視点に立って，幼児期からの発達段階を踏まえ，地域の実情
等に応じて，学校教育と社会教育とが相互に連携を図りつつ実施している。

⑴　学校教育
ア　人権教育の推進

文部科学省では，人権教育・啓発推進法及び「人権教育・啓発に関する基本計画」
（平成14年閣議決定，平成23年一部変更）を踏まえ，学校教育における人権教育に関
する指導方法等について検討を行い，平成16年６月に「人権教育の指導方法等の在り
方について［第１次とりまとめ］」，平成18年１月に［第２次とりまとめ］，平成20年
３月に［第３次とりまとめ］を公表した。令和３年３月には，［第３次とりまとめ］
策定後の社会情勢の変化を踏まえ，［第３次とりまとめ］を補足する参考資料を作成
した。文部科学省では，この第３次とりまとめなどを全国の教育委員会や学校等に配
布するなど，人権教育の指導方法等の在り方についての調査研究の成果普及に努めて
いる。

また，平成23年度から，各都道府県教育委員会を通じ，学校における人権教育の特
色ある実践事例を収集，公表するとともに，平成26年度には，文部科学省ホームペー
ジに掲載した。人権教育の理解促進を図るための動画を作成し，平成29年度には，各
都道府県教育委員会等における人権教育指導資料の作成状況を一覧化し，文部科学省
ホームページに掲載した。

さらに，平成22年度から毎年，各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象と
した「人権教育担当指導主事連絡協議会」を開催し，人権教育の推進に関する情報交
換や協議を行うとともに，独立行政法人教職員支援機構が実施する人権教育指導者養
成研修等において，人権教育に関し，各地域において研修の講師等としての活動や各
学校の指導・助言等を行うことのできる指導者の養成を図る研修を実施している。

このほか，学校，家庭，地域社会が一体となった総合的な取組や，学校における人
権教育の指導方法の改善充実について実践的な研究を委嘱する「人権教育研究推進事
業」，学校における人権教育の在り方等について調査研究を行う「学校における人権
教育の在り方等に関する調査研究」等を実施し，人権教育の推進に努めている。
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イ　道徳教育の推進
文部科学省では，学習指導要領において，学校における道徳教育の充実を図ってい

る。道徳教育は４つの視点，Ａ自分自身，Ｂ人との関わり，Ｃ集団や社会との関わり，
Ｄ生命や自然，崇高なものとの関わりに分け，発達段階に応じて19から22の内容項目
がある。その中で例えば，Ｃ集団や社会との関わりの中で，誰に対しても差別や偏見
を持たず，公正，公平にすることや，法やきまりを守り，自他の権利を大切にするこ
と等，人権教育にも資する指導を行うこととしている。

また，道徳教育の一層の充実を図るため，平成30年度から小学校，令和元年度から
中学校において「特別の教科　道徳」を全面実施している。

さらに，学校・地域の実情等に応じた多様な道徳教育を支援するため，全国的な事
例収集と情報提供，特色ある道徳教育や教材活用等，地方公共団体への支援を行って
いる。

加えて，幼児期における教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を
果たすことから，各幼稚園において，道徳性の芽生えを培う指導の充実が図られるよ
うに努めている。

ウ　地域や学校における奉仕活動・体験活動の推進
子どもの社会性や豊かな人間性を育む観点から，机上の知育だけではなく，具体的

な体験や事物との関わりを通じた様々な体験活動を積極的に推進することは極めて重
要なことである。文部科学省では，豊かな人間性や社会性を育むために，児童生徒の
健全育成を目的とした様々な創意工夫のある長期宿泊体験の取組として「健全育成の
ための体験活動推進事業」を実施している。

エ　教師の資質向上等
教師の資質能力については，養成・採用・研修の各段階を通じてその向上を図って

おり，各都道府県教育委員会等が実施している教諭等に対する初任者研修や中堅教諭
等資質向上研修等では，人権教育に関する内容が扱われるなど，人権尊重意識を高め
るための取組を行っている。

トピックス

学校における人権教育の取組

＜事例１＞年間を通して計画的に人権課題を取り上げる指導により，生徒の規範意識
や社会性を高め，他者とともによりよく生きる関係を築くための基礎的能力を高める
高等学校の例

継続的かつ組織的な人権教育を推進するため，朝学習や各学期末の人権に関する講
演会等を実施し，研究授業や教員の研修等も行いました。

朝学習では，年間を通して週１回程度，倫理や人権課題に関するワークシートに取
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り組み，人権に関する基礎的な理解を深めました。虐待防止月間においては，ホームルー
ム活動で，いじめ防止の指導を行いました。各学期末には，人権に関する様々な課題
について，考えたり，話し合ったりする機会として人権課題講演会を開催し，インター
ネットによる人権侵害，犯罪被害者等（交通事故），北朝鮮当局による拉致問題等に関
する講演を行い，生徒は自分の問題として捉え，人権に対する理解を深め，自分の気
持ちや他者の気持ちを考えることができました。また，日常的に人権について考える
機会を増やすため，全生徒が自分自身の人権に対する考えを人権メッセージとしてま
とめ，校内選考により10作品を選出し，自治体の活動に応募しました。

人権教育の視点を取り入れた授業づくりを推進するため，保健体育の授業において
は「結婚生活，家庭生活と健康」を取り上げ，男女がそれぞれの違いを認めつつ，自
分のよさを発揮していこうとする態度を育て，家庭総合の授業においては「住生活」
を取り上げ，「バリアフリー」に関わり，障害の有無に関わらず，相互に理解を深め，
支え合おうとする態度を育むなどの研究授業を実施しました。また，教員向けの人権
課題研修会において，人権教育の基礎・基本，就職差別と同和問題，拉致問題から人
権問題を考える講義などを実施し，教員の人権課題への理解を深めるとともに，学校
が関わる現実として，自分事として人権課題を捉えることができました。特に，同和問
題と就職差別との関連については，若手教員の中には初めて聞く者もおり，背景を知り，
今後の生徒への進路指導にも生かすことができました。

＜事例２＞教職員・家庭・地域の３者が子どもの育ちを共有し，ともに成長を支える
仲間として，地域に根ざした学校の構築に取り組む例

教職員をはじめ保護者，地域住民への理解を深め，課題解決のためにどんな取組が
必要か話し合うことで，子どもの未来を考えた新たなカリキュラムを作り，差別の現
状を深く理解し，系統的な人権教育を進めることで，地域への誇りを地域全体で高め，
様々な社会的課題に気づき，それを克服していく力を育みました。

小・中学校においては，系統的な取組と子どもの変容と成長の見取りのため，９年
間を通して主に取り組む教科を決め，１年生の生活では違いを知りそれを肯定的に受
け入れる，６年生の国語では互いの考えや違いを認めることができる，８年生（中学
２年生）の社会では班で協力し課題に対する考えをまとめることができる，などを目
的に取り組み，人権教育をベースとした学力の保障と集団づくりを行いました。

各教科・特別活動・総合的な学習の時間や自主活動など教育活動全体においても人
権教育をベースとして，対話を意識した授業の工夫（とりわけ「書く，伝える」を中
心に）をテーマとした研究授業を実施し，指導助言者にリモートで参加していただき，
討議会を経て，まとめの講演をしていただきました。また，指導案作成を校内研修と
して位置付け，検討会グループは担当学年の異なる教職員が混ざり合うようにし，そ
れぞれの専門性や強みを生かすことができるようにして，年間５回実施しました。  
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　また，地域人材や外部講師などを活用した教職員の人権研修を４回実施し，自らの
人権感覚を磨き，児童生徒の人権教育に生かすことを継続発展させることができました。

コロナ禍のため，保護者や地域に対しては各学年単位で人権学習の様子を報告し，
学校の取組を広く周知しました。

⑵　社会教育
社会教育においては，生涯にわたる学習活動を通じて，人権尊重の精神を基本に置い

た事業を展開している。
文部科学省では，社会教育において中核的な役割を担う社会教育主事の養成講習や，

現職の社会教育主事等を対象にした研修等において，人権問題等の現代的課題を取り上
げ，指導者の育成及び資質の向上を図っており，公民館等の社会教育施設を中心に学級・
講座が開設され，世代の異なる人たちや障害のある人，外国人等との交流活動等，人権
に関する多様な学習機会が提供されている。

また，地方公共団体の社会教育担当者等を集めた各種会議等の機会を通じ，「本邦外
出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（平成28年
法律第68号。以下「ヘイトスピーチ解消法」という。），「部落差別の解消の推進に関す
る法律」（平成28年法律第109号。以下「部落差別解消推進法」という。）等に関する法
の趣旨や性的指向・性自認（性同一性），ハンセン病に対する偏見や差別の解消のため
の適切な教育の実施に関する周知等を図り，各地域の実情に即した人権教育が推進され
るよう促している。

２　人権啓発

人権啓発とは，「国民の間に人権尊重の理念を普及させ，及びそれに対する国民の理解
を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）」を意味し，「国民が，
その発達段階に応じ，人権尊重の理念に対する理解を深め，これを体得することができる
よう」にすることを旨としている（人権教育・啓発推進法第２条，第３条）。

人権啓発は，広く国民の間に，人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的に行われる研
修，情報提供，広報活動等で人権教育を除くものであるが，その目的とするところは，国
民の一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し，これを前提として他人の人
権にも十分に配慮した行動をとることができるようにすることにある。すなわち，「人権
とは何か」，「人権の尊重とはどういうことか」，「人権を侵害された場合に，これを排除し，
救済するための制度がどのようになっているか」等について国民が正しい認識を持ち，そ
れらの認識が日常生活の中で，その態度面，行動面等において確実に根付くことによって，
人権侵害の生じない社会の実現を図ることが人権啓発の目的である。
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⑴　人権啓発の実施主体
人権啓発を担当する国の機関として，法務省に人権擁護局が，その下部機関として法

務局に人権擁護部，地方法務局に人権擁護課がそれぞれ設けられており，また，法務局・
地方法務局の下部機関である支局でも人権啓発活動を行っている。加えて，「人権擁護
委員法」（昭和24年法律第139号）に基づき，法務大臣が委嘱する人権擁護委員及びその
組織体があり，これら全体を「法務省の人権擁護機関」という。

人権擁護委員は，法務大臣が委嘱した民間の人たちであり，法務局・地方法務局等と
連携しながら，全国各地で人権啓発を含む人権擁護活動を行っている。人権擁護委員制
度は，様々な分野の人たちが，地域の中で人権尊重思想を広め，住民の人権が侵害され
ないよう配慮し，人権を擁護していくことが望ましいという考えから創設されたもので
あり，諸外国にも例を見ないものである。

また，法務省以外の関係各府省庁においても，その所掌事務との関連で，人権に関わ
る各種の啓発活動を行っているほか，地方公共団体や公益法人，民間団体，企業等にお
いても，人権に関わる様々な活動を展開している。

法務省の人権擁護機関の構成図（令和２年６月１日）
※括弧書きは令和２年度の定員

（261人）

（24人）

⑵　法務省の人権擁護機関が行う啓発活動
ア　令和２年度啓発活動重点目標

法務省の人権擁護機関においては，その時々の社会情勢や人権侵犯事件の動向を勘
案して，年度を通じて特に重点的に啓発するテーマを定め，共通の目標の下に組織を
挙げて人権啓発活動を展開している。

令和２年度は，令和元年度に実施した人権啓発キャッチコピーコンテストにおいて
最優秀作品に選ばれた「『誰か』のこと　じゃない。」を啓発活動重点目標とし，多様
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な主体が互いに連携し，支え合う共生社会の実現を目指して「心のバリアフリー」を
一層推進していくため，各種人権啓発活動を展開した。

また，次の17の項目を啓発活動の強調事項として掲げ，全国各地において，講演会，
シンポジウム等を開催したほか，テレビ・ラジオ等のマスメディアやSNSなどインター
ネットを活用した人権啓発活動を行った。
①　女性の人権を守ろう
（趣旨） 家庭や職場における男女差別，性犯罪等の女性に対する暴力，配偶者・パー

トナーからの暴力，職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産
等を理由とする不利益取扱い（マタニティハラスメント）などの人権問題
が発生している。女性と男性が相互の立場を尊重して協力し合えるよう，
この問題についての関心と理解を深めていくことが必要である。

②　子どもの人権を守ろう
（趣旨） いじめや体罰，それらに起因する自殺，児童虐待，児童買春や児童ポルノ

などの性的搾取といった人権問題が発生している。子どもが一人の人間と
して，また権利の主体として最大限に尊重されるよう，この問題について
の関心と理解を深めていくことが必要である。

③　高齢者の人権を守ろう
（趣旨） 高齢者に対する就職差別，介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待，

高齢者の家族等による無断の財産処分（経済的虐待）などの人権問題が発
生している。高齢者が生き生きと暮らせる社会にするため，この問題につ
いての関心と理解を深めていくことが必要である。

④　障害を理由とする偏見や差別をなくそう
（趣旨） 障害のある人が就職差別や職場における差別待遇を受けたり，車椅子での

乗車，アパート・マンションへの入居及び店舗でのサービス等を拒否され
たりするなどの人権問題が発生している。2020年東京オリンピック競技大
会・東京パラリンピック競技大会（※）（以下「東京2020大会」という。）
の開催を控え，障害の有無にかかわらず，誰もがお互いの人権を尊重し合
う「心のバリアフリー」を推進することによって，多様な主体が互いに連
携し，支え合う共生社会を実現するため，この問題についての関心と理解
を深めていくことが必要である。

⑤　同和問題（部落差別）を解消しよう
（趣旨） 同和問題（部落差別）については，インターネット上の差別書き込み，結

婚における差別，差別発言，差別落書き等の人権問題が依然として存在し
ている。このような状況の中で，平成28年12月には部落差別解消推進法が
施行された。啓発によって新たな差別を生むことがないように留意しつつ，
それが真に問題の解消に資するものとなるよう，内容や手法等に配慮し，
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この問題についての理解を深めていくことが必要である。  
また，同和問題（部落差別）の解消を阻む大きな要因となっているものに，
いわゆる「えせ同和行為」があり，この「えせ同和行為」を排除するため
の取組を行っていくことが必要である。

⑥　アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
（趣旨） 先住民族であるアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実現

するため，その歴史，文化，伝統及び現状に関する認識と理解を深め，偏
見や差別を解消していくことが必要である。

⑦　外国人の人権を尊重しよう
（趣旨） 外国人であることを理由とする不当な就職上の取扱い，アパートやマンショ

ンへの入居拒否などの人権問題が発生している。また，特定の民族や国籍
の人々を排斥する差別的言動がヘイトスピーチであるとして社会的な関心
を集める中，平成28年６月にはヘイトスピーチ解消法が施行された。  
東京2020大会の開催を控え，また，外国人材の受入れ拡大を受け，今後，
在留外国人の増加が見込まれる中で，外国人と接する機会はますます増加
することが予想される。多様な主体が互いに連携し，支え合う共生社会を
実現するため，文化等の多様性を認め，言語，宗教，生活習慣等の違いを
正しく理解し，これらを尊重することが重要であるとの認識を深めていく
ことが必要である。

⑧　HIV感染者等に対する偏見や差別をなくそう
（趣旨） エイズ，肝炎，新型コロナウイルス感染症等の感染症に対する知識や理解

の不足から，日常生活，職場，医療現場など社会生活の様々な場面で差別
やプライバシー侵害などの人権問題が発生している。感染症についての正
しい知識を持ち，この問題についての関心と理解を深めていくことが必要
である。

⑨　ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別をなくそう
（趣旨） 「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣

談話」にもあるとおり，ハンセン病対策については，かつて採られた施設
入所政策の下で，患者・元患者のみならず，その家族に対して，社会にお
いて極めて厳しい偏見，差別が存在したことは厳然たる事実である。 
ハンセン病患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえ，ハンセ
ン病についての正しい知識を持ち，この問題についての関心と理解を深め
ていくことが必要である。

⑩　刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
（趣旨） 刑を終えて出所した人やその家族に対する根強い偏見によって，就職差別

や住居の確保が困難であることなどの人権問題が発生している。刑を終え
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て出所した人が更生するためには，本人の強い更生意欲と共に，周囲の人々
の理解と協力により円滑な社会復帰を実現することが重要であり，この問
題についての関心と理解を深めていくことが必要である。

⑪　犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
（趣旨） 犯罪被害者とその家族が，興味本位のうわさや心ない中傷などによって名

誉を傷つけられたり，私生活の平穏が脅かされたりするなどの人権問題が
発生している。犯罪被害者とその家族の立場を考え，この問題についての
関心と理解を深めていくことが必要である。

⑫　インターネットによる人権侵害をなくそう
（趣旨） スマートフォンなどの普及とあいまって，インターネット上で，他人を誹

謗中傷したり，個人の名誉やプライバシーを侵害したり，あるいは偏見・
差別を助長するような情報を発信したりするといった悪質な事案が急増し
ている。特に，近時は，青少年を中心に，ネットいじめや，いわゆるリベ
ンジポルノと呼ばれる画像の流出・拡散なども問題となっている。  
個人の名誉やプライバシー，インターネットを利用する際のルールやマナー
に関する正しい理解を深めていくことが必要である。

⑬　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
（趣旨） 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に

より，我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝
鮮当局による人権侵害問題への対処が，国際社会を挙げて取り組むべき課
題とされている。この問題についての関心と認識を深めていくことが必要
である。

⑭　ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
（趣旨） ホームレスの自立を図るための様々な取組が行われている一方，ホームレ

スに対する嫌がらせや暴行事件等の人権問題も発生している。この問題に
ついての関心と理解を深めていくことが必要である。

⑮　性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
（趣旨） 同性愛や両性愛といった性的指向に関する偏見から，場合によっては職場

を追われたりするなどの人権問題が発生している。また，性自認に関する
偏見から，からだの性とこころの性が一致していない人が，周囲の心ない
好奇の目にさらされたり，職場などで不適切な取扱いを受けたりするなど
の人権問題も指摘されている。この問題についての関心と理解を深めてい
くことが必要である。

⑯　人身取引をなくそう
（趣旨） 性的搾取，強制労働等を目的とした人身取引（トラフィッキング）は，重

大な犯罪であるとともに，基本的人権を侵害する深刻な問題である。この
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問題についての関心と理解を深めていくことが必要である。
⑰　東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう
（趣旨） 福島第一原子力発電所事故の影響によ
　　　  る避難生活の長期化に伴うトラブル

や，被災地からの避難者に対するいじ
めなど，東日本大震災に起因する人権
問題が発生している。一人一人が震災
の記憶を風化させることなく，正しい
知識と思いやりの心を持ち，問題を解
決していくとともに，新たな人権問題
の発生を防止していくことが必要であ
る。

（※） 令和２年３月30日に，東京オリンピッ
ク競技大会は令和３年７月23日から８
月８日に，東京パラリンピック競技大
会は同年８月24日から９月５日に開催
されることが決定された。

イ　第72回人権週間 
令和２年12月４日から10日（世界人権宣言が採択された人権デー）までの１週間を

「第72回人権週間」と定め，関係諸機関及び諸団体の協力の下に，世界人権宣言の意
義を訴えるとともに，人権尊重思想の普及高揚を呼び掛ける集中的な人権啓発活動を
展開した。

令和２年度は，新たな取組として「人権デー」である12月10日に，東京スカイツリー
と東京タワーを，「持続可能な開発目標（SDGs（Sustainable Development Goals））」の
17のゴールを表現した17色にライトアップするとともに，法務大臣から，SDGsが掲げ
る「誰一人取り残さない」
社会の実現に向け，人権尊
重の重要性を改めて呼びか
けるメッセージを発信した。

ウ　人権擁護委員の日 
人権擁護委員法が施行さ

れた６月１日を「人権擁護
委員の日」と定め，国民に
人権擁護委員制度の周知を
図るとともに，人権尊重思
想の普及高揚に努めている。

  ポスター「令和２年度啓発活動重点目標」

インターネット
人権相談受付窓口 https://www.jinken.go.jp/ （パソコン・スマートフォン・）　携帯電話共通

みんなの人権110番
0570-003-110

ゼロ ゼロ みんな の ひゃく とお ばん

子どもの
人権110番 0120-007-110

（通話料無料）

ぜろ ぜろ なな の ひゃくとお ばん

女性の人権
ホットライン 0570-070-810

ゼロ ナナ ゼロ の ハートライン

外国語人権
相談ダイヤル 0570-090-911

法務局では，人権侵害による被害を受けた方を救済するための活動を行っています。お気軽にご相談ください。

「
誰
か
」
の
こ
と

「
誰
か
」
の
こ
と

じ
ゃ
な
い
。

じ
ゃ
な
い
。

72第72回

12月4日～10日
12月10日は人権デーです。

人権週間

ポスター「第72回人権週間」 「東京タワー人権週間
　特別ライトアップ」

0570-003-110
ゼロ ゼロ みんなの ひゃくとおばん

みんなの人権１１０番

0570-070-810
ゼロ ナナ ゼロ の ハートライン

女性の人権ホットライン

●いじめ　　　●差　別　
●虐　待　　　●ハラスメント
●配偶者やパートナーからの暴力
●名誉毀損・プライバシー侵害　など

ひとりで悩まずご相談ください！
秘密は守ります。相談は無料です。

0120-007-110
ひゃくとおばん

子どもの人権１１０番 （通話料無料）
ぜろ ななぜろ の

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

全国人権擁護委員連合会 ホームページ

https://zenrenjinken.org/

●公式
　ツイッター

●公式
　フェイスブック

●公式
　LINE

@MOJ_JINKEN

HumanRightsBureau.MOJ

@JINKEN01

257 × 364mm

人 権 相 談
法務局などで地域の皆さんからの

いじめ・差別などの人権に関する相談に応じ
問題解決のお手伝いをします。

国民の皆さん一人一人の人権意識を高め、
人権への理解を深めてもらうために、

様々な活動を行っています。

「人権を侵害された」という
被害者からの申告などを受け

法務局職員と協力して調査を行います。

法務省人権擁護局 ホームページ
http://www.moj.go.jp/JINKEN/
　　　　　 index_yougoiin-a.html

人
権
擁
護
委
員

人
権
擁
護
委
員

人
権
擁
護
委
員

人権擁護委員

法務省人権擁護局

インターネット人権相談受付窓口
https://www.jinken.go.jp/

あなたの街の
相談パートナー

人 権 啓 発

調 査 救 済

人権教室

インターネット人権相談 検 索

ポスター「人権擁護委員制度」
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問題についての関心と理解を深めていくことが必要である。
⑰　東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう
（趣旨） 福島第一原子力発電所事故の影響によ
　　　  る避難生活の長期化に伴うトラブル

や，被災地からの避難者に対するいじ
めなど，東日本大震災に起因する人権
問題が発生している。一人一人が震災
の記憶を風化させることなく，正しい
知識と思いやりの心を持ち，問題を解
決していくとともに，新たな人権問題
の発生を防止していくことが必要であ
る。

（※） 令和２年３月30日に，東京オリンピッ
ク競技大会は令和３年７月23日から８
月８日に，東京パラリンピック競技大
会は同年８月24日から９月５日に開催
されることが決定された。

イ　第72回人権週間 
令和２年12月４日から10日（世界人権宣言が採択された人権デー）までの１週間を

「第72回人権週間」と定め，関係諸機関及び諸団体の協力の下に，世界人権宣言の意
義を訴えるとともに，人権尊重思想の普及高揚を呼び掛ける集中的な人権啓発活動を
展開した。

令和２年度は，新たな取組として「人権デー」である12月10日に，東京スカイツリー
と東京タワーを，「持続可能な開発目標（SDGs（Sustainable Development Goals））」の
17のゴールを表現した17色にライトアップするとともに，法務大臣から，SDGsが掲げ
る「誰一人取り残さない」
社会の実現に向け，人権尊
重の重要性を改めて呼びか
けるメッセージを発信した。

ウ　人権擁護委員の日 
人権擁護委員法が施行さ

れた６月１日を「人権擁護
委員の日」と定め，国民に
人権擁護委員制度の周知を
図るとともに，人権尊重思
想の普及高揚に努めている。

  ポスター「令和２年度啓発活動重点目標」

インターネット
人権相談受付窓口 https://www.jinken.go.jp/ （パソコン・スマートフォン・）　携帯電話共通

みんなの人権110番
0570-003-110

ゼロ ゼロ みんな の ひゃく とお ばん

子どもの
人権110番 0120-007-110

（通話料無料）

ぜろ ぜろ なな の ひゃくとお ばん

女性の人権
ホットライン 0570-070-810

ゼロ ナナ ゼロ の ハートライン

外国語人権
相談ダイヤル 0570-090-911

法務局では，人権侵害による被害を受けた方を救済するための活動を行っています。お気軽にご相談ください。
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人権週間

ポスター「第72回人権週間」 「東京タワー人権週間
　特別ライトアップ」

0570-003-110
ゼロ ゼロ みんなの ひゃくとおばん

みんなの人権１１０番

0570-070-810
ゼロ ナナ ゼロ の ハートライン

女性の人権ホットライン

●いじめ　　　●差　別　
●虐　待　　　●ハラスメント
●配偶者やパートナーからの暴力
●名誉毀損・プライバシー侵害　など

ひとりで悩まずご相談ください！
秘密は守ります。相談は無料です。

0120-007-110
ひゃくとおばん

子どもの人権１１０番 （通話料無料）
ぜろ ななぜろ の
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人 権 相 談
法務局などで地域の皆さんからの

いじめ・差別などの人権に関する相談に応じ
問題解決のお手伝いをします。

国民の皆さん一人一人の人権意識を高め、
人権への理解を深めてもらうために、

様々な活動を行っています。

「人権を侵害された」という
被害者からの申告などを受け

法務局職員と協力して調査を行います。

法務省人権擁護局 ホームページ
http://www.moj.go.jp/JINKEN/
　　　　　 index_yougoiin-a.html

人
権
擁
護
委
員

人
権
擁
護
委
員

人
権
擁
護
委
員

人権擁護委員

法務省人権擁護局

インターネット人権相談受付窓口
https://www.jinken.go.jp/

あなたの街の
相談パートナー

人 権 啓 発

調 査 救 済

人権教室

インターネット人権相談 検 索

ポスター「人権擁護委員制度」

令和２年度においても，テレビ番組やラジオ
番組において人権擁護委員の活動について紹介
するなど，マスメディアを活用して人権擁護委
員制度等の広報に積極的に努めたほか，各種の
人権啓発活動を行った。

エ　全国中学生人権作文コンテスト
次代を担う中学生を対象に，人権問題につい

ての作文を書くことによって，人権尊重の重要
性，必要性についての理解を深めるとともに豊
かな人権感覚を身に付けること，及び入賞作品
を国民に周知広報することによって，広く一般
に人権尊重意識を根付かせることを目的とし
て，例年，「全国中学生人権作文コンテスト」
を実施している。令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため中止としたが，過去の入賞作品について，法務省ホー
ムページで周知したり，入賞作品を題材とした啓発動画をYouTube法務省チャンネ
ル（http://www.youtube.com/MOJchannel）で配信したり，京都コングレス（15頁
参照）のサイドイベントで上映したりするなど，人権啓発の資料として幅広く活用し
ている。

オ　人権教室
「人権教室」は，いじめ等について考える機会を作ることによって，子どもたちが

相手への思いやりの心や生命の尊さを体得してもらうこと等を目的とし，全国の人権
擁護委員が中心となって実施している人権啓発活動である。

小・中学生等を対象に，「人権の花運動」（13頁参照）における学校訪問や道徳科の
授業等を利用して，啓発アニメーション動画や紙芝居・絵本等，子どもたちが興味を
持ちやすいように工夫した教材を活用することにより，人権尊重思想について子ども
たちに分かりやすく理解してもらう内容となるように努めている。また，近年は，園
児や児童生徒に加え，大学生を対象としたり，企業研修等において大人を対象とした
りして実施している。

令和２年度は，43万1,779人を対象に行われた。
カ　人権擁護功労賞

人権擁護委員の活動等を通じて関わりのある企業や特定非営利活動法人等の団体及
び個人並びに共生社会（ユニバーサル社会）の実現に向けた活動を行っている団体及
び個人の中から，人権擁護上，顕著な功績があったと認められた者に対し，法務大臣
と全国人権擁護委員連合会会長が表彰を行っている。

令和２年度の受賞者は，次のとおりである。
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法務大臣表彰状 特定非営利活動法人HIV人権ネットワーク沖縄（沖縄県）
法務大臣表彰状（ユニバーサル社会賞）
 福祉創造塾ふれあいの部屋（社会福祉法人柚の木福祉会）・
 志免町立志免南小学校（福岡県）　※２団体共同受賞
 武市　光平　氏（高知県）
全国人権擁護委員連合会会長表彰状
 株式会社愛媛新聞社（愛媛県）
 株式会社河北新報社（宮城県）
法務大臣感謝状 社会福祉法人栃木県共同募金会（栃木県）
 株式会社滋賀レイクスターズ（滋賀県）
全国人権擁護委員連合会会長感謝状
 株式会社荘内日報社（山形県）
 株式会社アスリートクラブ熊本（ロアッソ熊本）（熊本県）

人権擁護功労賞法務大臣表彰伝達式の様子（沖縄県）

⑶　法務省が公益法人，地方公共団体へ委託して行う啓発活動
ア　公益財団法人人権教育啓発推進センターが行う啓発活動（人権啓発活動中央委託事業）

ア　公益財団法人人権教育啓発推進センター
公益財団法人人権教育啓発推進センター（以下「人権教育啓発推進センター」と

いう。）は，人権教育・啓発活動の中核となるナショナルセンターとしての役割を
果たすべく，人権に関する総合的な教育・啓発及び広報を行うとともに，人権教育・
啓発についての調査，研究等を行っている。

イ　令和２年度に人権教育啓発推進センターへ委託した啓発活動
①　人権啓発教材の作成

・啓発冊子「『いじめ』　させない　見逃さない」
・啓発冊子「マンガで考える『人権』　みんなともだち」
・啓発冊子・動画「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」

②　人権シンポジウム等の開催
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・ハンセン病問題に関する「親と子のシンポジウム」（67頁参照）
・ 人権シンポジウム「震災と人権～避難所で必要とされる人権への配慮」（88頁

参照）
・ 人権シンポジウム「ビジネスと人権～企業に求められる人権に配慮した行動～」
（92頁参照）

・ 人権シンポジウム「インターネットと人権・オンラインフォーラム～心ない投稿・
コメントで人を傷つけないために～」（76頁参照）

③　「人権に関する国家公務員等研修会」の開催（98頁参照）
④　 地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員を対象とした「人権啓発指導者養

成研修会」の実施（101頁参照）
⑤　 人権週間を中心に，年間を通じて人権尊重思想の普及高揚を図るため，全国規

模での広報を実施
⑥　 「人権ライブラリー」（ホームページhttps://www.jinken-library.jp/）の運営等
⑦　 新型コロナウイルス感染症に関連する偏見・差別の防止を目的とした，有識者

による座談会や人権啓発キャンペーン等の実施
イ　地方公共団体が行う啓発活動（人権啓発活動地方委託事業）

ア　人権啓発活動地方委託事業
人権啓発活動地方委託事業（以下「地方委託事業」という。）は，都道府県及び

政令指定都市等を委託先とし，全ての人権課題を対象とした幅広い人権啓発活動の
実施を委託する事業であり，講演会，研修会，資料作成，スポットCM，新聞広告，
地域総合情報誌広告等を実施している。

イ　地域人権啓発活動活性化事業
法務省の人権擁護機関，都道府県，市区町村等の人権啓発活動を実施する主体間

の横断的なネットワークである「人権啓発活動ネットワーク協議会」（100頁参照）
との連携の下に実施される地方委託事業を特に「地域人権啓発活動活性化事業」と
称している。令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえつつ，
同事業として，人権の花運動（注），スポーツ組織と連携・協力した啓発活動（101頁
参照），地域の民間団体と連携した人権ユニバーサル事業等の地域に密着した多種
多様な人権啓発活動を実施した。
  （注） 人権の花運動は，児童が協力して花の種子，球根等を育てることによって，生命の尊さ

を実感し，その中で，豊かな心を育み，優しさと思いやりの心を体得することを目的と
し，全国の人権擁護委員が中心となって実施している，主に小学生を対象とした人権啓
発活動である。この活動では，育てた花を父母や社会福祉施設に届けたりすることなど
により，一層の人権尊重思想の普及高揚を図っている。  
　令和２年度は，3,049校の学校等において，38万7,099人を対象に行われた。
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⑷　中小企業・小規模事業者等の産業界に対する啓発活動
経済産業省では，産業界向けに，令和２年度は，企業の社会的責任の観点から，企業

活動における様々な人権問題等に関する講演会やシンポジウムを全国で開催し，経済界
の役職員等の人権意識の涵

かん

養を図った（開催回数：64回，総参加人数：5,838人）。
また，併せて，企業の社会的責任や情報モラルに係る啓発活動の参考となるべきパン

フレットを経済団体や企業等に配布した。

令和２年度CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー
公益財団法人 人権教育啓発推進センター

http://www.jinken.or.jp

経済産業省中小企業庁委託事業

CSR（企業の社会的責任）と人権
令和元年度

～企業価値の向上につながるCSR先進事例～

セミナー概要

パンフレット「令和元年度CSR（企
業の社会的責任）と人権セミナー概要」

⑸　国際的な取組に関する啓発活動
例年，外務省では，国際的に人権問題に取り組む関係者を招へいして講演会等を行う

ことを通じて，国際的な人権課題の啓発を行っている。
令和２年度においては，例えば，「ビジネスと人権」について，12月に在タイ日本大

使館とタイ法務省との共催で，「ビジネスと人権」に関する日タイ・ジョイントセミナー
をオンライン開催するなど，アジアにおける理解促進に努めた。国内においては，経済
団体やステークホルダー団体が開催した会合など様々な機会において，「ビジネスと人
権」に関する行動計画の周知に努めた。
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トピックス

京都コングレスの開催

コングレスは，正式名称を「国連犯罪防止刑事司法会議」といい，５年に一度開催
される犯罪防止・刑事司法分野における国連最大の国際会議です。国連薬物・犯罪事
務所（UNODC）が事務局を務め，同分野における各国の取組や国際協力の在り方に
ついて，各国の司法大臣，検事総長等を含む世界中の刑事司法関係者が議論を行いま
す。その成果として，国連及び各国における同分野の施策や取組の中期的な指針とな
る成果文書が採択されます。

令和３年（2021年）３月７日から12日までの６日間，国立京都国際会館で開催され
た第14回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）は，新型コロナウイルス感染
症対策に万全を期し，オンライン・テレビ会議システムを活用して，来場参加とオン
ライン参加を組み合わせたハイブリッド形式で開催されました。

京都コングレスでは，「2030アジェンダの達成に向けた犯罪防止，刑事司法及び法
の支配の推進」を全体テーマに掲げ，ポストコロナ時代に，SDGsが目指す「誰一人
取り残さない社会」の実現に向けて，刑事司法が果たすべき役割はもとより，テロ，
組織犯罪，腐敗，サイバー犯罪対策など，犯罪防止・刑事司法に関する国際社会の喫
緊の課題について議論が行われました。

その上で，成果文書として採択された「京都宣言」は，ポストコロナ時代における
各国の施策や取組の発展に寄与することが期待されるものです。我が国は，その内容
の着実な実施に指導力を発揮し，国際社会の一員として，引き続きSDGsの達成に貢
献していきます。

また，開催期間中，各国政府，国際機関やNGO等によるサイドイベントが実施され，
その一つとして，法務省人権擁護局では，「人権擁護委員制度」の紹介を行いました。
人権擁護委員は民間のボランティアであり，政府の機関である法務省と一体となって，
社会における人権の擁護と促進に取り組んでいます。このような制度は，世界に類を
見ない日本独特のものです。サイドイベントでは，日本の人権擁護委員制度について
紹介するとともに，人権擁護委員による「人権教室」（11頁参照）の実演，法務省の
人権擁護機関が実施する「全国中学生人権作文コンテスト」の入賞作品の朗読や入賞
作品を題材にしたアニメーション動画の上映を行いました。

加えて，３月８日の「国際女性デー」を記念してUNODCが「女性のエンパワーメ
ントと司法の向上」をテーマとする特別イベントを開催し，上川法務大臣，宇都外務
副大臣が挨拶を寄せ，犯罪防止・刑事司法においてジェンダーの視点をより主流化さ
せていくこと等を確認しました。

さらに，京都コングレス開催に先立って，令和３年（2021年）２月27日・28日の２
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日間，京都コングレス・ユースフォーラムを開催しました。ユースフォーラムでは，
「安全・安心な社会の実現へ～ SDGsの達成に向けた私たちの取組～」の全体テーマ
の下，様々な価値観やバックグラウンドを持つ世界の若者たちが議論を行いました。

SDGsのターゲットイヤーである2030年以降に，国際社会を支えるのは現在のユー
ス世代であり，刑事司法の分野においても，リーガルマインドと国際感覚を兼ね備え
た人材の育成は重要です。今後も，我が国が主体となって，定期的にユースフォーラ
ムを開催していきます。

京都コングレス　サイドイベント京都コングレス　開会式
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第

節２ 人権課題に対する取組

１　女性

男女平等の理念は，憲法に明記されており，法制上も「雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和47年法律第113号）等において，男女平等の
原則が確立されている。しかし，現実には今なお，「男は仕事，女は家庭」といった男女
の役割を固定的に捉える意識が社会に根強く残っており，家庭や職場において様々な男女
差別が生じている。

また，性犯罪・性暴力，配偶者等からの暴力，職場等におけるセクシュアルハラスメン
トや妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い等の問題も近年多く発生している。

我が国が締約国となっている「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
（昭和60年条約第７号。以下「女子差別撤廃条約」という。）は，男女の完全な平等の達成
に貢献することを目的として，女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし，
締約国に対し，政治的及び公的活動並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のた
めに適切な措置をとることを求めている。

国内においては，平成28年４月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律」（平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。）により，国，地方公
共団体，常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主は，女性の活躍状況の把握・課題
分析，数値目標を掲げた行動計画の策定，策定した行動計画及び女性の活躍状況に関する
情報の公表等が義務付けられた。その後，女性活躍の更なる推進のため，女性活躍推進法
附則に基づく施行後３年の見直しを実施し，一般事業主行動計画の策定義務や情報公表義
務の対象を，常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に拡大すること等を内容とする

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」（令和元年法
律第24号。以下「女性活躍推進法等一部改正法」という。）が第198回通常国会にて成立し，
令和２年６月１日に施行された（ただし，対象企業拡大については令和４年４月１日施行。）。

また，令和２年12月25日には，「男女共同参画社会基本法」（平成11年法律第78号）に基
づき，「第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～」を閣議決定
した。

女性に対する暴力等への取組については，平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等に関する法律」（平成13年法律第31号）が施行されて以降，同法に基づき，
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策を推進している。

法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所にお
いて人権相談に応じており，人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は，人権侵犯事件
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として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講じている。法務省の人権擁護機関が女性
に対する暴行・虐待に関して，新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は，次のとお
りである。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

女性に対する暴行・虐待 1,776 1,386 1,182 947 629
（法務省人権擁護局の資料による）

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　男女共同参画の視点に立った様々な社会制度の見直し，広報・啓発活動の推進
ア　内閣府では，行政相談委員及び人権擁護委員並びに都道府県及び政令指定都市担当

者を対象に，男女共同参画に関する諸課題について理解を深め，苦情の処理に係る知
識・技能の向上を図ることを目的とする苦情処理研修を実施している。  
　また，我が国の男女共同参画に関する取組を広く知らせるため，男女共同参画の総
合情報誌「共同参画」を発行しているほか，ホームページ，メールマガジン，SNS

（Facebook）を活用して，充実した情報を迅速に提供する体制の整備を図るなど，多
様な媒体を通じた広報・啓発活動を推進している。さらに，配偶者からの暴力の被害
者支援に役立つ法令，制度及び関係機関についての情報等を収集し，内閣府のホーム
ページを通じ，外国語版も含め提供している。  
　加えて，女性活躍推進法に基づき，国・都道府県・市区町村においては，より実効
性の高い行動計画の策定や女性活躍情報の公表などの取組を進めている。内閣府では，
策定された行動計画や女性活躍情報を一覧化して掲載した「女性活躍推進法『見える
化』サイト」（平成28年９月開設）の更新・改修等により，女性活躍情報の「見える化」
の徹底と活用の促進に努めている。さらに，女性活躍推進法に基づく協議会等を活用
した継続就業を支援する仕組みづくりや，女性管理職育成の取組等の女性活躍の取組
や，様々な課題・困難を抱える女性への支援等，住民に身近な地方公共団体が行う，
地域の実情に応じた取組について，地域女性活躍推進交付金等により支援を行った。

イ　男女共同参画推進本部決定により，毎年６月23日から29日までの１週間を「男女共
同参画週間」としている。令和２年度も例年と同じく，「男女共同参画社会づくりに
向けての全国会議」を開催するとともに，「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理
大臣表彰」及び「女性のチャレンジ賞」等の表彰を実施した（一部の表彰については，
新型コロナウイルス感染症の影響により表彰日を８月31日に延期。）。  
　また，女性が活躍できる職場環境の整備を推進するため，役員・管理職への女性の
登用に関する方針，取組及び実績並びにそれらの情報開示において顕著な功績があっ
た企業を表彰する「女性が輝く先進企業表彰」を平成26年度から７年間限定で実施し
ており，最終年となる令和２年度の表彰を令和２年12月に実施した。
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ウ　厚生労働省では，女性活躍推進法の実効性確保のため，企業等が女性活躍に向けた
取組を積極的に実施するよう支援している。さらに，女性活躍推進法に基づく行動計
画及び女性の活躍状況に関する情報の公表先として「女性の活躍推進企業データベー
ス」を運用するとともに，企業や女性求職者を始めとした利用者の活用を促進するた
め，本データベースについて利便性の向上を図った。

エ　経済産業省では，「新・ダイバーシティ経営企業100選」や「100選プライム」，「な
でしこ銘柄」により，多様な人材の能力を活かした企業の先進事例を発信することで，
企業の取組を後押ししている（詳細は，「男女共同参画白書」に記載。）。

⑵　法令・条約等の周知
ア　内閣府では，国内における男女共同参画社会の実現に向けた取組を行うに当たって，

報告会，刊行物や内閣府ホームページ（https://www.gender.go.jp/）を通じ，男女共
同参画に関連の深い各種の条約や，国際会議における議論等，男女共同参画・女性活
躍のための国際的規範や，基準，取組の指針等の広報に努めている。  
　令和２年度は，第75回国連総会「第４回世界女性会議25周年記念ハイレベル会合」
における女性活躍担当大臣・内閣府特命担当大臣のステートメントやAPEC女性と経
済フォーラム等の国際会議の概要について，内閣府ホームページへの掲載を行った。

イ　外務省では，女子差別撤廃条約関連文書や女性の地位向上に関する会議等の関連文
書を，外務省ホームページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/women/index.html）
に掲載し，広くその内容の周知に努めている。

⑶　女性に対する偏見・差別意識解消を目指した啓発活動
法務省の人権擁護機関では，「女性の人権を守ろう」を強調事項の一つとして掲げ，

講演会等の開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。
また，ドメスティックバイオレンス防止をテーマとした啓発動画「虐待防止シリーズ　

ドメスティックバイオレンス」や「デートDV って何？～対等な関係を築くために～」を，
法務局・地方法務局において貸し出しているほか，YouTube法務省チャンネルで配信
している。

加えて，セクシュアルハラスメントを始めとする各種ハラスメントなど，職場におけ
る各種人権問題について解説した啓発冊子「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会
～」を法務局・地方法務局で配布しているほか，同内容を分かりやすく解説した啓発動
画の貸し出しやYouTube法務省チャンネルでの配信等を行っている。

さらに，セクシュアルハラスメントを題材とした腹話術師のいっこく堂氏によるス
ポット映像「みこさんの本音」及びタレントの麻尋えりか氏によるスポット映像「セク
ハラ・パワハラ」篇及び「ハラスメント・DV」篇をYouTube法務省チャンネルで配信
している。
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⑷　男女共同参画を推進する教育・学習，女性の生涯学習機会の充実
文部科学省では，男女共同参画社会の形成のため，学校教育において，男女共同参画

の重要性についての指導が充実するよう，学習指導要領の一層の周知を行った。また，
令和元年度から実施している「次世代のライフプランニング教育推進事業」において，
次世代を担う若者が，固定的な性別役割分担意識にとらわれず主体的に多様な進路を選
択することができるよう，学校で活用することができるライフプランニング教育プログ
ラム（高校生・大学生対象）や，教員が学校現場で生じ得る「無意識の思い込み」等に
ついて理解を深め，指導に役立つ気付きを得るための教員研修プログラムの開発を行った。

さらに，学びを通じた女性の社会参画を促進するため，令和２年度から実施している
「女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業」において，大学等，地
方公共団体及び男女共同参画センター等の関係機関が連携し，キャリアアップやキャリ
アチェンジ等に向けた意識醸成・情報提供，相談体制の整備，学習プログラムの設計，
フォロー等を総合的に支援するモデルを構築するため，実証事業・普及啓発事業を実施
している。

独立行政法人国立女性教育会館は，女性教育の振興を図り，もって男女共同参画社会
の形成を目指し，地方公共団体，男女共同参画センター，女性団体等における男女共同
参画を推進する研修や専門的な調査研究，情報の収集・提供を行っている。

⑸　職場におけるハラスメント防止対策の推進
厚生労働省では，女性を含め多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため，職

場におけるハラスメント防止対策に取り組んでいる（詳細は93頁，115頁参照）。

⑹　農山漁村の女性の地位向上のための啓発等
女性は，農業就業人口の約半数を占め，農山漁村・農林水産業の担い手として重要な

役割を果たしているが，経営への参画や地域の方針決定の場における参画は十分進んで
いない状況にある。このため，地域をリードできる女性農林水産業者の育成を支援する
とともに，女性の役割を適正に評価し，その能力が発揮されるよう，農林水産省として
も農山漁村において女性活躍推進のために優れた活動を行っている個人や団体の表彰へ
の支援，「農山漁村女性の日」（毎年３月10日）を中心とした男女共同参画社会の形成に
向けた意識啓発に努めており，関係団体による積極的な取組を促した。

また，農業委員や農協役員，漁業協同組合，森林組合及び土地改良区の理事への女性
参画を推進し，令和２年度については，農業委員会において，女性農業委員の割合が
12.3％（前年度12.1％）（農林水産省調べ），農業協同組合において，女性役員の割合が9.1％

（前年度8.4％）（JA全国農業協同組合中央会調べ）に上昇した。さらに，令和２年度に
おいては，新たに，「水産業協同組合法」（昭和23年法律第242号。改正法について令和
２年12 月施行）及び「森林組合法」（昭和53年法律第36号。改正法について令和３年４
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月施行）を改正し，漁業協同組合及び森林組合の理事について年齢や性別に著しい偏り
が生じないよう配慮しなければならない旨を規定し，第５次男女共同参画基本計画の成
果目標として，土地改良区の理事に占める女性の割合を令和７年度までに10％にするこ
とを新たに目標として設定した。

⑺　女性の人権問題に関する適切な対応及び啓発の推進
男女共同参画推進本部決定により，毎年11月12日から25日（女性に対する暴力撤廃国

際日）までの２週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間とし，同期間中，地方公
共団体，女性団体その他の関係団体との連携・協力の下，社会の意識啓発等，女性に対
する暴力に関する取組を一層強化している。
ア　内閣府では，令和２年度は，「性暴力を，なくそう」をテーマに，女性に対する暴

力をなくす運動において，啓発用ポスター及びリーフレットの作成や，運動のシンボ
ルであるパープルリボンにちなんで，東京スカイツリー等をパープルにライトアップ
するなど，広く国民に対して暴力根絶を呼び掛けた。また，女性に対する暴力対応の
象徴であるパープルリボンを作成し，全閣僚に着用を呼びかけた。  
　また，配偶者からの暴力について相談することができる窓口を知らない被害者を相
談機関につなぐため，発信地等の情報から最寄りの配偶者暴力相談支援センター等の
相談機関の窓口に自動転送する「DV相談ナビ」（全国共通短縮番号「#8008（はれれ
ば）」）を実施している。  
　さらに，官民の配偶者暴力被害者支援の関係者（配偶者暴力相談支援センター長，
相談員及び地方公共団体の職員）を対象としたワークショップ等を行う「女性に対す
る暴力被害者のための官官・官民連携促進事業」を実施し，令和２年度は，オンライ
ン教材を開発し，地方公共団体の職員等に配布した。  
　加えて，女性に対する暴力の加害者及び被害者となることを防止する観点から，若
年層に対する効果的な予防啓発を行うため，教育・啓発の機会を持つ教育機関の教職
員，地方公共団体において予防啓発事業を担当している行政職員，予防啓発事業を行っ
ている民間団体の職員等を対象として，オンライン教材を開発し，配布した。  
　また，平成30年10月に全都道府県に設置された性犯罪・性暴力被害者のためのワン
ストップ支援センター（以下「ワンストップ支援センター」という。）について，ワ
ンストップ支援センターの運営の安定化及び被害者支援機能の強化を図るため，平成
29年度に創設した性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金を活用し，各地方公共団
体の実情に応じた取組支援の充実に努めた。  
　さらに，性犯罪・性暴力被害者が相談しやすい環境を整備するために，令和２年10
月から，相談者の発信地等の情報から最寄りのワンストップ支援センターの窓口に自
動転送する全国共通短縮番号「#8891（はやくワンストップ）」を運営している。  
　加えて，性犯罪被害者等が，安心して必要な相談・支援を受けられる環境を整備す
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るため，オンライン研修教材を配布し，地方公共団体の職員等に対して「性犯罪被害
者等支援体制整備促進事業」を実施し，支援体制の整備に努めた。  
　このほか，いわゆるアダルトビデオ出演強要問題や「JKビジネス」問題等の若年
層の女性に対する性的な暴力については，平成29年５月，関係府省対策会議において
策定した「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する今
後の対策」に基づき，関係府省による連携の下，更なる実態把握，取締り等の強化，
教育・啓発の強化，相談体制の充実，保護・自立支援の取組強化などの取組を推進し
ている。また，前記「今後の対策」において，令和２年４月を「AV出演強要・『JK
ビジネス』等被害防止月間」と位置付け，必要な対策を集中的に実施した。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

配偶者暴力相談支援センター
における相談件数 111,172 106,367 106,110 114,481 119,276

（内閣府の資料による）

DV相談ナビカード（裏面）

DV相談ナビカード（表面）

ポスター「女性に対する暴力をなくす運動」

イ　法務省の人権擁護機関では，専用相談電話「女性の人権ホットライン」（ナビダイ
ヤル0570-070-810（全国共通））を全国の法務局・地方法務局に設置して相談体制の一
層の強化を図っている。  
　令和２年度は，女性に対する暴力をなくす運動期間中の令和２年11月12日から18日
までの１週間を，「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間」とし，平日の相
談受付時間を延長するとともに，土曜日・日曜日も開設し，様々な人権問題に悩む女
性からの電話相談に応じた。  
　また，配偶者暴力相談支援センター等関係機関との連携を一層強化し，被害の救済
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及び予防に努めている。

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

女性の人権ホットライン相談
件数 19,306 19,656 19,151 17,328 14,324

（法務省人権擁護局の資料による）

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん人KENまもる君

11月12日木～18日水令和
２年

このポスターは両面ポスターです。裏面を掲示することもできます。

法務局が相談に応じます。
※法務局の職員又は人権擁護委員が
　相談に対応します。

ひとりで悩まず
              電話してください。

ゼロ ナナ ゼロ の ハートライン

0570-070-810
※一部のIP電話からはご利用できないことがあります

※通常は平日、8：30～17：15

職場でのいじめ

https://www.jinken.go.jp/（パソコン・携帯電話・スマートフォン共通）
インターネットでも人権相談を受け付けています。 インターネット人権相談

ストーカー

夫・パートナーからの

暴力
  相談は無料。

  秘密は守ります。

年間を通じて
相談受付中！

セクシュアル・ハラスメント

平日 8:30～19:00 土日 10:00～17:00受付時間

「女性の人権ホットライン」強化週間全 国 一 斉

ポスター
「女性の人権ホットライン強化週間」

ウ　「令和２年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況につ
いて」（警察庁）によれば，令和２年中のストーカー事案の被害者は女性が約９割を
占めている。  
　警察では，若年層のストーカー被害を防止するため，高校生，大学生等を対象に，
イラスト等を用いてストーカー被害の態様を説明した教材（パンフレット・DVD等）
を活用した防犯教室等を開催しているほか，警察庁においてポータルサイトにより，
ストーカー事案に関する情報を発信している。  
　また，危険性・切迫性が高い事案の被害者等の安全を確保するため，緊急・一時的
に被害者等を避難させる必要がある場合に，ホテル等の宿泊施設を利用するための費
用について，公費で負担することとしている。

トピックス

性犯罪・性暴力対策の強化

平成29年７月に性犯罪に関する刑法改正が行われ，その改正法において施行３年後
検討規定が設けられました。これを踏まえ，法務省において「性犯罪に関する施策検
討に向けた実態調査ワーキングチーム」が立ち上げられ，性犯罪の実態等に関する調
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査を行い，令和２年３月31日にとりまとめが発表されました。  
　法務省が行ったヒアリングでは，刑法，刑事訴訟法等に関する見直しを求める声に
加え，再犯の防止，被害者支援の充実，教育・啓発など幅広い取組を求める声もあり
ました。このため，法務省において「性犯罪に関する刑事法検討会」（有識者会議）（令
和２年６月４日に第１回を開催）を発足するとともに，性犯罪・性暴力対策全体につ
いては，内閣府特命担当大臣（男女共同参画）の下，内閣府・警察庁・法務省・文部
科学省・厚生労働省の局長級から構成される「性犯罪・性暴力対策強化のための関係
府省会議」を同年４月２日に立ち上げ，６月11日に，「性犯罪・性暴力対策の強化の
方針」（以下「強化の方針」という。）を取りまとめました。

強化の方針は，令和２年度から４年度までの３年間を，「性犯罪・性暴力対策の集
中強化期間」とし，その第一歩として，今後の取組方針を示したものです。刑事法の
検討はもとより，被害者支援の充実，加害者対策，教育・啓発の強化等の総合的な対
策としており，従来にない新たな取組も盛り込んでいます。例えば，「性犯罪・性暴
力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」の結果を
踏まえたセンターの抜本的強化や，性暴力の加害者，被害者，傍観者にならないため
の「生命（いのち）の安全教育」等を盛り込んでいます。

また，強化の方針の確実な実行に向けて，令和２年７月に，今後の工程を作成した
ところであり，毎年４月を目途にフォローアップを行うこととしています。

さらに，強化の方針とあわせて，内閣府特命担当大臣（男女共同参画）のメッセー
ジも出されており，政府の施策をまとめた文書に加えて，強化の方針に込めた大臣の
想いや今後の取組への決意が示されています。

トピックス

アスリートへの写真・動画による 
性的ハラスメントの防止に向けた取組

スポーツの大会等において，競技用ユニフォームを着用したアスリートが性的意図
をもって写真・動画を撮影されたり，アスリートの写真・動画がインターネット上に
性的意図を持って掲載されたりする事案が，以前から複数の競技で問題になってきま
した。

こうした事案については単一の競技団体での対応には限界があること，SNS等の
ツールの発達に伴い，写真・動画の悪用が多様化している状況にあることから，改め
てアスリートが安心して競技に取り組める環境を守る姿勢を明確にするため，スポー
ツ関係団体（公益財団法人日本オリンピック委員会，公益財団法人日本スポーツ協会，
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会，一般社団法人大学スポーツ協会，公益財団
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法人全国高等学校体育連盟，公益財団法人日本中学校体育連盟，独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター）が協力し，スポーツ界全体としてこの問題に取り組んでいます。

関係団体はこうした事案を「アスリートへの写真・動画による性的ハラスメント」
と位置付け，令和２年11月13日に，その防止に向けたステートメントを連名で取りま
とめ，公表しました。

ステートメントにおいては，こうした事案の防止に向けた強いメッセージが盛り込
まれるとともに，具体的な取組として，①大会における取組事例を共有し，各大会で
の防止策の取組を後押しすること，②研修等を通じ，アスリート自身がネットやSNS
で身を守る必要性を啓発すること，③SNS投稿やWEB掲載の実態把握に努め，関係
機関に共有していくこと，に取り組んでいくことが表明されました。

また，この問題に関し，同日，スポーツ庁の室伏広治長官が関係団体と合同で記者
会見を行い，スポーツ界が一体となって取り組んでいくことを表明しました。加えて，
関係省庁とも連携し，被害を受けたアスリート等が活用できる，相談窓口の周知も行っ
ているところです。

スポーツ庁や関係団体のこうした動きに呼応し，被害実態や取組の重要性について，
関連報道や，被害を受けたアスリート自身も含めて声を上げる動きも出てきています。

さらに，東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は，大会入場者に
対して，アスリート等への性的ハラスメント目的との疑念を生じさせる撮影行為を禁
止する項目等を新設することも発表しました。

こうした動きは，この問題に対する社会全体の関心を喚起・啓発し，ハラスメント
抑止を進めていくための第一歩であり，今後も，スポーツ界が一体となって，アスリー
トが安心して競技できる環境づくりを進めていくことが重要です。

アスリートへの写真・動画による
性的ハラスメントの防止に向けた

ステートメントデザイン
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２　子ども

我が国が締約国となっている児童の権利条約は，締約国が，適当かつ積極的な方法で同
条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する旨を規定し
ている（第42条）。

文部科学省が各都道府県教育委員会等を通じて行った令和元年度「児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果では，暴力行為の発生件数は７万8,787
件（対前年度比8.0％増）と依然として憂慮すべき状況が見られ，また，いじめの認知件
数は61万2,496件（同12.6％増）となっており，「いじめを初期段階のものを含めて積極的
に認知し，その解消に向けた取組のスタートラインに立っている」と極めて肯定的に評価
できるが，その一方で，いじめの重大事態の件数は723件（同20.1％増）となっており，
教育上の大きな課題となっている。

また，令和２年に警察がいじめに起因する事件で検挙・補導した人員は，199人（対前
年比25.2％減）であった。内訳としては，小学生51人（同22.7％減），中学生103人（同
26.4％減），高校生45人（同25.0％減）となっている。

さらに，法務省の人権擁護機関が調査・処理を行う人権侵犯事件においても，令和２年
には，学校におけるいじめ事案が1,126件，教育職員による体罰に関する事案が83件，児
童に対する暴行・虐待事案が341件と高水準で推移しており，こうした人権侵害による被
害の予防・救済のための取組等が課題となっている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

学校におけるいじめ 3,371 3,169 2,955 2,944 1,126

教育職員による体罰 448 263 201 141 83

児童に対する暴行・虐待 586 486 453 413 341
（法務省人権擁護局の資料による）

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　子どもが人権享有主体として最大限尊重されるような社会の実現を目指した啓発活動
法務省の人権擁護機関では，「子どもの人権を守ろう」を強調事項の一つとして掲げ，

講演会等の開催，啓発冊子の配布等に加え，全国中学生人権作文コンテスト（11頁参照）
を実施している。また，人権擁護委員が中心となって，人権教室（11頁参照），人権の
花運動（13頁参照），スポーツ組織と連携・協力した啓発活動（101頁参照）等，各種人
権啓発活動を実施している。

さらに，文部科学省との連携により，人権教室の活用を始めとして，学校等と法務省
の人権擁護機関の更なる連携強化を図り，いじめ等の子どもの人権問題の防止に取り組
んでいる。

令和２年度においては，いじめ等の子どもの人権問題に関する意識を啓発するため，
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インターネット広告を実施したほか，日常生活における人権問題や人権尊重の重要性に
ついて漫画を使い解説した啓発冊子「マンガで考える『人権』　みんなともだち」や啓
発冊子「『いじめ』　させない　見逃さない」，低年齢層向けに出版社のキャラクターと
コラボした人権ドリルを作成し，全国の法務局・地方法務局に配布の上，各種人権啓発
活動で活用した。

このほか，自らの差別意識について「気づき」を与え，理解を促すためのリーフレッ
ト及びウェブコンテンツ「じんけん自己診断～こんなときどうする？」を配布・公開し
たり，啓発動画「虐待防止シリーズ　児童虐待」や，法務省の人権擁護機関が実施する

「全国中学生人権作文コンテスト」の入賞作品等を題材にした啓発動画等をYouTube法
務省チャンネルで配信したりするなど，人権啓発活動の充実に努めている。

加えて，内閣府を始め関係省庁では，多くの青少年が初めてスマートフォン等を手に
する春の卒業・進学・新入学の時期に特に重点を置き，地方公共団体，関係団体，関係
事業者等と連携し，毎年，２月から５月にかけて，スマートフォンやSNS等の安全・安
心な利用のための啓発活動を集中的に実施する，「春のあんしんネット・新学期一斉行動」
を展開している。

内閣府を始め関係省庁では，期間中，ラジオ・BSテレビ・インターネット等の様々
な広報媒体を通じた啓発活動等の取組を集中的に展開した。

下の　   には 同じ数 字の漢字 が 入るよ。

当てはまる漢字を書 いて, 四字熟語を完成させよう！

にん いろ

人 色

うんこます

みんな ちがって みんないいのじゃ！

【十人十色】
考えやすきなことなどが人によってそれぞれちがうこと。

例文）うんこの形は十人十色だ。

じゅう  にん     と     いろ

じゅうにん  と  いろ

かんが

かたち

ひと

答

こまったときは、一人でなやまず、ここに相談するのじゃ！

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

子どもの人権110番
（通話料無料）

子どもの人権SOS-eメール
https://www.jinken.go.jp/kodomo

ぜろ  ぜろ  なな  の ひゃくとおばん

0120-007-110

なまえ

こた

下
答
こた

した

した

あ

おな すう   じ かん   じ

かん   じ よ     じ じゅく ご かん せいか

はい

ひとり

じん     けん

じん     けん

ばん

そう  だん

法務省人権擁護局

全人類
対応
全人類
対応

人
権
に
つ
い
て

一
緒
に
考
え
て
み
る
の
じ
ゃ
！

人
権
に
つ
い
て

一
緒
に
考
え
て
み
る
の
じ
ゃ
！

啓発冊子「うんこ人権ドリル」

啓発冊子
「マンガで考える『人権』 みんなともだち」

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

させない
見逃さない

「いじめ」

@MOJ_JINKEN@JINKEN01 HumanRightsBureau.MOJ

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

この冊子には，音声コード
（Uni-Voice）が各ページ（奇
数ページ 右下,偶数ページ 
左下）に印刷されています。
Uni-Voiceアプリを使用して
読み取ると，記録されている
情報を音声で聞くことがで
きます。

啓発冊子
「『いじめ』　させない　見逃さない」

長時間利用の中身に
着目！

連絡？遊び？
それとも勉強？
どれだけ使っているかで
はなく、何にどう使って
いるかが、肝心です。

Point1

いじめ？ＳＮＳで誹謗中傷？

仲間外れや
個人攻撃などの
被害・加害を
防ぐためには？

Point3

児童・生徒編

ネ ッ ト・ス マ ホ の あ る 時 代 の 子 育 て

学習面での活用が一気に増えてきたインターネットやスマートフォン。
コミュニケーションや息抜き等、生活をサポートする道具だからこそ、
トラブルを避けて上手に使いこなすスキルを身につけてほしいものです。

内閣府・内閣官房・警察庁・消費者庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・経済産業省 2021年１月発行

写真・動画の安易な
投稿が危険を招く！ Point4

自画撮り写真の
投稿・送信や
動画投稿に起因する
トラブルとは？子供たちの使い方やネットトラブルの

現状を知り、助言や話し合いの際に
お役立てください

ゲームの中でつながる
仲間との関係。
だからこそトラブルや
犯罪に巻き込まれることも！

Point2

オンラインゲームで起きている
トラブルとは!?

今日の
バトルは

絶対来いよ！
逃げるな！

ポイントが
もらえるから
僕の紹介で
このゲーム
やってよ！

正しく

保護者が 知っておきたい
４ つの大切なポイント

青少年の保護者向け普及啓発リーフレット
「保護者が正しく知っておきたい

４つの大切なポイント（児童・生徒編）」
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⑵　学校教育及び社会教育における人権教育の推進
ア　文部科学省では，学習指導要領において，「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」
（知・徳・体）のバランスのとれた「生きる力」を育むことを目指している。平成29
年３月に公示した新学習指導要領においても，その趣旨は受け継がれており，「生き
る力」の理念をより一層具体化して確実に育成することを求めている。  
　「豊かな心」の育成に関しては，道徳において，善悪の判断等の内容を扱うとともに，
体験活動等を生かすなどの充実を図っている。

　　また，豊かな人間性や社会性を育む観点から，健全育成のための体験活動推進事業
や，学校教育における人権教育を推進するための人権教育研究推進事業を実施した 

（２頁参照）。
　　社会教育においては，専門的職員である社会教育主事の養成講習等において，人権

問題等の現代的課題を取り上げ，指導者の育成及び資質の向上を図っている。
イ　厚生労働省では，毎年５月５日の「子どもの日」から11日までの１週間を「児童福

祉週間」と定め，子どもの健やかな成長，子どもや家庭を取り巻く環境について国民
全体で考えることを目的に，国，地方公共団体，関係団体，企業，地域社会等が連携
して，全国で様々な行事，取組を行っている。  
　令和２年度は，児童福祉週間の標語を全国公募し，最優秀作品として選定された「や
さしさに つつまれそだつ やさしいこころ」を児童福祉週間の象徴として，児童福祉
の理念の普及・啓発を図った。

ポスター「児童福祉週間」

⑶　家庭教育に対する支援の充実
文部科学省では，保護者が安心して家庭教育を行うことができるよう，家庭教育に関

する支援が届きにくい家庭に配慮しつつ，地域の多様な人材を活用した家庭教育支援
チーム等が地域の実情に応じて行う家庭教育支援に関する取組（保護者に対する学習機
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会や情報の提供，相談対応等）を推進するため，補助事業（地域における家庭教育支援
基盤構築事業）等を実施している。

また，地域における家庭教育支援の取組の効果的な実施に向けて，教育と福祉の連携
に関する地方公共団体向けの委託事業（家庭教育支援推進事業）を実施した。

⑷　「人権を大切にする心を育てる」保育の推進
厚生労働省では，保育所等において，保育所保育指針に基づき，児童の最善の利益を

考慮するよう啓発を行うとともに，「人権を大切にする心を育てる」保育の推進を図り，
児童の心身の発達，家庭や地域の実情等に応じた適切な保育の実施を推進している。

⑸　いじめ・暴力行為等に対する取組の推進
ア　いじめの問題は依然として大きな社会問題となっている。こうした状況の中，平成

25年６月のいじめ防止対策推進法の成立を受け，文部科学省では，同年10月11日，「い
じめの防止等のための基本的な方針」（以下「国のいじめ防止基本方針」という。）を
策定した。  
　また，「いじめの防止等に関する普及啓発協議会」を開催するなど，いじめ防止対
策推進法及び国のいじめ防止基本方針の周知徹底を図ることに取り組んでいる。  
　このほか，教育再生実行会議の第一次提言及びいじめ防止対策推進法を踏まえ，い
じめの未然防止，早期発見・早期対応や教育相談体制の整備及びインターネットを通
じて行われるいじめへの対応を充実するため，平成25年度から「いじめ対策等総合推
進事業」（平成29年度から「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」と名称変更）
を実施している。  
　また，国のいじめ防止基本方針に基づき，文部科学省の「いじめ防止対策協議会」
において，法の施行状況の検証を行い，平成28年11月に「いじめ防止対策推進法の施
行状況に関する議論のとりまとめ」の提言を受けた。この提言を踏まえ，平成29年３
月に国のいじめ防止基本方針を改定した。なお，当該基本方針においては，学校や学
校の設置者が法務省の人権擁護機関との連携を図ることや，平素から，関係機関の担
当者の窓口交換や連絡会議の開催等の体制整備を図るなどの情報共有体制を構築して
いくことが必要であることを記載している。このほか，令和３年１月，子ども自身の
主体的な活動の中核となるリーダーを育成するとともに，全国各地での多様な取組の
実施を一層推進するため，「全国いじめ問題子供サミット」を開催した。  
　暴力行為については，未然防止と早期発見・早期対応に教職員が一体となって取り
組むことや家庭・地域社会等の理解を得て地域ぐるみでの取組を推進すること，暴力
行為等の問題行動を繰り返す児童生徒に対して，警察等の関係機関と連携した取組を
推進し，き然とした指導を粘り強く行うなどの的確な対応をとることを学校，教育委
員会等に要請した。  
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　また，いじめ，暴力行為等，問題を抱える児童生徒が適切な相談等を受けること
ができるよう，児童生徒の心理に関して専門的な知識及び経験を有するスクールカ
ウンセラーを配置するとともに，福祉の専門的な知識や技術を有するスクールソー
シャルワーカーを配置するなど，学校内の教育相談体制の整備を支援している。さ
らに，「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」において，児童生徒の問題行動等
の未然防止や早期発見・早期対応につながる効果的な取組の実践等について調査研
究を行っている。  
　さらに，夜間・休日を含め24時間いつでも子どものSOSを受け止めることができる
よう，通話料無料の「24時間子供SOSダイヤル（0120-0-78310）」を整備している。  
　加えて，近年，若年層の多くが，SNSを主なコミュニケーション手段として用いて
いるとともに，SNS上のいじめへの対応も大きな課題となっている状況を受け，いじ
めを含む様々な悩みに関する児童生徒の相談に関して，SNS等を活用する利点・課題
等について検討を行うため，平成29年７月に有識者会議を開催し，平成30年３月，「SNS
等を活用した相談体制の構築に関する当面の考え方（最終報告）」を取りまとめた。
また，平成30年から地方公共団体に対し，SNS等を活用した児童生徒向けの相談体制
の整備に向けた支援を行っている。

イ　警察では，少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により，いじ
め事案の早期把握に努めるとともに，いじめ事案を把握した場合には，事案の重大性
及び緊急性，被害児童生徒及びその保護者の意向，学校等の対応状況等を踏まえ，い
じめ防止対策推進法の趣旨等を認識しつつ，学校等との緊密な関係を構築するなどし
て，的確な対応を推進している。  
　また，校内暴力についても，学校等との情報交換により早期把握に努め，悪質な事
案に対し厳正に対処するなど，内容に応じた適切な措置と再発の防止に努めている。

ウ　厚生労働省では，ひきこもり等の児童について，ひきこもり地域支援センターや自
立相談支援機関を相談窓口として，教育分野との連携を図りつつ，児童相談所や児童
養護施設等の機能を十分活用するとともに，家庭環境・養護問題の調整，解決に取り
組んでいる。

⑹　体罰の問題に対する取組の推進
体罰は，「学校教育法」（昭和22年法律第26号）第11条で禁止されており，児童生徒の

心身に深刻な悪影響を与え，力による解決の志向を助長し，いじめや暴力行為等の土壌
を生むおそれがあり，いかなる場合でも決して許されない。文部科学省では，平成25年
３月に，懲戒と体罰の区別について現場の教員が理解しやすい丁寧な説明を行うことを
目的として，体罰と判断される行為や認められる懲戒等の具体例や，部活動指導に当たっ
ての留意事項を示した通知を発出したり，同年５月に運動部活動での体罰等の根絶及び
効果的な指導に向けた「運動部活動での指導のガイドライン」を公表したりするなど，



3131

第
１
章

第
２
節　
人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

体罰の防止に関する取組を実施してきた。さらに，平成30年３月には，「運動部活動の
在り方に関する総合的なガイドライン」，同年12月には，「文化部活動の在り方に関する
総合的なガイドライン」を新たに策定し，校長及び部活動の指導者に対し，生徒の心身
の健康管理，事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底することについて示した。

また，体罰根絶のためには実態把握に努めることが重要と考えており，令和２年12月
には，国公私立学校における体罰の実態についてまとめた調査結果を公表した。この結
果では，体罰により懲戒処分等を受けた者は685人で，前年度の767人から，82人減少し
ている。

⑺　児童虐待防止のための取組
児童虐待への対応については，平成12年11月に施行された「児童虐待の防止等に関す

る法律」（平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。）及び「児童福祉法」
（昭和22年法律第164号）の累次の改正や，「民法等の一部を改正する法律」（平成23年法
律第61号）などにより，制度的な充実が図られてきた。

この間，全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加し，
令和元年度には児童虐待防止法制定直前の約17倍に当たる19万3,780件となっている。
子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を絶たず，児童虐待の防止は社会
全体で取り組むべき重要な課題である。

上記のように，児童虐待相談対応件数の増加や，東京都目黒区で発生した児童虐待事
案等を受けて，平成30年６月15日の「児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議」を踏ま
え対応策を検討し，同年７月20日に同関係閣僚会議において，「児童虐待防止対策の強
化に向けた緊急総合対策」を決定した。同対策においては，転居した場合の児童相談所
における引継ぎルールを見直し，徹底すること，「児童相談所強化プラン」を前倒して
見直すこと等としているほか，相談窓口の周知，より効果的・効率的な役割分担・情報
共有，適切な一時保護，保護された子どもの受け皿確保などを講じることとしている。
母子保健分野においても，児童虐待の発生予防・早期発見のための取組について整理を
行い，同月に通知を発出した。

さらに，同対策に基づき，平成30年12月18日に，児童虐待防止対策体制総合強化プラ
ン（新プラン）を決定し，児童相談所及び市町村の体制強化に向けて，令和４年度まで
に，児童福祉司を約2,000人増加させることや市区町村子ども家庭総合支援拠点を全市
町村に設置すること等としている。なお，児童福祉司等の増員については，新プランの
計画を１年前倒し，令和３年度までに新プランで目標として掲げている人員体制の確保
を目指す。

また，平成31年２月には，千葉県野田市で発生した事案を受けて，関係閣僚会議を開
催し，通告元の秘匿や関係機関の連携等に関する新ルールを設置することを内容とする

「『児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策』の更なる徹底・強化について」を決
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定した。
平成31年３月には，関係閣僚会議において，「児童虐待防止対策の抜本的強化について」

を決定し，令和元年６月には，体罰禁止の法定化，児童相談所における一時保護等を行
う「介入」の担当者と「保護者支援」の担当者の分離，児童相談所における弁護士等の
配置促進，DV対策との連携強化を内容とする「児童虐待防止対策の強化を図るための
児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和元年法律第46号。以下「児童福祉法等一部
改正法」という。）が成立し，一部規定を除き令和２年４月に施行された。

これらの対策に基づき，財政的な措置が必要なものについては，引き続き地方交付税
措置を含め予算編成過程において検討をするとともに，制度的な対応が必要な事項につ
いても検討し，所要の措置を講じていくこととしている。
ア　厚生労働省では，平成16年から，毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け，

月間中，関係府省庁や地方公共団体，関係団体等と連携した集中的な広報啓発活動を
実施し，児童虐待は社会全体で解決すべき問題であることを周知・啓発している。また，
児童虐待防止の啓発を図ることを目的に民間団体（認定NPO法人児童虐待防止全国
ネットワーク）が中心となって実施している「オレンジリボン運動」を後援している。 
　令和２年度は，「189（いちはやく）　知らせて守る　こどもの未来」を月間標語と
して決定し，広報用ポスター，リーフレット等に掲載して配布したほか，「子どもの
虐待防止推進全国フォーラム（オンライン）」や政府広報等により，児童虐待防止に
向けた広報啓発に取り組んだ。  
　また，児童虐待を受けたと思われる子どもを見付けたときなどに，ためらわずに児
童相談所に通告・相談ができるよう，児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはやく）」
を運用している。児童相談所につながるまでの時間短縮のため，平成28年４月に音声
ガイダンスを短縮したり，平成30年２月に携帯電話等からの着信についてコールセン
ター方式を導入したりするなどの改善を進めてきたが，令和元年12月より「児童相談
所全国共通ダイヤル」を「児童相談所虐待対応ダイ
ヤル」と名称を変更し，相談については「児童相談
所相談専用ダイヤル」を開設した。「児童相談所虐待
対応ダイヤル」については，通話料の無料化を行い，
利便性の向上を図った。令和２年度第３次補正予算
では児童相談所に相談しやすい環境整備を進めるた
め，「児童相談所相談専用ダイヤル」についても無料
化を行い，またSNSによる全国共通のアカウントの
開設を進めるための費用を計上した。  
　このほか，「社会保障審議会児童部会」の下に設置
されている「児童虐待等要保護事例の検証に関する
専門委員会」においては，児童虐待による死亡事例 ポスター「児童虐待防止の推進」
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等について，分析，検証し，事例から明らかになった問題点・課題の具体的な対応策
について提言として取りまとめを行っており，令和２年９月には，「子ども虐待によ
る死亡事例等の検証結果等について（第16次報告）」を取りまとめた。  
　第16次報告においては，心中以外の虐待死（51例・54人）では，０歳児死亡が最も
多く（40.7％），うち月齢０か月児が31.8％を占めた。妊娠期・周産期における問題と
して「遺棄」，「予期しない妊娠／計画していない妊娠」，「妊婦健診未受診」が高い割
合を占めること等が特徴として見られた。

イ　文部科学省では，児童虐待防止法の規定による早期発見努力義務及び通告義務等に
ついて機会を捉えて周知徹底を図っているほか，関係機関との連携強化のための情報
共有や児童虐待防止に係る研修の実施などの積極的な対応等についても周知している。 
　また，平成31年２月の関係閣僚会議決定を受け，令和元年５月に学校・教育委員会
等が児童虐待の対応に留意すべき事項をまとめた「学校・教育委員会等向け虐待対応
の手引き」を作成し，公表するとともに，同年８月には，地域における児童虐待の未
然防止・早期発見の取組に資するよう，地域で活動する家庭教育支援や地域学校協働
活動等の関係者に向けて，「児童虐待への対応のポイント」を作成し，児童虐待への
対応に関して留意すべき事項等を周知した。令和２年１月には，児童虐待対応に関す
る具体的な事例を想定した「学校現場における虐待防止に関する研修教材」を作成し，
積極的な活用について周知した。さらに，同年11月の「児童虐待防止推進月間」に合
わせて，全国の家庭・学校・地域の関係者に向けて，文部科学大臣メッセージ「児童
虐待の根絶に向けて～地域全体で子供たちを見守り育てるために～」を発信するなど，
児童虐待の防止に向けた周知・啓発を行った。  
　このほか，児童生徒が適切な相談を受けることができるよう，スクールソーシャル
ワーカーやスクールカウンセラーの活用等，教育相談体制の整備を支援している。ま
た，児童虐待の未然防止や早期対応のため，家庭教育支援チーム等による保護者への
相談対応や保護者と地域とのつながりづくりの推進にも取り組んでいる。

ウ　警察では，児童虐待について，累次の関係閣僚会議及び令和元年６月に成立した児
童福祉法等一部改正法を踏まえ，児童虐待が疑われる事案の情報を全て児童相談所に
通告し，又は情報提供を行うなど，児童相談所との連携の強化を推進するとともに，
子どもの安全確認ができない場合の児童相談所からの援助要請への確実な対応等を推
進している。また，各警察本部の児童虐待担当部署に，児童相談所等関係機関との連
携等を目的として児童虐待対策官を設置し，児童虐待への対応力の一層の強化を図っ
ている。

エ　法務省では，「児童虐待とたたかう法務省プロジェクトチーム」を設置して検討を
進め，令和２年２月に取りまとめた「法務省児童虐待防止対策強化プラン」に基づき，
各地の法務省関係機関が有する資源・ノウハウを児童相談所等の求めに応じて提供す
るなど，関係機関と連携して児童虐待防止対策に取り組んでおり，法務局・地方法務
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局においては，職員や人権擁護委員による人権教室や「子どもの人権SOSミニレター」
等による人権相談を実施している。

⑻　子どもの性被害に係る対策
いわゆる児童ポルノ等，子どもの性被害に係る対策については，平成26年６月，「児

童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」（平成11年法
律第52号）が一部改正され，法律名が「児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び
処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改められ，自己の性的好奇心を満たす目的で
児童ポルノ又はその電磁的記録を所持，保管する行為や，ひそかに児童の姿態を描写す
ることにより児童ポルノを製造する行為を処罰する罰則が新設された。同改正法は，平
成26年７月に施行され，自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰
する規定については，平成27年７月から適用されている。

警察では，低年齢児童を狙ったグループ等に対する取締りを強化するとともに，児童
の被害の継続・拡大を防ぐため，流通・閲覧防止対策や被害児童の早期発見及び支援に
向けた取組等を推進している。

また，警察庁ホームページにおいて，「なくそう、子供の性被害。」と題して，児童ポ
ルノ事犯の検挙・被害状況，被害防止対策，児童ポルノ被害の深刻さ等について掲載し，
国民意識の向上を図っている。

⑼　条約の周知
外務省では，平成６年に締結した児童の権利条約と併せ，武力紛争における児童の関

与に関する児童の権利条約の選択議定書及び児童の売買，児童買春及び児童ポルノに関
する児童の権利条約の選択議定書の実施に，内閣府を始めとする関係府省庁と協力して
努めており，条文その他の情報を外務省ホームページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/jido/index.html）に掲載し，その内容の周知に努めている。

平成31年１月，ジュネーブにおいて，我が国が児童の権利条約に基づき平成29年６月
に国連に提出した第４回・第５回政府報告に関し，児童の権利委員会による審査が行わ
れ，我が国の代表団は同条約の実施に関する政府の立場や取組について説明した。

文部科学省では，平成22年度から毎年開催する人権教育担当指導主事連絡協議会等に
おいて，同条約等の周知を図っている。

⑽　子どもの人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，①専用相談電話「子どもの人権110番」（フリーダイヤル

0120-007-110（全国共通））を設置し，子どもが相談しやすい体制を取っている。取り分
け，令和２年８月28日から９月３日までの１週間を「全国一斉『子どもの人権110番』
強化週間」とし，平日の相談受付時間を延長するとともに，土曜日・日曜日も開設した。
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また，②法務省ホームページ上に「インターネット人権相談受付窓口（SOS-eメール）」
（https://www.jinken.go.jp/）を開設するとともに，③「子どもの人権SOSミニレター」
（便箋兼封筒）を全国の小・中学校の児童生徒に配布している。さらに，令和元年度以降，
若年層の利用が多いSNSを活用した人権相談体制の整備を進め，子どもたちがより相談
しやすいよう様々な手段を用意し，子どもの人権侵害事案の早期発見に努めている。

そして，人権相談等を通じて，いじめや体罰，児童虐待，児童買春，児童ポルノによ
る被害など，人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には，人権侵犯事件として調査
を行い，事案に応じた適切な措置を講じている。

特に，児童虐待については，子どもの人権SOSミニレターを始めとする人権相談等を，
対象者本人のみならず，その兄弟姉妹等の近親者に対する児童虐待等を発見するための
手段として活用し，虐待の疑われる事案を認知した場合には，児童相談所等への情報提
供や被害者との面談を早期に行うことにより，被害者の速やかな保護，被害者の家庭環
境の改善，見守り体制の構築を図るなどして，虐待を受けた子どもの人権救済を図って
いる。

なお，「子どもの人権SOSミニレター」等を端緒に人権侵犯事件として立件し，救済
措置を講じた具体例については，参考資料３　令和２年における「人権侵犯事件」の状
況について（概要）（資-26 ～ 46頁）のとおりである。

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

子どもの人権110番相談件数 23,317 22,122 21,351 21,130 15,603

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

子どもの人権SOSミニレター
相談件数 16,845 16,005 14,410 15,594 10,704

（法務省人権擁護局の資料による）
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んなが思いやりの心を持てば守られるものだよ。でも、言葉や暴力で傷つけられたり、仲間外れにさ
れたりするのは、人権が守られていないということ。そんなときは、このミニレターを使ってね。

じん けん も たい せつ

こころ も まも

じん けん つかまも

ぼう りょく きず はずこと　ば なか　ま

ひ と

おも

しあわ い うけん　り

東京法務局・東京都人権擁護委員連合会
とう きょう とう じん けん よう ご い いん れん ごう かいきょう とほう む きょく

東京

東京法務局・東京都人権擁護委員連合会
とう きょう とう じん けん よう ご い いん れん ごう かいきょう とほう む きょく

2020　子どもの人権SOSミニレター　小学生版　表面

子どもの人権SOSミニレター（小学生向け）ポスター「子どもの人権110番強化週間」
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３　高齢者

我が国は，平均寿命の大幅な伸びや少子化等を背景として，人口の４人に１人が65歳以
上の者となっている。

このような中，介護者による身体的・心理的虐待や，高齢者の家族等による本人の財産
の無断処分等の経済的虐待といった高齢者の人権問題が大きな社会問題となっている。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　 高齢者についての理解を深め，高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目指した啓
発活動
法務省の人権擁護機関では，「高齢者の人権を守ろう」を強調事項の一つとして掲げ，

講演会等の開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。
また，高齢者虐待防止等をテーマとした啓発動画「虐待防止シリーズ　高齢者虐待」

を，法務局・地方法務局において貸し出しているほか，YouTube法務省チャンネルで
配信している。

さらに，腹話術師のいっこく堂氏によるスポット映像「高齢者を大切にしよう」を
YouTube法務省チャンネルで配信している。

⑵　高齢者福祉に関する普及・啓発
厚生労働省では，令和２年９月15日の「老人の日」から21日までの１週間を「老人週

間」と定め，「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに，老
人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」という趣旨にふさわしい行事が実施さ
れるよう，関係団体等に対する支援，協力，奨励等を都道府県等に依頼した。また，内
閣府，消防庁，全国社会福祉協議会等の主唱12団体は，「みんなで築こう安心と活力あ
る健康長寿社会」を標語とする「令和２年『老人の日・
老人週間』キャンペーン要綱」を定め，その取組を支
援した。

また，令和元年６月に認知症施策推進関係閣僚会議
で取りまとめた「認知症施策推進大綱」に基づき，認
知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会
を目指し，認知症の人や家族の視点を重視しながら，「共
生」と「予防」を車の両輪とした施策を推進している。

令和２年度は，世界アルツハイマー月間（９月）の
機会を捉えた普及啓発の取組を都道府県等に依頼し，
全国で1,700件以上のイベントが開催された。また，経
済団体，当事者団体，関係省庁等からなる日本認知症 ポスター「老人の日・老人週間」
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官民協議会で認知症の人への接遇ガイドラインを作成し，普及啓発に取り組んだ。

⑶　学校教育における高齢者・福祉に関する教育の推進
学校教育においては，学習指導要領に基づき，児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に

対する理解を深めるため，ボランティア活動や高齢者との交流等の体験活動の充実が図
られている。

⑷　高齢者の学習機会の充実
平成30年に策定された「高齢社会対策大綱」においては，高齢者を含めた全ての人々

が生涯にわたって学習活動を行うことができるよう，学校や社会における多様な学習機
会の提供を図り，その成果の適切な評価の促進や地域活動の場での活用を図ることとし
ており，社会教育施設等においては，高齢者等を対象とした学習機会の提供が行われて
いる。

また，文部科学省では，高齢者が生涯学習を通じて地域づくりに主体的に参画するこ
とを促進するため，行政や各種団体等で社会教育に携わる者を対象に，学びを通じた社
会参画の実践による社会的孤立の予防・解消を図る方策を共有した。

⑸　ボランティア活動等，高齢者の社会参加の促進と世代間交流の機会の充実
内閣府では，高齢者の社会参加や世代間交流を促進するため，令和３年１月に東京都

において，「高齢社会フォーラム」をオンラインで開催した。
また，年齢に捉われず，自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る

高齢者（エイジレス・ライフ実践者）や社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団
体等を毎年広く紹介しており，令和２年度は，個人46人及び45団体を選考し，内閣府ホー
ムページ等を通じて，社会参加活動等の事例を広く国民に紹介する事業を実施した。

⑹　高齢者の雇用・多様な就業機会確保のための啓発活動
厚生労働省では，求人の募集・採用に当たっては，年齢ではなく求職者一人一人の経

験や適性，能力等を判断するべきであるとの趣旨から，現在，「労働施策の総合的な推
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和41年法律第132
号。以下「労働施策総合推進法」という。）により，ハローワークを始め，求人広告，
民間の職業紹介会社，インターネット等，全ての求人募集において，厚生労働省令が定
める例外事由に該当する場合を除いては，求人の年齢制限を原則禁止し，年齢に関わり
なく応募の機会が開かれるよう努めている。

また，60歳以上の高齢者に限定して募集採用する場合には，厚生労働省令が定める例
外事由として，年齢制限をすることを許容し，高齢者の雇用を促進することとしている。
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⑺　高齢者の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局において人権相談に応

じており，全国共通人権相談ダイヤル「みんなの人権110番」（ナビダイヤル0570-003-
110（全国共通））を設置している。また，高齢者に接する機会が多い社会福祉事業従事
者等に対し，人権相談を広報するためのリーフレットを配布したほか，老人福祉施設等
の社会福祉施設において，入所者及びその家族が気軽に相談することができるよう，特
設の人権相談所を開設するなどして，相談体制の一層の強化を図っている。人権相談等
を通じて，高齢者に対する虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は，人権
侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

高齢者に対する暴行・虐待 437 363 319 251 185

高齢者福祉施設における人権侵犯 57 40 42 31 23
（法務省人権擁護局の資料による）
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４　障害のある人

障害のある人を含む全ての人々にとって住みよい平等な社会づくりを進めていくために
は，国や地方公共団体が障害のある人に対する各種施策を実施していくだけでなく，社会
の全ての人々が障害のある人について十分に理解し，必要な配慮をしていくことが求めら
れている。

我が国では，全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため，平成30年３月に閣議決定した「障害
者基本計画（第４次）」に基づき，障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施
策の総合的かつ計画的な推進を図っている。

平成28年４月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成25年法律
第65号。以下「障害者差別解消法」という。）が施行され，各行政機関等や事業者において，
不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を始めとする障害を理由とする差別の解消
に向けた取組が行われている。令和３年３月には，事業者による合理的配慮の提供につい
て現行の努力義務から義務へと改めること等を内容とする障害者差別解消法改正案を国会
に提出した。

平成29年２月，東京2020大会を契機として全国のユニバーサルデザインの取組を推進し
ていくため，様々な障害者団体等の参画を得て，ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議
を開催し，「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を決定した。同行動計画では，障害者
の権利に関する条約（平成26年条約第１号。以下「障害者権利条約」という。）の理念を
踏まえ，全ての人々が，障害のある人に対する差別を行わないようにすることを徹底する
と定めている。この行動計画を基に，関係省庁等が共生社会の実現に向けた諸政策を推進
する中，平成30年12月，第３回関係閣僚会議を開催し，レガシーとしての共生社会の実現
に向け，施策の更なる進展を図り，取組を加速化することを確認した。また，障害のある
人の視点を施策に反映させる枠組みとして，構成員の過半を障害のある人又はその支援団
体が占める「ユニバーサルデザイン2020評価会議」を設置し，令和２年度末までに４回開
催した。

また，平成30年12月には，ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的
に推進することを目的とした「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体
的な推進に関する法律」（平成30年法律第100号）が公布・施行され，同法に基づき，平成
31年１月，関係行政機関相互の調整を行うための「ユニバーサル社会推進会議」を開催し
た。令和元年８月には，同法に基づき，政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸
施策の実施状況を取りまとめ，初めて公表した。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。
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⑴　共生社会を実現するための啓発・広報等
障害の有無にかかわらず，国民の誰もが相互に人

格と個性を尊重し，支え合う「共生社会」の理念の
普及を図るため，障害者基本法（昭和45年法律第84号）
では，毎年12月３日から９日までの期間を「障害者
週間」と定めており，この期間を中心に，国，地方
公共団体が民間団体等と連携し，全国各地で様々な
行事や取組を集中的に開催している。

内閣府では，障害者週間の実施に当たり，多様な
媒体による広報・周知を行ったほか，障害者週間の
取組の一環として，全国から募集した「心の輪を広
げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の最
優秀賞作品に対する内閣総理大臣表彰の実施や，障
害者関係団体等による障害又は障害のある人をテーマとするセミナーの開催など，障害
者週間を契機とした国民意識の向上に向けた取組を行った（詳細は，「障害者白書」に
記載）。

⑵　障害を理由とする偏見・差別の解消を目指した啓発活動
ア　法務省の人権擁護機関では，「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を強調事

項の一つとして掲げ，講演会等の開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施
している。  
　啓発冊子「いっしょに学ぼう！障害のある人の人権～パラリンピックへ向けて～」

（改訂版）や「障害のある人と人権～誰もが住みよい社会をつくるために～」と題し
た啓発冊子及び啓発動画を作成し，各種人権啓発活動で活用している。また，障害の
ある人の人権問題を含めた職場における各種人権問題について解説した啓発冊子「企
業と人権～職場からつくる人権尊重社会～」を法務局・地方法務局で配布するととも
に，同内容を分かりやすく解説した啓発動画の貸し出しやYouTube法務省チャンネ
ルでの配信等を行っている。  
　さらに，経済３団体（日本経済団体連合会，経済同友会及び日本商工会議所）を中
心に設立された「オリンピック・パラリンピック等経済界協議会」や社会福祉協議会
などと連携し，車椅子体験，パラリンピアンによる講話，障害者スポーツ体験（ボッ
チャ，車椅子バスケットボール等）などと，障害のある人の人権や「心のバリアフリー」
について人権擁護委員が講話をする人権教室とを組み合わせた人権啓発活動を全国各
地で実施した。  
　加えて，啓発冊子「人権の擁護」を始めとする各種啓発資料に音声コードを導入し，
視覚障害のある人が利用することができるよう工夫を施している。

12 「障害者週間」3月 日～9日は

内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/index.html

障害のある人とない人がお互いに尊重し
支え合う「共生社会」の実現を目指して
障害のある人とない人がお互いに尊重し

令和2年度「障害者週間のポスター」　小学生区分　最優秀賞（内閣総理大臣賞）
名古屋市　名古屋市立野立小学校5年　小笠原 七海さんの作品「夢の演奏会」

ポスター「障害者週間」
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イ　厚生労働省では，「身体障害者補助犬法」（平成14年法律第49号）の趣旨及び補助犬
の役割等についての一層の周知を目的として，ポスター，パンフレット，ステッカー
等の作成・配布や，ホームページの開設を行っている（https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html）。
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障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

法
ほう

』で義
ぎ

務
む

づけられています。

くわしくはホームページへ ほじょ犬 検索

ポスター
「キミと出会ってから

『ありがとう』がふえた」

パンフレット「ほじょ犬　もっと知ってBOOK」

ユーザーは、獣
じゅう

医
い

師
し

の指
し

導
どう

を受
う

けながら、ほじょ犬
けん

の体
たい

調
ちょう

や衛
えい

生
せい

・行
こう

動
どう

の管
かん

理
り

をしっかり行
おこな

い、健
けん

康
こう

と清
せい

潔
けつ

を保
たも

ってい
ます。ほじょ犬

けん

には、食
た

べ物
もの

や水
みず

等
とう

を与
あた

えないようにしま
しょう。

ほじょ犬
けん

は「身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

法
ほう

」に基
もと

づき訓
くん

練
れん

・認
にん

定
てい

されて
います。ユーザーは衛

えい

生
せい

・行
こう

動
どう

管
かん

理
り

に責
せき

任
にん

を持
も

って社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

しています。受
う

け入
い

れる施
し

設
せつ

側
がわ

には、法
ほう

律
りつ

に基
もと

づき、ほじょ
犬
けん

の同
どう

伴
はん

を受
う

け入
い

れる義
ぎ

務
む

があります。

ユーザーはほじょ犬
けん

とともにさまざまな交
こう

通
つう

機
き

関
かん

や公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

を利
り

用
よう

します。ほじょ犬
けん

はユーザーの指
し

示
じ

がとても大
たい

切
せつ

なので、ほじょ犬
けん

に対
たい

して、話
はな

しかける、じっと見
み

つめる、
触
さわ

る等
とう

の気
き

を引
ひ

く行
こう

為
い

は避
さ

けましょう。

 食
た

べ物
もの

を与
あた

えないようにしましょう。
 気
き

を引
ひ

く行
こう

為
い

は避
さ

けましょう。
 温
あたた

かく見
み

守
まも

りましょう。

ほじょ犬
け ん

への接
せ っ

し方
か た

健
け ん

康
こ う

と清
せ い

潔
け つ

目的／良質な補助犬を育成して、障害のある方の自立と社会参加の促進に寄
与することを目的とした法律です。（法第1条）
定義／補助犬は、認定を受けた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類の総称です。
（法第2条）
訓練・認定／定められた訓練施設において、障害のある方の状況に応じた訓
練を行い、良質な補助犬を育成し、指定された法人により「認定」を受けていま
す。（法第3、16条）

施設等の利用／不特定多数の人が利用する施設等では、使用者が補助犬を同
伴することを拒むことはできません。（法第7、8、9条）

食
しょく

事
じ

・飲
いん

水
すい

の時
じ

刻
こく

と量
りょう

を決
き

め
ることで、排

はい

泄
せつ

の時
じ

刻
こく

や健
けん

康
こう

を管
かん

理
り

しています。

決
き

められた
食
しょく

事
じ

と水
み ず

の量
りょう

ほじょ犬
けん

の体
たい

調
ちょう

に合
あ

わせて、
指
し

示
じ

した場
ば

所
しょ

で排
はい

泄
せつ

をするよ
うにマナーを守

まも

っています。

一
い っ

定
て い

の生
せ い

活
か つ

リズム
に合

あ

わせた排
は い

泄
せ つ

衛
えい

生
せい

を確
かく

保
ほ

するため、健
けん

康
こう

診
しん

断
だん

は年
ねん

に2回
かい

以
い

上
じょう

、検
けん

便
べん

や血
けつ

液
えき

学
がく

的
てき

検
けん

査
さ

は年
ねん

に1回
かい

以
い

上
じょう

実
じっ

施
し

。「身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

健
けん

康
こう

管
かん

理
り

記
き

録
ろく

」をつけています。

定
て い

期
き

的
て き

な
予
よ

防
ぼ う

接
せ っ

種
し ゅ

と検
け ん

診
し ん

検
け ん

診
し ん

トイレ

毎
まい

日
にち

のブラッシングと、定
てい

期
き

的
てき

なシャンプーを行
おこな

い、清
せい

潔
けつ

を保
たも

っています。ときに、洋
よう

服
ふく

やケープを着
き

せ、抜
ぬ

け毛
げ

を
防
ぼう

止
し

しています。

ブラッシングと
シャンプー

ブラッシング

身
し ん

体
た い

障
しょう

害
が い

者
し ゃ

補
ほ

助
じ ょ

犬
け ん

法
ほ う

解
か い

説
せ つ

障
しょう

害
が い

を理
り

由
ゆ う

とする差
さ

別
べ つ

の解
か い

消
しょう

を推
す い

進
し ん

● 「不当な差別的取扱い」とは
障害があるということだけで、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限し
たり、条件を付けたりするような行為は禁止されています。
● 「合理的配慮」とは
障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担にな
りすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮。
詳しくは内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成
25年法律第65号）」をご参照ください。

障
しょう
害
がい
者
しゃ
差
さ
別
べつ
解
かい
消
しょう
法
ほう
について

食
しょく

事
じ

導
どう

線
せん

を確
かく

保
ほ

し、大
おと

人
な

しくテーブル
の下

した

や椅
い

子
す

の側
そば

などで待
たい

機
き

します。

商
しょう

業
ぎょう

施
し

設
せ つ

・飲
い ん

食
しょく

店
て ん

・
病
びょう

院
い ん

・ホテル

公
こ う

共
きょう

施
し

設
せ つ

シートなどを汚
よご

さないように足
あし

も
とでしずかに待

たい

機
き

します。

電
で ん

車
し ゃ

・バス・タクシー

交
こ う

通
つ う

機
き

関
か ん

使用者／補助犬を同伴して施設等を利用するときは、補助犬である旨を表示
しています。また、使用者は自ら補助犬の行動を適切に管理し、補助犬の体を
清潔に保っています。（法第12、13、22条）

ほじょ
犬
けん
のいろは
1

移
い

動
ど う

と施
し

設
せ つ

利
り

用
よ う

ほじょ
犬
けん
のいろは
221

補
ほ

助
じ ょ

犬
け ん

法
ほ う

ほじょ
犬
けん
のいろは
33

目
め

や耳
みみ

、手
て

足
あし

に障
しょう

害
がい

のある方
かた

をサポートする「ほじょ犬
けん

」は、
社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

に欠
か

かせない大
たい

切
せつ

なパートナーです。
障
しょう

害
がい

のある方
かた

が日
ひ

々
び

の暮
く

らしをよりよく過
す

ごせるような
社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

を目
め

指
ざ

しています。皆
みな

様
さま

のご支
し

援
えん

と
ご協

きょう

力
りょく

のほどどうぞよろしくお願
ねが

いします。

障
し ょ う

害
が い

のある方
か た

の
社
し ゃ

会
か い

参
さ ん

加
か

を広
ひ ろ

げるために！

2020年
ねん
版
ばん

困
こ ま

っている様
よ う

子
す

を
見
み

かけた際
さ い

は……

皆
み な

さまへお願
ね が

い

お問
と

い合
あ

わせ

ほじょ犬
けん

の同
どう

伴
はん

や使
し

用
よう

に関
かん

する苦
く

情
じょう

相
そう

談
だん

・お問
と

い合
あ

わせ先
さき

各都道府県・政令指定都市・中核市の障害福祉担当課
 厚生労働省ホームページ� �
身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

（関
かん

係
けい

法
ほう

令
れい

やガイドライン等
とう

）

ほじょ犬
けん

は、目
め

や耳
みみ

、手
て

足
あし

に障
しょう

害
がい

のある方
かた

をサポートする
「盲

もう

導
どう

犬
けん

」「介
かい

助
じょ

犬
けん

」「聴
ちょう

導
どう

犬
けん

」のこと。障
しょう

害
がい

のある方
かた

が自
じ

立
りつ

と
社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

をするための大
たい

切
せつ

なパートナーです。
身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

法
ほう

に基
もと

づき、必
ひつ

要
よう

な訓
くん

練
れん

を受
う

けています。
また、ユーザーはほじょ犬

けん

の衛
えい

生
せい

・行
こう

動
どう

管
かん

理
り

を
しっかり行

おこな

っているので、社
しゃ

会
かい

のマナーを守
まも

り清
せい

潔
けつ

にしています。

ユーザーがほじょ犬
けん

を同
どう

伴
はん

して施
し

設
せつ

等
とう

を利
り

用
よう

する際
さい

には、
いつでもほじょ犬

けん

であることを示
しめ

せるように、
犬
けん

種
しゅ

、認
にん

定
てい

番
ばん

号
ごう

、認
にん

定
てい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

等
とう

を表
ひょう

示
じ

しています。

ほじょ犬
け ん

とは…

活
か つ

躍
や く

する
ほじょ犬

け ん

のご紹
し ょ う

介
か い

！

障
しょう害

がいのある方
かたの

日
にち常

じょう生
せい活

かつを

サポート

落
お
とした

ものを拾
ひろ

う！

危
き

険
けん

を
知
し

らせる！

曲
ま
がり角

かど

を

教
おし

える！

見
み

えない、見
み

えにくい人
ひと

が安
あん

全
ぜん

に歩
ある

け
るようにサポートします。障

しょう

害
がい

物
ぶつ

を避
さ

けたり、立
た

ち止
ど

まって曲
まが

がり角
かど

や段
だん

差
さ

を教
おし

えたりします。ハーネス（胴
どう

輪
わ

）を
つけていて、"盲

もう

導
どう

犬
けん

"と表
ひょう

示
じ

しています。

盲
も う

導
ど う

犬
け ん

1

手
て

や足
あし

に障
しょう

害
がい

のある人
ひと

の日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

動
どう

作
さ

をサポートします。物
もの

を拾
ひろ

って渡
わた

し
たり、指

し

示
じ

したものを持
も

ってきたり、
脱
だつ

衣
い

の介
かい

助
じょ

などを行います。"介
かい

助
じょ

犬
けん

"
と表

ひょう

示
じ

しています。

介
か い

助
じ ょ

犬
け ん

22

聞
き

こえない、聞
き

こえにくい人
ひと

に必
ひつ

要
よう

な
生
せい

活
かつ

音
おん

を知
し

らせます。玄
げん

関
かん

チャイム音
おん

、
メールやF

ふぁっくす

AX等
とう

着
ちゃく

信
しん

音
おん

、赤
あか

ちゃんの泣
な

き声
ごえ

、車
くるま

のクラクション等
とう

を聞
き

き分
わ

け
教
おし

えます。"聴
ちょう

導
どう

犬
けん

"と表
ひょう

示
じ

しています。

聴
ち ょ う

導
ど う

犬
け ん

3

1

3

ほじょ犬
けん

を同
どう

伴
はん

していても、みなさまのサポートを必
ひつ

要
よう

とする場
ば

面
めん

があります。もし困
こま

っている様
よう

子
す

を見
み

かけたら、「何
なに

かお手
て

伝
つだ

いし
ましょうか？」などのお声

こえ

がけや筆
ひつ

談
だん

で、コミュニケーションをとっ
てください。

何
な に

か
お気

き

づきの際
さ い

は……

ほじょ犬
けん

が通
つう

路
ろ

をふさぐ等
とう

の状
じょう

況
きょう

をユーザーが気
き

付
づ

いていない場
ば

合
あい

もあります。何
なに

かお気
き

づきの際
さい

には、ユーザーに伝
つた

えてください。

もっと知
し

ってほじょ犬
けん

［txt形
けい

式
しき

］

もっと知
し

って
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ほじょ犬
け ん

受
う

け入
い

れにご理
り

解
か い

を！ 衛
え い

生
せ い

面
め ん

や行
こ う

動
ど う

の管
か ん

理
り

も万
ば ん

全
ぜ ん

です 院
い ん

内
な い

での受
う

け入
い

れについて 受
う

け入
い

れ体
た い

制
せ い

づくりのヒント

　ほじょ犬
けん

（盲
もう

導
どう

犬
けん

・介
かい

助
じょ

犬
けん

・聴
ちょう

導
どう

犬
けん

）は、「身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

法
ほう

」に
基
もと

づいて認
にん

定
てい

されており、障
しょう

害
がい

のある方
かた

とともに社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

することが
認
みと

められています。
　ほじょ犬

けん

の同
どう

伴
はん

は、人
ひと

が立
た

ち入
い

ることのできるさまざまな場
ば

所
しょ

で受
う

け入
い

れるよう義
ぎ

務
む

づけられており、病
びょう

院
いん

・診
しん

療
りょう

所
じょ

・クリニックなどの
すべての医

い

療
りょう

機
き

関
かん

も例
れい

外
がい

ではありません。
　ほじょ犬

けん

は、障
しょう

害
がい

のある方
かた

のパートナーであり、ペットではありま
せん。「犬

いぬ

だから」という理
り

由
ゆう

で受
う

け入
い

れを拒
きょ

否
ひ

しないでください。

医
い

療
りょう

機
き

関
か ん

にも
受
う

け入
い

れ義
ぎ

務
む

があります！

犬
いぬ

は不
ふ

衛
えい

生
せい

だから困
こま

る？

　病
びょう

院
いん

内
ない

での受
う

け入
い

れ範
はん

囲
い

は、病
びょう

院
いん

の構
こう

造
ぞう

、他
ほか

の来
らい

院
いん

患
かん

者
じゃ

の病
びょう

態
たい

や特
とく

性
せい

などによって画
かく

一
いつ

的
てき

に決
き

められるものではないと思
おも

われますが、原
げん

則
そく

として、他
ほか

の患
かん

者
じゃ

や利
り

用
よう

者
しゃ

と同
どう

様
よう

に、待
まち

合
あい

室
しつ

、検
けん

査
さ

室
しつ

、診
しん

察
さつ

室
しつ

、病
びょう

室
しつ

などに受
う

け入
い

れることを前
ぜん

提
てい

として考
かんが

えてください。
　また、受

う

け入
い

れられない区
く

域
いき

を設
もう

ける場
ば

合
あい

は、ほじょ犬
けん

ユーザーが分
わ

かるよう、ていねいに説
せつ

明
めい

してください。

●�受
う

け入
い

れ体
たい

制
せい

を徹
てっ

底
てい

するために、研
けん

修
しゅう

などを実
じっ

施
し

して全ての職
しょく

員
いん

に
周
しゅう

知
ち

してください。
●�ホームページや病

びょう

院
いん

案
あん

内
ない

、掲
けい

示
じ

板
ばん

などで情
じょう

報
ほう

を公
こう

開
かい

することで、ユー
ザーは受

じゅ

診
しん

などに向
む

けて事
じ

前
ぜん

に確
かく

認
にん

して準
じゅん

備
び

することができます。
●�施

し

設
せつ

出
で

入
いり

口
ぐち

にほじょ犬
けん

のステッカーや掲
けい

示
じ

板
ばん

に啓
けい

発
はつ

ポスターを掲
けい

示
じ

するなど、日
ひ

頃
ごろ

より病
びょう

院
いん

の方
ほう

針
しん

を表
ひょう

明
めい

す
ることにより、他

ほか

の来
らい

院
いん

者
しゃ

のほじょ犬
けん

に
対
たい

する理
り

解
かい

を得
え

られます。

　ほじょ犬
けん

の衛
えい

生
せい

管
かん

理
り

と健
けん

康
こう

管
かん

理
り

はユーザーの義
ぎ

務
む

です。特
とく

別
べつ

な訓
くん

練
れん

を
受
う

けているので、社
しゃ

会
かい

のマナーも守
まも

り、迷
めい

惑
わく

をかけることはありません。

●�ほじょ犬
けん

は、ユーザーが指
し

示
じ

した時
とき

に、指
し

示
じ

した場
ば

所
しょ

でしか排
はい

泄
せつ

し
ないように訓

くん

練
れん

されています。
●�ユーザーは、ブラッシングやシャンプーなどで、ほじょ犬

けん

の体
からだ

を清
せい

潔
けつ

に保
たも

ち、予
よ

防
ぼう

接
せっ

種
しゅ

や検
けん

診
しん

を受
う

けさせるよう努
つと

めています。
●�ほじょ犬

けん

には表
ひょう

示
じ

をつけることが義
ぎ

務
む

づけられているので、ペットと違
ちが

うこ
とが一

ひと

目
め

でわかります。ユーザーも、
認
にん

定
てい

証
しょう

（使
し

用
よう

者
しゃ

証
しょう

）とほじょ犬
けん

の健
けん

康
こう

管
かん

理
り

手
て

帳
ちょう

を携
けい

帯
たい

しています。

『身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

ユーザーの受
う

け入
い

れを円
えん

滑
かつ

にするために
　〜医

い

療
りょう

機
き

関
かん

に考
こう

慮
りょ

していただきたいこと〜』

他
ほか

の患
かん

者
じゃ

さんに迷
めい

惑
わく

!?

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000177003.pdf

受
う

け入
い

れのポイントを
まとめました！

障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

法
ほう＊が施

し

行
こう

されました。
平成 28 年 4 月、「 障

しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

の推
すい

進
しん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」が施
し

行
こう

 
されました。
◎「不

ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いの禁
きん

止
し

」とは
　�障

しょう

害
がい

があるということだけで、正
せい

当
とう

な理
り

由
ゆう

なく、サービスの提
てい

供
きょう

を拒
きょ

否
ひ

したり、�
制
せい

限
げん

したり、条
じょう

件
けん

を付
つ

けたりするような行
こう

為
い

は禁
きん

止
し

されています。
◎「合

ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

」とは
　�障

しょう

害
がい

のある方
かた

などから何
なん

らかの配
はい

慮
りょ

を求
もと

める意
い

思
し

の表
ひょう

明
めい

があった場
ば

合
あい

には、負
ふ

担
たん

になりすぎない範
はん

囲
い

で、社
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
へき

を取
と

り除
のぞ

くために必
ひつ

要
よう

で合
ごう

理
り

的
てき

な配
はい

慮
りょ

。
　上

じょう

記
き

の具
ぐ

体
たい

的
てき

な内
ない

容
よう

は、基
き

本
ほん

方
ほう

針
しん

や対
たい

応
おう

要
よう

領
りょう

、対
たい

応
おう

指
し

針
しん

で示
しめ

しています。
＊「�障

しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

の推
すい

進
しん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

�（平
へい

成
せい

25年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

65号
ごう

）」
����https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

告
こく

知
ち

ポスターイメージ

当院では
補助犬を受け入れています！

ご理解とご協力をお願いします
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○医院

お問
と

い合
あ

わせ

ほじょ犬
けん

の同
どう

伴
はん

や使
し

用
よう

に関
かん

する苦
く

情
じょう

相
そう

談
だん

・お問
と

い合
あ

わせ先
さき

各都道府県・政令指定都市・中核市の障害福祉担当課
身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

ホームページ（関
かん

係
けい

法
ほう

令
れい

やガイドライン等
とう

）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html

ほじょ犬
け ん

＆ユーザーへの対
た い

応
お う

こうして受
う

け入
い

れています 【1】
横
よこ

浜
はま

市
し

立
りつ

大
だい

学
がく

附
ふ

属
ぞく

市
し

民
みん

総
そう

合
ごう

医
い

療
りょう

センター

　以
い

前
ぜん

、通
つう

院
いん

中
ちゅう

だった肢
し

体
たい

不
ふ

自
じ

由
ゆう

者
しゃ

の患
かん

者
じゃ

さんが介
かい

助
じょ

犬
けん

を利
り

用
よう

されるこ
とになりました。それにあたって、「身

しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

法
ほう

」に関
かん

する情
じょう

報
ほう

機
き

関
かん

に相
そう

談
だん

しながら、『院
いん

内
ない

受
う

け入
い

れマニュアル』を作
さく

成
せい

。さらに、
講
こう

師
し

（医
い

師
し

）によるスタッフ向
む

けセミナーを開
かい

催
さい

しました。
　受

う

け入
い

れ準
じゅん

備
び

のポイントは、①院
いん

内
ない

スタッフへの周
しゅう

知
ち

徹
てっ

底
てい

とマニュ
アル作

さく

成
せい

　②同
どう

伴
はん

可
か

能
のう

区
く

域
いき

と同
どう

伴
はん

不
ふ

可
か

区
く

域
いき

（レントゲン室
しつ

・ICUな
ど）をはっきりさせておくこと　③何

なに

か問
もん

題
だい

があった際
さい

の対
たい

応
おう

窓
まど

口
ぐち

を
明
めい

確
かく

に周
しゅう

知
ち

徹
てっ

底
てい

することです。
　当

とう

センターで、介
かい

助
じょ

犬
けん

同
どう

伴
はん

で使
し

用
よう

した場
ば

所
しょ

は、待
まち

合
あい

室
しつ

・内
ない

科
か

診
しん

察
さつ

室
しつ

・リハビリテーション室
しつ

・食
しょく

堂
どう

・売
ばい

店
てん

・入
にゅう

院
いん

個
こ

室
しつ

・入
にゅう

院
いん

病
びょう

棟
とう

面
めん

談
だん

室
しつ

などです。介
かい

助
じょ

犬
けん

同
どう

伴
はん

通
つう

院
いん

の大
おお

きなトラブルはありません。

こうして受
う

け入
い

れています 【2】
木
き

更
さら

津
づ

クリニック（透
とう

析
せき

医
い

療
りょう

機
き

関
かん

）

　かねてから通
つう

院
いん

中
ちゅう

だった患
かん

者
じゃ

さんから「盲
もう

導
どう

犬
けん

取
しゅ

得
とく

をしたいので、
同
どう

伴
はん

での通
つう

院
いん

許
きょ

可
か

のお願
ねが

い」がありました。まずは訓
くん

練
れん

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

から資
し

料
りょう

を取
と

り寄
よ

せ、訓
くん

練
れん

士
し

との面
めん

談
だん

を経
へ

て、通
つう

院
いん

同
どう

伴
はん

上
じょう

の問
もん

題
だい

はないと判
はん

断
だん

し、盲
もう

導
どう

犬
けん

取
しゅ

得
とく

のタイミングを組
く

み込
こ

んだ治
ち

療
りょう

スケジュールを作
さく

成
せい

しました。
　事

じ

前
ぜん

にスタッフと他
ほか

の患
かん

者
じゃ

さんにも説
せつ

明
めい

し、アレルギーがある方
かた

や
犬
いぬ

嫌
ぎら

いの方
かた

は申
もう

し出
で

てもらうようにしました。 他
ほか

の患
かん

者
じゃ

さんへの配
はい

慮
りょ

として一
いち

番
ばん

奥
おく

のベッドを指
し

定
てい

しましたが、それは犬
いぬ

が落
お

ち着
つ

ける環
かん

境
きょう

にもなったようです。

　気
き

をつけたことは動
どう

線
せん

の清
せい

掃
そう

の徹
てっ

底
てい

でしたが、特
とく

に汚
よご

れがひどくな
ることもなく、受

う

け入
い

れてみれば心
しん

配
ぱい

していたことはまったく問
もん

題
だい

に
なりませんでした。
　現

げん

在
ざい

は2代
だい

目
め

の盲
もう

導
どう

犬
けん

を同
どう

伴
はん

されていますが、1代
だい

目
め

同
どう

様
よう

、院
いん

内
ない

の
アイドル的

てき

存
そん

在
ざい

になっています。

ほじょ
犬
けん

ほじょ
犬
けん

●�ほじょ犬
けん

は、ユーザーの指
し

示
じ

に従
したが

い待
たい

機
き

することができるので、
特
とく

別
べつ

な設
せつ

備
び

は必
ひつ

要
よう

ありません。

●�仕
し

事
ごと

中
ちゅう

のほじょ犬
けん

には、話
はな

しかけたり、じっと見
み

つめたり、勝
かっ

手
て

に触
さわ

ったりして気
き

をひく行
こう

動
どう

をしないようにしましょう。

●�ほじょ犬
けん

が通
つう

路
ろ

をふさいだり、周
まわ

りのにおいを嗅
か

ぎ回
まわ

るなど、�
何
なに

か困
こま

った行
こう

動
どう

をしている場
ば

合
あい

は、そのことをほじょ犬
けん

ユーザ
ーにはっきり伝

つた

えてください。

●�ほじょ犬
けん

を同
どう

伴
はん

していても、ユーザーへの援
えん

助
じょ

が必
ひつ

要
よう

な場
ば

合
あい

が
あります。ほじょ犬

けん

ユーザーが困
こま

っている様
よう

子
す

を見
み

かけたら、声
こえ

をかけたり、筆
ひつ

談
だん

をしてコミュニケーションをとってください。

●�ほじょ犬
けん

の同
どう

伴
はん

について、他
ほか

の患
かん

者
じゃ

から苦
く

情
じょう

があった場
ば

合
あい

は、�
「身

しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

法
ほう

」で受
う

け入
い

れ義
ぎ

務
む

があること、ほじょ犬
けん

の
行
こう

動
どう

や健
けん

康
こう

の管
かん

理
り

はユーザーが責
せき

任
にん

をもって行
おこな

っていることを
説
せつ

明
めい

し、理
り

解
かい

を求
もと

めてください。

診
しん

察
さつ

室
しつ

では、じゃまにならないよう介
かい

助
じょ

犬
けん

は足
あし

もとで待
たい

機
き

。（附
ふ

属
ぞく

病
びょう

院
いん

）

外
がい

来
らい

の待
まち

合
あい

室
しつ

では、ほじょ犬
けん

の同
どう

伴
はん

に
ついて、モニターで情

じょう

報
ほう

発
はっ

信
しん

。（市
し

民
みん

総
そう

合
ごう

医
い

療
りょう

センター）

透
とう

析
せき

室
しつ

では、透
とう

析
せき

が終
お

わるまで盲
もう

導
どう

犬
けん

はベッドの横
よこ

でおとなしく待
たい

機
き

。

＊写真はすべてご本人の了解を得て掲載しています。

（診察風景撮影協力：横浜市立大学附属病院）

事
じ

例
れい

事
じ

例
れい

医
い
療
りょう
機
き
関
かん
向
む
け　もっと知

し

ってB
ブ ッ ク
ook［txt形

けい

式
しき

］
https://www.mhlw.go.jp/
content/000534166.txt

2019年
ね ん

版
ば ん

パンフレット「医療機関向け　ほじょ犬　もっと知ってBOOK」

⑶　精神障害者に対する偏見・差別の是正のための啓発活動
厚生労働省では，こころの健康や病気，支援サービスに関する総合サイトである「み

んなのメンタルヘルス」や若者を支えるメンタルヘルスサイトである「こころもメンテ
しよう」，地域住民等に対して精神保健福祉に関する知識の普及等を行う「精神保健福
祉普及運動」等を活用して，精神疾患についての正しい理解が広まるよう，情報発信を
行っている。

また，世界精神保健連盟（WFMH）が，平成４年（1992
年）より，メンタルヘルス問題に関する世間の意識を
高め，偏見をなくし，正しい知識を普及することを目
的として，10月10日を「世界メンタルヘルスデー」と
定めている。その後，世界保健機関（WHO）も協賛し，
正式な国際デー（国際記念日）とされている。厚生労
働省では，精神疾患やメンタルヘルスについて，国民
に関心を持ってもらうきっかけとして，令和元年から
世界メンタルヘルスデーに合わせて，精神障害者に対
する理解を深めるためのシンポジウムなどを開催して
おり，令和２年においては，シルバーリボン運動にち
なんだ東京タワーのシルバーライトアップなどのイベ

東京タワーのシルバーライトアップ
（令和２年10月10日／写真：厚生労働省）
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第
１
章

第
２
節　
人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

ントを実施した。

⑷　特別支援教育の充実及び障害のある人に対する理解を深める教育の推進
ア　障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に教育を受けられるように条

件整備を行うとともに，障害のある子どもの自立と社会参加を見据え，一人一人の教
育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることができるよう，特別支援学校，特別
支援学級，通級による指導，通常の学級による指導といった多様な学びの場を整備す
ることが大切であり，文部科学省では，以下のような取組を行っている。
①�　学習指導要領等改訂における特別支援教育の充実や特別支援教育に関わる教師の
資質向上のための事業の実施

②�　障害のある子どもの学校における日常生活上・学習活動上のサポートを行う「特
別支援教育支援員」の配置に関する地方財政措置や，私立学校が障害に応じた教育
を実施する上で必要とする設備を整備する経費の一部補助

③�　切れ目ない支援体制整備に向けた取組として，地方公共団体が，ⅰ特別な支援を
必要とする子どもへの就学前から学齢期，社会参加までの切れ目のない支援体制の
整備，ⅱ医療的ケアのための看護師や特別支援学校における自立活動等の充実を図
るための外部専門家の配置に要する経費の一部補助

④�　障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習を推進するため「交
流及び共同学習オンラインフォーラム」を実施

⑤�　小・中学校における障害に応じた特別の指導（通級による指導）を担当する教員
の定数について，平成29年度から基礎定数化し，また，平成30年３月に高校標準法
施行令を改正し，平成30年度から公立高等学校における障害に応じた特別の指導（通
級による指導）のための加配定数措置を可能とするなど，特別支援教育への対応の
ための教職員定数の改善

イ　障害者権利条約の批准や障害者差別解消法の施行等を踏まえ，誰もが，障害の有無
にかかわらず共に学び，生きる共生社会を実現することが重要である。文部科学省で
は，障害のある人が，一生涯を通じ，本人の希望する学習を主体的・継続的に行うこ
とができるようにするための環境整備と，障害の有無にかかわらず，共に学ぶ場づく
り，障害に関する理解促進に取り組んでいる。  
　平成30年度より「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」
として，学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な生涯学習プロ
グラムや実施体制等に関する実践研究，生涯を通じた共生社会の実現に関する調査研
究を行っており，研究成果を順次普及することとしている。令和２年度は，都道府県
を中心に大学や民間団体等と連携した地域コンソーシアム形成による地域連携体制を
構築し，地域における持続可能な学びの支援に関する実践研究を開始した。令和元年
度から，実践研究事業の成果の普及や，障害に関する理解の促進，支援者同士の学び
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合いによる学びの場の担い手の育成，障害のある人の学びの場の拡大を目指し，「共
に学び，生きる共生社会コンファレンス」を主催し，令和２年度は全国７ブロック（令
和元年度６ブロック）において，新型コロナウイルス感染予防対策を行いながら開催
した。  
　また，障害のある人の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体に
対し，その功績をたたえる文部科学大臣表彰として，令和２年度は73件（令和元年度
64件，平成30年度67件，平成29年度61件）の対象者を決定し，令和２年12月には表彰
式をオンライン開催し，例年実施している事例発表会については動画収録後，ウェブ
配信した。さらに，同年９月には，障害の有無にかかわらず共に学び，生きる共生社
会の実現に向けた啓発として，「超福祉の学校2020 ～障害をこえて共に学び，つくる
共生社会フォーラム～」を，特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所との共催で
東京都渋谷区にて開催した。  
　その他，社会教育と特別支援教育，障害者福祉等の各分野において障害のある人の
生涯学習推進を担う人材，及び各分野をつなぐ中核的人材の育成に向けて，「障害者
の生涯学習の推進を担う人材育成の在り方検討会」を設置し，検討を開始した。さら
に，特別支援学校高等部に在籍中の生徒や高等学校で通級を利用する生徒等が，学校
卒業後の生涯に渡る学びについて考えるための啓発リーフレット「わかりやすい版　
だれもがいつでも学べる社会へ～障害のある・なしに関係なく共に学べる生涯学習に
ついて～」を作成し，全国の特別支援学校等へ配布した。

⑸　発達障害者への支援 
ア　厚生労働省では，平成19年12月に，毎年４月２日 
　を「世界自閉症啓発デー」とする決議が国連で採

択されたことを受け，一般社団法人日本自閉症協
会との共催でシンポジウムを開催するなど，自閉
症を始めとした発達障害に関する正しい知識の浸
透を図っている。全国各地においても，世界自閉
症啓発デーや４月２日から８日までの「発達障害
啓発週間」（関係団体等が提唱）において，様々な
啓発活動が実施されている。  
　また，「発達障害情報・支援センター」を設置し，
発達障害者支援に関する調査・研究及びウェブサ
イト等を通じた支援手法の普及や国民の理解の促
進を図っている。  
　近年の共生社会の実現に向けた新たな取組が進められている状況に鑑み，発達障害
児者の支援をより一層充実させるための所要の処置を講じる「発達障害者支援法の一

ポスター「世界自閉症啓発デー」
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部を改正する法律」（平成28年法律第64号）が平成28年５月25日に成立した。本改正
により，国及び地方公共団体がライフステージを通じた切れ目のない支援を実施する
ことや，家族なども含めたきめ細やかな支援を推進し，発達障害児者及びその家族が
身近な場所で支援が受けられる体制を構築することなどが定められた。

イ　発達障害の可能性のある児童生徒は通常の学級にも在籍しているため，早期に発見
し，切れ目ない支援を行うことが大切であるとともに，全ての教職員が発達障害に関
する一定の知識・技能を有していることが必要とされている。  
　文部科学省では，小・中学校，高等学校等における発達障害の可能性のある児童生
徒等に対する支援の充実につなげるため，上記４⑷アの取組に加え，学習上のつまず
きなどに対する教科指導の方向性の在り方，通級による指導の担当教師等に対する研
修体制の在り方や必要な指導方法，学校における児童生徒の多様な特性に応じた合理
的配慮の在り方に関する研究を引き続き実施したほか，令和２年度より，発達障害の
可能性のある児童生徒等に対する指導経験の浅い教師の専門性向上を図るため，研修
等の機会の充実や指導・助言などのサポート体制の整備など，関係機関とも連携した
支援体制の構築に取り組む事業を実施している。

⑹　障害のある人の雇用の促進等
ア　障害のある人の雇用については，「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭和35年

法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。）等に基づき，ハローワーク，障害
者就業・生活支援センター，地域障害者職業センターが中心となって，障害のある人
と事業主双方に対し，就職準備段階から職場定着支援まで一貫した支援を実施してお
り，平成15年以降，雇用障害者数が17年連続で過去最高を更新するなど，着実に進展
している。  
　障害のある人の雇用環境が改善する中，依然として雇用義務のある企業の約３割が
一人も障害のある人を雇用していない状況であるほか，中小事業主を中心に，経営トッ
プを含む社内理解や作業内容の改善等にも課題が残されている。また，精神障害者を
中心に，短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会の確保も課題となっている。  
　こうしたことも踏まえ，厚生労働省では，近年，障害のある人の就労意欲が着実な
高まりを見せる中で，より多くの就職希望を実現するとともに，本人の希望に応じた
職業生活を送ることができるようにするため，障害者雇用促進法や「障害者雇用対策
基本方針」（平成30年厚生労働省告示第178号）等を踏まえた就労支援について，求人
ニーズに適合した求職者の開拓等の準備段階から採用後の定着支援まで一貫した「企
業向けチーム支援」やハローワークと地域関係機関との連携による「障害者向けチー
ム支援」の推進，障害者就業・生活支援センターにおける就業と生活両面の一体的な
支援，精神障害者，発達障害者，難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援等
を充実・強化することにより，一層の推進を図っている。  
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　また，平成28年４月より施行された，障害者雇用促進法に基づく雇用分野における
障害のある人に対する差別禁止や合理的配慮の提供義務について，周知・啓発に取り
組むとともに，必要に応じて都道府県労働局やハローワークにおける助言・指導等の
取組により，引き続き，その着実な実施を図っている。  
　加えて，令和元年の障害者雇用促進法の改正により，障害者活躍推進計画の作成・
公表義務が令和２年４月１日に施行されたことを踏まえ，国及び地方公共団体の各機
関が定めた障害者活躍推進計画に基づき，各機関において障害のある人の活躍を推進
する体制整備や，障害のある人の活躍の基本となる職務の選定・創出，障害のある人
の活躍を推進するための環境整備・人事管理等の障害者雇用に関する取組を適切に推
進する。また，障害者雇用に関する取組が優良な中小事業主の認定制度及び週所定労
働時間が20時間未満の短時間労働者を雇用する事業主に対する特例給付金制度につい
て，着実に実施していく。  
　これらの取組により，障害のある人が活躍できる職場環境の整備や定着支援等に係
る取組を推進していく。

イ　障害のある人が日頃培った技能を互いに競い合うことにより，その職業能力の向上
を図るとともに，企業や社会一般の人々が障害のある人に対する理解と認識を深め，
その雇用の促進を図ることを目的として，「全国障害者技能競技大会」（アビリンピッ
ク）を開催している。  
　直近では，令和２年11月13日から15日までの間，独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構の主催により第40回大会が愛知県で開催された。

⑺　障害者虐待防止の取組 
障害のある人に対する虐待を防止することは尊厳の 

保持のために極めて重要であることに鑑み，「障害者虐
待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法
律」（平成23年法律第79号）が平成24年10月に施行された。

この法律においては，何人も障害者を虐待してはな
らないことや，虐待を受けたと思われる障害者を発見
した場合には速やかに通報すること等が規定されてい
る。地方公共団体は障害者虐待の対応窓口となる「市
町村障害者虐待防止センター」や「都道府県障害者権
利擁護センター」としての機能を果たすこととされて
おり，各センターでは，障害者虐待の通報・届出の受
理に加え，相談や指導・助言を行うほか，国民の理解
の促進を図るため，障害者虐待防止の広報・啓発等を
行っている。
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厚生労働省では，地方公共団体が関係機関との連携の下，障害者虐待の未然防止や早
期発見，迅速な対応等を行えるよう，障害者虐待防止対策支援等の施策を通じて，支援
体制の強化や地域における関係機関等との協力体制の整備等を図るとともに，障害のあ
る人の権利擁護等に係る各都道府県における指導的役割を担う者の養成研修等を実施し
ている。

また，障害者虐待防止の一層の広報・啓発を目的としてパンフレットを作成し，ホー
ムページ（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokus
hougaihokenfukushibu/0000121196.pdf）で公開している。

⑻　障害者権利条約の締結及び周知
我が国は，平成26年１月20日に障害者権利条約を締結した。この条約の主な内容は，

条約の原則（無差別，平等，社会への包容等），政治的権利，教育・労働・雇用に関す
る権利，社会的な保障，文化的な生活・スポーツへの参加，国際協力等，幅広なものと
なっている。締約国は，この条約が自国について発効後２年以内に，条約に基づく義務
を履行するために取った措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的
な報告を障害者権利委員会に提出することとなっており，平成28年６月，我が国も，障
害当事者から構成される「障害者政策委員会」での議論の内容も盛り込み，パブリック
コメントを実施した上で，第１回政府報告を作成し，提出した。

また，この条約の実施のためには，障害のある人に関する社会全体の意識が向上する
ことが重要であり，外務省では，関係府省庁とも連携し，条約の概要や意義等について，
障害当事者を含む国民全体に対し，分かりやすく，利用しやすいパンフレットやホーム
ページの作成を通じて広報している。

⑼　障害のある人の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局において，人権相談に

応じており，全国共通人権相談ダイヤル「みんなの人権110番」（ナビダイヤル0570-003-
110（全国共通））を設置している。また，障害のある人に接する機会が多い社会福祉事
業従事者や特別支援学校高等部卒業予定者等に対し，人権相談を広報するためのリーフ
レットを配布したほか，障害者支援施設等の社会福祉施設において，入所者及びその家
族が気軽に相談できるよう，特設の人権相談所を開設するなどして，相談体制の一層の
強化を図っている。人権相談等を通じて，障害のある人に対する差別，虐待等の人権侵
害の疑いのある事案を認知した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，事案に応じた
適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

障害のある人に対する差別待遇 286 272 235 163 125

障害者福祉施設における人権侵犯 63 49 40 38 28
（法務省人権擁護局の資料による）
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５　部落差別（同和問題）

部落差別（同和問題）は，日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により，日本国
民の一部の人々が，長い間，経済的，社会的，文化的に低い状態に置かれることを強いら
れ，同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり，就職
などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている，我が国固有の人権問題である。

この問題の解決を図るため，国は，地方公共団体と共に，昭和44年から33年間，特別措
置法に基づき，地域改善対策を行ってきた。その結果，同和地区の劣悪な環境に対する物
的な基盤整備は着実に成果を上げ，一般地区との格差は大きく改善された。

しかしながら，インターネット上の差別書き込み等の事案は依然として存在している。
また，いわゆる「えせ同和行為」等の事案も依然として起こっており，部落差別（同和問
題）の解消を阻む要因になっている。

法務省では，部落差別解消推進法第６条の規定を受け，①法務省の人権擁護機関が把握
する差別事例の調査，②地方公共団体等が把握する差別事例の調査，③インターネット上
の部落差別の実態に係る調査，④一般国民に対する意識調査の４項目について調査を実施
し，「部落差別の実態に係る調査結果報告書」を令和２年６月に法務省ホームページで公
表した（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html）。

部落差別（同和問題）については，部落差別解消推進法及び附帯決議のほか，上記調査
結果を踏まえ，的確に対応していく必要がある。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　部落差別（同和問題）の解消に向けた啓発活動
法務省の人権擁護機関では，「同和問題（部落差別）を解消しよう」を強調事項の一

つとして掲げ，講演会等の開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。
また，部落差別（同和問題）をテーマにした啓発動画「人権アーカイブ・シリーズ『同

和問題～過去からの証言，未来への提言～』／『同和問題　未来に向けて』」を法務局・
地方法務局において貸し出しているほか，YouTube法務省チャンネルで配信している。

加えて，部落差別（同和問題）のない社会の実現に資するため，国民に対し，部落差
別解消推進法の施行を周知することを目的とした「部落差別解消推進法リーフレット」
を全国の法務局・地方法務局等で配布している。

さらに，タレントの麻尋えりか氏によるスポット映像「出身地等の差別」篇を
YouTube法務省チャンネルで配信している。

⑵　学校教育・社会教育を通じた部落差別（同和問題）の解消に向けた取組
文部科学省では，各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議や独立

行政法人教職員支援機構が実施する人権教育指導者養成研修等において，部落差別解消
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推進法の趣旨や部落差別（同和問題）を解消するための教育活動等について情報提供す
るなど，各種機会を通じて周知を図っている。

また，社会教育では，専門的職員である社会教育主事の資格付与のための講習や社会
教育の専門的職員を対象とした研修において，人権教育に関するプログラムを実施して
おり，人権教育の着実な推進を図っている。

令和２年度においては，平成30年度に実施した，教育委員会が把握する部落差別の実
態に関する調査結果の公表について，都道府県教育委員会等に事務連絡を発出した。

⑶　公正な採用選考システムの確立
厚生労働省では，企業の採用選考に当たって，人権に配慮し，応募者の適性・能力に

基づいた基準により採否を決める公正な採用選考システムの確立が図られるよう，雇用
主に対して，以下の啓発に取り組んだ。
① 　事業所における公正な採用選考システムの確立について，中心的な役割を果たす「公

正採用選考人権啓発推進員」を，一定規模以上の事業所に配置するとともに，各労働
局及びハローワークが，同推進員に対して研修会を開催（※）

② 　従業員の採用選考に影響力のある企業トップクラスに対する研修会を開催（※）
③ 　公正な採用選考についてのパンフレット，リーフレット，ポスター，カレンダー等，

各種啓発資料を作成し，事業所に配布
④ 　公正採用選考に関する特設ウェブサイトの運用，公正採用選考について解説した啓

発用動画の掲載
⑤ 　中学校，高等学校，大学等の卒業予定者に係る採用選考に合わせて，新聞広報等を

通じた啓発活動を実施
※ 　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため，集合型の研修を中止した各労働局

及びハローワークにおいては，資料送付や各労働局及びハローワークのHPへ解説動
画を掲載する等の代替措置を実施
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パンフレット「公正な採用選考をめざして」 ポスター「その質問　不適切かもしれません」

⑷　農漁協等関係農林漁業団体職員に対する啓発活動
農林水産省では，農林漁業や農山漁村における部落差別（同和問題）を始めとした広

範な人権問題に関する啓発活動を積極的に推進するため，都道府県を通じて農漁協等関
係農林漁業団体の職員に対する研修等を実施するとともに，全国農林漁業団体が当該職
員等を対象に行う同様の研修等に対する支援を実施した。

⑸　隣保館における活動の推進
厚生労働省では，生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を実施し

ている隣保館の事業に対し支援を行っている。

⑹　えせ同和行為の排除に向けた取組
政府は，同和問題を口実にして企業や官公署等に不当な利益や義務のないことを求め

るえせ同和行為を排除するため，関係府省庁の参加する「えせ同和行為対策中央連絡協
議会」を設置し，政府一体となってえせ同和行為の排除の取組を行っている。
ア　法務省では，えせ同和行為の実態を把握するため，昭和62年以降11回にわたりアン

ケート調査を実施している（直近の平成30年度の調査結果は，http://www.moj.go.jp/
content/001290375.pdf）。また，えせ同和行為への具体的な対応に関する手引きを作
成し，全国の法務局・地方法務局で配布するとともに，法務省ホームページで公表し
ている（http://www.moj.go.jp/content/001290968.pdf）。  
　さらに，地方においても，全国50の法務局・地方法務局を事務局として組織されて
いる「えせ同和行為対策関係機関連絡会」に，令和３年４月現在で1,094の国の機関，
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地方公共団体，弁護士会等が参加し，随時，情報交換のための会議を開くなど，様々
な取組を展開している。  
　加えて，えせ同和行為を含めた各種人権問題について解説した啓発冊子「企業と人
権～職場からつくる人権尊重社会～」を法務局・地方法務局で配布しているほか，同
内容を分かりやすく解説した啓発動画の貸し出しやYouTube法務省チャンネルでの
配信等を行っている。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
えせ同和行為に関する
相談件数 25 23 14 ５ 7

要求の内容 物品 示談金 融資 寄付金 賛助金 契約 下請 講演会 その他 合計

令和２年度 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7

令和元年度 ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ５

平成30年度 ９ ０ ０ ２ ０ ０ １ ０ ２ 14

平成29年度 ７ ２ ０ ３ ４ ２ １ ０ ４ 23

平成28年度 ６ ０ ０ ３ ８ ０ １ １ ６ 25
（法務省人権擁護局の資料による）

イ　都道府県警察においても，関係機関と連携して，違法行為の取締り等，えせ同和行
為の排除対策を推進している。

ウ　経済産業省では，産業界向けに「えせ同和行為対策セミナー」を開催するとともに，
えせ同和行為に関するリーフレットを配布した。

⑺　部落差別（同和問題）をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，部落差別（同和問題）をめぐる人権侵害事案に対し，人

権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ，その被害の救済及び予防を図っている。
取り分け，結婚差別，差別発言等を人権擁護上見過ごすことができない事象として捉え，
行為者や関係者に対して人権尊重の意識を啓発することによって，自発的・自主的に人
権侵害の事態を改善，停止，回復させ，あるいは，将来再びそのような事態が発生しな
いよう注意を喚起している。

また，関係行政機関からの通報等により，インターネット上で特定の地域を同和地区
であると指摘するなどの内容の情報を認知した場合は，その情報の削除をプロバイダ等
に要請するなどしている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

部落差別（同和問題）に関する人権侵犯 78 86 92 221 244
（法務省人権擁護局の資料による）
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６　アイヌの人々

アイヌの人々は，固有の言語や伝統的な儀式・祭事，ユカラなどの多くの口承文芸等，
独自の豊かな文化を持っているが，近世以降のいわゆる同化政策等により，今日では，そ
の文化の十分な保存・伝承が図られているとは言い難い状況にある。特に，アイヌ語を理
解し，アイヌの伝統等を担う人々の高齢化が進み，これらを次の世代に継承していく上で
の重要な基盤が失われつつある。

アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ，その誇りが尊重される
社会の実現に向けて，アイヌ政策を総合的かつ継続的に実施していく必要がある。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　アイヌの人々に関する総合的な政策の推進
政府は，国連総会で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」（平成19年

９月）や衆参両院の「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」（平成20年６月）
を受けて内閣官房長官が開催した「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」による
報告（平成21年７月）を踏まえ，総合的かつ効果的なアイヌ政策を推進している。

平成31年４月には，「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の
推進に関する法律」（平成31年法律第16号。以下「アイヌ施策推進法」という。）が成立
し，令和元年５月に施行された。政府は，同法に基づき，従来の文化振興や福祉政策に
加え，地域振興，産業振興，観光振興等を含めた市町村の取組をアイヌ政策推進交付金
により支援するとともに，内閣官房長官を本部長とするアイヌ政策推進本部会合を開催
するなど，アイヌ政策を総合的かつ効果的に推進している。

令和２年７月には，アイヌ文化の復興・創造等の拠点として，北海道白老郡白老町の
ポロト湖畔に「民族共生象徴空間」（愛称：ウポポイ）が開業した。

⑵　アイヌ文化の振興，アイヌの伝統等に関する知識の普及啓発
文化庁や国土交通省等では，アイヌ施策推進法に基づき，公益財団法人アイヌ民族文

化財団が行うアイヌ文化の振興等に係る事業に対して助成等を行った。
また，アイヌ語の保存・継承及び学習に資するアーカイブ作成のために，文化庁では，

平成27年度から「アイヌ語のアーカイブ作成支援事業」及び「アイヌ語アナログ音声資
料のデジタル化事業」を，平成30年度からは「アイヌ語アーカイブ作成推進のための人
材育成事業」を実施している。加えて，アイヌ語を含む我が国の言語・方言の置かれて
いる危機的な状況等を周知して危機的な状況の改善に資するために，「危機的な状況に
ある言語・方言サミット」を平成27年度から開催しているが，令和２年度は新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止のため中止とした。
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⑶　アイヌ関係の文化財の保護等に関する取組
文化庁では，「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）に基づき，アイヌの有形及び

無形の民俗文化財について，北海道教育委員会が行う調査事業，伝承・活用等に係る経
費について補助を行った。

⑷　アイヌの人々に対する偏見・差別の解消に向けた取組
令和元年５月に施行されたアイヌ施策推進法では，アイヌの人々に対する差別の禁止

に関する基本理念が新たに定められた。
法務省の人権擁護機関では，「アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう」を強調

事項の一つとして掲げ，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。また，
アイヌの人々に対する国民の理解を促すよう，インターネットバナー広告及びインター
ネットテキスト広告を実施している。さらに，令和
２年10月28日には，ウポポイにおいて人権啓発パネ
ル展を実施した。

なお，令和３年３月，テレビ番組においてアイヌ
の人々に対する不適切な表現がされる事案が発生し
た。本事案の発生を受けて，政府は，内閣官房，総
務省，法務省，国土交通省及び文化庁などが密接に
連携して，類似事案の再発防止策を検討し，必要な
施策を実施することとしている。

⑸　学校教育におけるアイヌに関する学習の推進
学校教育においては，平成29年３月に小・中学校の学習指導要領の改訂を行い，中学

校社会科では，鎖国下の対外関係に関する学習で北方との交易をしていたアイヌについ
て取り扱う際に，「アイヌの文化についても触れる」ことを新たに明記した。また，小
学校社会科では，歴史学習全体を通して，我が国は長い歴史をもち伝統や文化を育んで
きたことを学習することとしており，その際，「現在の北海道などの地域における先住
民族であるアイヌの人々には独自の伝統や文化があることに触れる」ようにすることを，
小学校学習指導要領解説社会編において新たに明記した。

さらに，平成30年３月に高等学校学習指導要領の改訂を行い，必履修科目として新設
した「歴史総合」において，18世紀のアジアの経済と社会を理解する学習で「北方との
交易をしていたアイヌについて触れること」や，その際，「アイヌの文化についても触
れること」を明記するなど，アイヌに関する学習について充実を図っている。

⑹　各高等教育機関等におけるアイヌ語等に関する取組への配慮
北海道の大学を中心に，アイヌ語等に関する授業科目が開設されるなど，アイヌ語等

インターネットバナー広告
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に関する教育・研究を行っている。

⑺　生活館における活動の推進
厚生労働省では，地域住民に対し，生活上の各種相談を始め，アイヌの人々に対する

理解を深めるための広報・啓発活動等を総合的に実施している生活館の事業に対し支援
を行っている。

⑻　農林漁業経営の近代化を通じた理解の増進
歴史的な特殊事情等により，アイヌ住民居住地区における農林漁業は，他の地区に比

べて経営規模が零細で生産性が低く，所得及び生活水準に格差がみられる。このため，
農林水産省では，アイヌ住民居住地区において，地域住民が一体となって行う農林漁業
経営の近代化を支援しており，このような取組を通じて，アイヌ農林漁家に対する理解
の増進を図っている。

⑼　アイヌの人々の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所に

おいて人権相談に応じている。人権相談等を通じて，アイヌの人々に対する差別等の人
権侵害の疑いのある事案を認知した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，事案に応
じた適切な措置を講ずることとしている。

  人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

アイヌの人々に対する差別待遇 ０ ０ ０ ０ ０
（法務省人権擁護局の資料による）

トピックス

「ウポポイ（民族共生象徴空間）」の開業

アイヌ文化の復興・創造等の拠点として，北海道白老町に令和２年７月，ウポポイ
（民族共生象徴空間）が開業しました。

ウポポイは「国立民族共生公園」「国立アイヌ民族博物館」等から成り，アイヌの
暮らしや伝統芸能を様々な視点から体感することができる，アイヌ文化の素晴らしさ
を伝える施設です。

開業以来，一般の方や修学旅行生など多くの方々に来場いただき，アイヌ古式舞踊
や伝統楽器のムックリ（口琴）演奏，狩猟弓の実演などの多様なプログラムを体験し
ていただいています。

令和２年10月には，札幌法務局と札幌人権擁護委員連合会の主催により，ウポポイ
において人権啓発イベントが開催され，人権擁護委員による啓発物品の配布，人権啓
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発パネルの展示など，アイヌの人々に対する偏見や差別をなくすための啓発活動が行
われました。

是非一度，ウポポイを訪れアイヌ文化に触れてみてください。

ユネスコの無形文化遺産に登録されているアイヌ古
式舞踊（資料：公益財団法人アイヌ民族文化財団）

ウポポイで開催された人権啓発イベント
（資料：法務省）

ウポポイ（民族共生象徴空間）（資料：公益財団法人アイヌ民族文化財団）
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７　外国人

我が国が締約国となっている「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（平
成７年条約第26号。以下「人種差別撤廃条約」という。）は，人権及び基本的自由の平等
を確保するため，あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を全ての適当な方法により遅
滞なくとることなどを主な内容とする。

我が国に入国する外国人は，近年，増加傾向にあったが，新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により，令和２年には約431万人（再入国者を含む。）と前年と比べて大きく減少
した。一方，我が国に在留する外国人数は約289万人（令和２年末現在）と引き続き高水
準で推移している。このような中，言語，宗教，習慣等の違いから，外国人をめぐって様々
な人権問題が発生している。

また，特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチである
として社会的に関心を集めたことから，平成28年６月３日にヘイトスピーチ解消法が施行
された。

我が国では，外国人がその保護する子を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望
する場合には無償で受け入れ，教科書の無償給与や就学援助を含め，日本人と同一の教育
を受ける機会を保障しており，外国人の子どもが公立学校に就学しやすい環境を整備して
いる。

令和２年５月現在，我が国の公立の小・中・高等学校等に在籍する外国人児童生徒の数
は10万8,826人（文部科学省「学校基本統計」，毎年実施）である。

また，平成30年５月現在，日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の数は，４万755人（同
「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」，隔年実施）となっており，平
成28年度調査より6,420人（約18.7％）増加している。

さらに，令和元年度に学齢相当の外国人の子どもの就学状況に関する全国的な調査を初
めて実施した。その調査により，約２万人の外国人の子どもたちが就学していない可能性
がある，又は就学状況が確認できていない状況にあるという結果が示された。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　 外国人に対する偏見・差別を解消し，国際化時代にふさわしい人権意識の育成を目指
した啓発活動

ア　法務省の人権擁護機関では，「外国人の人権を尊重しよう」を強調事項の一つとし
て掲げ，講演会等の開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。  
　また，外国人の人権に関する理解や関心を深めることを目的とする啓発動画「外国
人と人権～違いを認め，共に生きる～」を法務局・地方法務局において貸し出してい
るほか，YouTube法務省チャンネルで配信している。  
　加えて，外国人の人権問題を含めた職場における各種人権問題について解説した啓
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発冊子「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会～」を法務局・地方法務局で配布
しているほか，同内容を分かりやすく解説した啓発動画の貸し出しやYouTube法務
省チャンネルでの配信等を行っている。  
　このほか，腹話術師のいっこく堂氏によるスポット映像「こころも国際化しません
か？」をYouTube法務省チャンネルで配信している。

イ　文部科学省では，平成28年度には，ヘイトスピーチ解消法が施行されたことを踏ま
え，外国人の人権尊重に関する実践事例を収集し，その結果を文部科学省ホームペー
ジに掲載したほか，各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議や独
立行政法人教職員支援機構が実施する人権教育指導者養成研修等において，ヘイトス
ピーチ解消法の趣旨や不当な差別的言動を解消するための教育活動等について情報提
供するなど，各種機会を通じて周知を図っている。

ウ　厚生労働省では，例年６月を「外国人労働者問題啓発月間」と位置付け，労働条
件などのルールにのっとった外国人雇用等について事業主等を始め広く国民一般に
対し，周知・啓発を行っている。令和２年においては，新型コロナウイルス感染症
の影響を考慮して11月に実施し，「守ろう雇用、誰もが活躍～外国人雇用はルールを
守って適正に～」を標語に，11月１日から同月30日までの間，集中的に啓発・指導
等を行った。

エ　国土交通省では，平成29年に改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律」（平成19年法律第112号）に基づき，新たな住宅セーフティネッ
ト制度として，外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録や住
宅情報の提供等の措置を講ずるとともに，賃貸人や仲介業者向けの実務対応マニュア
ルや外国語版の賃貸住宅標準契約書等を内容とする「外国人の民間賃貸住宅入居円滑
化ガイドライン」等について，不動産関係団体と連携し普及を図っている。

オ　平成30年８月，ジュネーブにおいて，我が国が人種差別撤廃条約に基づき平成29年
６月に国連に提出した第10回・第11回政府報告に関し，人種差別撤廃委員会による審
査が行われ，我が国の代表団は，同条約の実施に関する政府の立場や取組について説
明した。令和元年９月，同審査を受けて採択された人種差別撤廃委員会による総括所
見に対し，我が国は採択後１年以内のフォローアップ情報を回答した。

⑵　ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動
ア　法務省の人権擁護機関では，ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動として，これ

までの「外国人の人権」をテーマにした啓発に加え，各種媒体により，ヘイトスピー
チがあってはならないということを理解しやすい形で表した，より効果的な啓発と共
に，ヘイトスピーチによる被害等の人権に関する問題の相談窓口の周知広報にも積極
的に取り組んでいる。  
　具体的には，「ヘイトスピーチ，許さない。」をメインコピーとしたポスター及び啓
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発冊子「私たちの身近にあるヘイトスピーチ」を活用した人権啓発活動や，「外国人
の人権」に関するインターネットバナー広告，インターネットテキスト広告のほか，
SNSにおける定期的なコラムの配信などの情報発信等を実施した。  
　また，法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.
html）において，特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動の例を挙げつつ，上
記取組や，法務局・地方法務局におけるヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動
等について紹介している。  
　さらに，令和２年10月30日に，関係省庁及び地方公共団体との間で，インターネッ
ト上のヘイトスピーチの解消に向けた取組について情報共有を行った。

イ　警察では，ヘイトスピーチ解消法の施行を踏まえ，警察職員に対する教養を推進す
るとともに，他機関から各種広報啓発活動等への協力依頼があった場合にはこれに積
極的に対応するなどにより，不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与することと
している。

特定の民族や国籍の人 を々排斥する差別的言動を見聞きしたことがありますか。

こうした言動は、人としての尊厳を傷つけたり、

差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。

違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

ヘイトスピーチ、

【人権啓発デジタルコンテンツ】 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00041.html　【人権ライブラリー】 http://www.jinken-library.jp/

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会　http://www.moj.go.jp/JINKEN/

みんなの人権110番 0570-003-110
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。

許さない。

B3

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました！！

ヘイトスピーチ、許さない詳しくは
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました！！
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が
平成28年6月3日から施行されました。

ポスター
「ヘイトスピーチ，許さない。」

法務局におけるヘイトスピーチに
焦点を当てた人権啓発活動

インターネットバナー広告
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⑶　学校等における国際理解教育及び外国人の子どもの教育の推進
国際社会においては，子どもたちが広い視野を持って異文化を理解し，習慣や文化の

異なる人々と共に生きていくための資質・能力を育成することが重要である。こうした
観点から，現在，各学校において，各教科等を通じて国際理解教育が行われている。

文部科学省では，毎年，全国の都道府県・指定都市教育委員会担当者を集めた連絡協
議会を開催しており，教育を取り巻く現状を知るとともに，取組の進んだ学校の実践事
例を共有するなど，国際理解教育及び外国人の子どもの教育の推進に努めている。

また，外国人児童生徒等教育の充実に関しては，平成31年４月に中央教育審議会に対
し，新しい時代の初等中等教育の在り方について諮問が行われ，増加する外国人児童生
徒等への教育の在り方についても検討し，令和３年１月26日に「『令和の日本型学校教育』
の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な
学びの実現～」（答申）が取りまとめられた。また，「日本語教育の推進に関する施策を
総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月23日閣議決定）に基
づき，外国人の子どもの就学促進等について地方公共団体が講ずべき事項を取りまとめ
た「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」を策定し，同年７月
に地方公共団体に通知した。これらの取組に加え，以下の施策を進めている。
①　日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施の推進
（学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）の一部改正（平成26年１月14日公布，
同年４月１日施行））

②　平成29年３月の「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法
律」（昭和33年法律第116号）の改正により，外国人児童生徒等教育の充実のための教員
定数の基礎定数化が図られ，平成29年度から令和８年度までの10年間で計画的に実施

③　各地方公共団体が行う地域人材との連携による，公立学校への受入促進・日本語指
導の充実・支援体制の整備に係る取組等を支援する事業の実施

④　就学に課題を抱える外国人の子どもを対象とした，公立学校や外国人学校等への就
学に必要な支援を学校外において実施する地方公共団体を補助する事業の実施

⑤　独立行政法人教職員支援機構において，外国人児童生徒等教育に関する指導者養成
研修を実施

⑥　学校において児童生徒の日本語能力を把握し，その後の指導方針を検討する際の参
考となる「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント～ DLA ～」を普及

⑦　教育委員会等が外国人児童生徒等教育に関する研修会を計画する際の参考となる
「外国人児童生徒教育研修マニュアル」を普及

⑧　学校や教育委員会等が，外国人児童生徒の受入れ体制の整備を図る際の取組事項を
指針として取りまとめた「外国人児童生徒受入れの手引（改訂版）」を普及

⑨　外国人児童生徒等教育を担う教員等の資質能力の向上を図るため，大学・教育委員
会等の研修等で活用できる「モデルプログラム」の開発・普及
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⑩　大学・教育委員会が行う外国人児童生徒等教育に関するアドバイスや教員研修の充
実のため「外国人児童生徒等教育アドバイザー」の派遣を実施

⑪　外国人児童生徒等の指導を担う教師が必要な知識を得られるような研修用動画コン
テンツ及び来日・帰国したばかりの外国人児童生徒等や保護者が日本での学校生活等
について理解を深められるような多言語による動画コンテンツの作成

⑷　外国人材の受入れと共生のための取組
技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることを目的とした「外国人の

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」（平成28年法律第89号。以
下「技能実習法」という。）が平成29年11月１日に施行された。技能実習法では，制度
の適正な運用を確保する措置として，技能実習計画の認定制，監理団体の許可制を導入
し，技能実習生の意思に反して技能実習を強制するなどの人権侵害行為についての禁止
規定や技能実習生による申告に関する規定を設けた上で，違反に対する所要の罰則も規
定している。また，技能実習法に基づき設立した外国人技能実習機構では，母国語相談
窓口を設け，人権侵害に関する相談を含む技能実習生からの各種相談に対応するなどし
て，技能実習生の保護に努めている。

また，中小・小規模事業者を始めとした深刻化する人手不足に対応するため，生産性
向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況に
ある産業上の分野において，一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れ
ていくため，在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」を創設する「出入国管理
及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成30年法律第102号）が，
平成31年４月１日に施行された。

この新たな外国人材の受入れ制度においても，外国人に対する人権侵害の防止が重視
されており，出入国在留管理庁では，申請及び届出に係る厳格な審査・調査や受入れ機
関及び登録支援機関に対する必要な指導・助言など新たな制度を適切に運用することに
より，日本人と同等額以上の報酬の確保や差別的な待遇の排除に取り組むとともに，特
定技能１号の外国人に対する職業生活上，日常生活上又は社会生活上の支援が着実に実
施されるよう努めている。

さらに，外国人の受入れに当たっては，外国人を社会の一員として受け入れ，その生
活環境を整備していくことが重要であるため，平成30年12月25日に外国人材の受入れ・
共生に関する関係閣僚会議において取りまとめられた「外国人材の受入れ・共生のため
の総合的対応策」（以下「総合的対応策」という。）に基づき，地方公共団体が在留外国
人に対して情報提供・相談対応を多言語で行う一元的相談窓口の設置・運営の取組への
外国人受入環境整備交付金による支援を行っているほか，関連施策を積極的に推進する
こととしている。総合的対応策については，令和元年12月20日に改訂を行ったほか，令
和２年７月14日には，現下の新型コロナウイルス感染症への対応を適切に行いつつ，引
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き続き，外国人材を円滑かつ適正に受け入れ，受入れ環境を更に充実させる観点から改
訂を行った。

これらに盛り込まれた施策を着実に実施していくことを通じて，外国人との共生社会
の実現を図ることとしており，法務省としても，総合調整機能を果たしつつ，関係府省
庁と緊密に連携して，外国人の受入れ環境の整備を全力で推進する。

⑸　外国人の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所に

おいて人権相談に応じている。人権相談等を通じて，外国人であることを理由とした差
別等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，
事案に応じた適切な措置を講じている。

日本語を自由に話すことの困難な外国人等からの人権相談については，全国50の法務
局・地方法務局において，「外国人のための人権相談所」を設け，英語・中国語・韓国語・
フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・インドネシア語・
タイ語の10言語による人権相談に対応している。

また，「外国語人権相談ダイヤル」（ナビダイヤル：0570-090911（全国共通））を設置し，
上記と同様の10言語による人権相談に応じている。

さらに，法務省ホームページ上に「外国語インターネット人権相談受付窓口」（http://
www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01）を開設しており，上記と同様の10言語によ
る人権相談を受け付けている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

外国人に対する差別待遇 57 84 62 72 60
（法務省人権擁護局の資料による）

English

한국어

Filipino नेपाली

Bahasa Indonesia

中文

Tiêng Viêt

Português

Español ภาษาไทย
Jangan khawatir sendirian, 
silahkan hubungi “Nomor 
Panggilan Konsultasi Hak 
Asasi Manusia dalam Bahasa 
Asing”.

Não guarde suas preocupações.
“Ligue para o centro de consulta 
sobre direitos humanos em 
idiomas estrangeiros”.

No sufra en soledad, llame al 
"Centro de contacto para 
consultas sobre derechos 
humanos en idiomas 
extranjeros".

ท่านไม่ต้องเก็บความทุกข์ใจเอาไว้
คนเดียว กรุณาโทรเข้ามาที่ 
“สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสิทธิ
มนุษยชนภาษาต่างประเทศ”

Foreign-language
Human Rights Hotline.

(Service Hours)

Hello

Hola

你好

Call rates will be charged when contacting the call center.

ポスター「外国語人権相談ダイヤル」
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８　HIV感染者等

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）や肝炎ウイルス等の感染症に対する正しい知識と理解は，
いまだ十分とはいえない状況にある。これらの感染症の感染者や患者，その家族等が，周
囲の人々の誤った知識や偏見等により，日常生活，職場，医療現場等で差別やプライバシー
侵害を受ける等の人権問題が発生している。

感染症をめぐる偏見や差別の解消のため，取組を推進していく必要がある。
令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　 エイズ患者及びHIV感染者に対する偏見・差別をなくし，理解を深めるための教育・
啓発活動

ア　厚生労働省では，エイズ患者及びHIV感染者に対する偏
見・差別の解消及びエイズのまん延防止のため，12月１日
の「世界エイズデー」に向けてのキャンペーンイベントと
して，令和２年12月１日に東京都港区において，「RED 
RIBBON LIVE 2020」をオンラインで開催し，著名人等に
よるトークライブイベントを行った。また，エイズに関す
る電話相談事業を実施する等，HIV・エイズに関する正し
い知識の普及啓発活動に努めている。  
　また，HIV・エイズの正しい知識の普及啓発を目的とし
て「『世界エイズデー』ポスターコンクール」を実施した。
小・中学生の部83点，高校生の部154点，一般の部110点の応募があった。  
　最優秀作品を世界エイズデーキャンペーンポスターのデザインに採用し，全国各地
で掲示することにより，HIV・エイズについて理解を深めてもらうよい機会となって
いる。

イ　文部科学省では，学習指導要領に基づき，学校において，エイズについて正しく理
解するよう指導するとともに，エイズ患者及びHIV感染者に対する偏見・差別をなく
す内容を含む教材の周知等を行った。

ウ　法務省の人権擁護機関では，「HIV感染者等に対する偏見や差別をなくそう」を強
調事項の一つとして掲げ，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。

⑵　肝炎ウイルス感染者への偏見・差別をなくし，理解を深めるための教育・啓発活動
肝炎は，肝臓の細胞が傷つけられ，その働きが損なわれる病気で，患者の多くはＢ型

肝炎ウイルス，Ｃ型肝炎ウイルスに起因するものである。
Ｂ型，Ｃ型肝炎ウイルスは，主に血液や体液を介して感染する。肝炎ウイルスの感染

を予防するためには，血液や体液が付いた器具を共用しないこと，血液や体液が傷・粘

ポスター
「令和２年度『世界エイズデー』」
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膜に直接触れるのを防ぐことが重要であり，このほか，普段の生活の中では，Ｂ型肝炎
やＣ型肝炎に感染することはない。しかし，このことが十分に理解されていない結果と
して，偏見や差別に苦しんでいる肝炎ウイルスの感染者や患者も少なくない。

感染者や患者に対する偏見や差別を解消，軽減していくためには，幅広い世代を対象
に，肝炎についての正しい知識の普及啓発を行っていくことが重要である。
ア　厚生労働省では，７月28日を日本肝炎デーと定め，この日を中心に国や地方自治体

などで様々な普及啓発活動を行っており，国の「知って、肝炎プロジェクト」では，
令和２年７月21日に普及啓発イベント「知って、肝炎プロジェクトミーティング
2020」を開催した。同プロジェクトにおいては，都道府県知事等への表敬訪問等によ
る普及啓発活動も，著名人の方々の協力を得て行っている。  
　また，青少年が肝炎に関する正しい知識を学ぶことにより，肝炎ウイルスの感染を
予防し，その感染や患者の方々に対する偏見や差別をなくすことや，集団予防接種に
よるＢ型肝炎の感染拡大の経緯や歴史などを学ぶことを目的として，全国Ｂ型肝炎訴
訟原告団・弁護団の協力を得て，副読本「Ｂ型肝炎 いのちの教育」を作成し，令和
２年度に全国の中学３年生の教員向けに配布を行った。

イ　文部科学省では，感染や患者の方々に対する偏見や差別をなくすこと等を目的とし
て厚生労働省が作成・配布する副読本「B型肝炎 いのちの教育」の活用について，
各都道府県教育委員会等へ周知等を行った。

ウ　法務省の人権擁護機関では，「HIV感染者等に対する偏見や差別をなくそう」を強
調事項の一つとして掲げ，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。

副読本「Ｂ型肝炎 いのちの教育」知って、肝炎プロジェクトミーティング2020

⑶　感染症をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所に

おいて人権相談に応じている。人権相談等を通じて，HIV感染者や肝炎ウイルス感染者
等に対する差別等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は，人権侵犯事件として
調査を行い，事案に応じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

疾病患者（ハンセン病患者等を除
く。）に対する差別待遇 ７ 42 26 15 44

（法務省人権擁護局の資料による）



6464

第１章　令和２年度に講じた人権教育・啓発に関する施策

９　ハンセン病患者・元患者・その家族

ハンセン病は，「らい菌」に感染することで起こる感染症であるが，「らい菌」の感染力
は弱く，非常に伝染しにくい病気である。仮に感染したとしても発病することは極めてま
れであり，現在では治療法も確立しているため，万一発病しても，早期に発見し適切な治
療を行えば後遺症が残ることもない。しかし，かつて我が国で採られた施設入所政策によ
り，ハンセン病は恐ろしいというイメージが助長され，ハンセン病患者・元患者やその家
族は，社会からのいわれのない偏見や差別の対象となってきた。

平成13年５月の「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」の熊本地方裁判所判決以後，政府
は，ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発等に取り組んできた。しかし，偏見や差別
の根絶には至らず，令和元年７月，「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟」の熊本地方裁判
所判決を受けて公表した内閣総理大臣談話（以下「令和元年総理談話」という。）におい
ては，我が国においてかつて採られた施設入所政策の下で，患者・元患者のみならず，家
族に対しても，社会において極めて厳しい偏見，差別が存在し，患者・元患者とその家族
が苦痛と苦難を強いられてきたことに対し，政府としての深い反省とお詫びが示されると
ともに，家族を対象とした新たな補償の措置を講ずること，関係省庁が連携・協力し，患
者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発，人権教育などの普及啓発
活動の強化に取り組むことが示された。

これを受けて，政府では，原告団等との「ハンセン病に係る偏見差別の解消に向けた協
議」を開催するなどして，ハンセン病の患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏
まえた人権啓発，人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組んでいる。

令和２年度の主な取組は，以下のとおりである。

⑴　 ハンセン病患者・元患者とその家族に対する偏見・差別をなくし，理解を深めるため
の教育・啓発活動

ア　厚生労働省では，令和元年総理談話を受けて，令和元年７月24日，根本厚生労働大
臣（当時）がハンセン病家族国家賠償請求訴訟の原告団等と面会し，その苦痛や苦難
に対してお詫びを申し上げるとともに，当事者の方々から直接話を伺った。令和２年
３月及び令和３年３月には，全国の主な新聞に，ハンセン病元患者家族に対する謝罪
広告を掲載した。  
　また，令和元年10月２日（第１回），令和２年１月16日（第２回）及び同年12月22
日（第３回）には，ハンセン病の患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏ま
えた人権啓発，人権教育などの普及啓発活動の強化等に向けて検討を進めるため，法
務省及び文部科学省と共に，原告団等との「ハンセン病に係る偏見差別の解消に向け
た協議」を開催した。この協議において，橋本厚生労働副大臣（第１回，第２回）及
び山本厚生労働副大臣（第３回）がお詫びと反省を申し上げるとともに，偏見差別の
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解消に向けた決意を述べた。今後も，元患者やその家族との協議を踏まえ，法務省，
文部科学省と連携しながら，ハンセン病に対する偏見差別の解消に向けて取り組んで
いくこととしている。  
　このほかにも，厚生労働省では，ハンセン病に対する正しい知識の普及のため，様々
な普及啓発活動を行っている。平成21年度から，「ハンセン病療養所入所者等に対す
る補償金の支給等に関する法律」（平成13年法律第63号）の施行日である６月22日を「ら
い予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定め，追悼，慰霊及び名誉回復の
行事を実施しているところ，令和２年度においては，新型コロナウイルス感染症の流
行を踏まえ６月の開催を延期し，10月29日，法務省，文部科学省等の関係機関の出席
を得て実施した。  
　加えて，令和３年３月27日に，法務省，文部科学省等と連携し，ハンセン病問題に
対する正しい知識の普及啓発を目的とした「第20回ハンセン病問題に関するシンポジ
ウム」をオンラインにて開催し，高校生によるハンセン病回復者の聞き書きや人権バ
ンドによるパフォーマンス（演奏）などを行った。  
　さらに，平成14年度から，ハンセン病を正しく理解するための中学生向けパンフレッ
ト「ハンセン病の向こう側」及び指導者向け教本を作成し，全国の中学校，教育委員
会等に配布しているところ，ハンセン病患者・元患者の家族がおかれていた境遇につ
いても理解を深めることができるよう，令和２年度より，パンフレットに別紙「ハン
セン病療養所の入所者・社会復帰者の家族の人権について考える」を追加し，配布を
行っている。

ハンセン病元患者家族に対する謝罪広告
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「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」式典

パンフレット「ハンセン病の向こう側」らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の碑

イ　文部科学省では，厚生労働省が作成・配布する中学生向けパンフレット「ハンセン
病の向こう側」及び指導者向け教本の活用について，各都道府県教育委員会等へ周知
しているほか，各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議や独立行
政法人教職員支援機構が実施する人権教育指導者養成研修等において，人権教育担当
指導主事や教員等に対し，ハンセン病に関する教育を推進するための情報提供を行っ
ている。また，社会教育の指導者として
中心的な役割を担う社会教育主事の養成
講習等において人権問題等の現代的課題
を取り上げ，指導者の育成及び資質向上
を図るとともに，国公私立大学の教務担
当者等が出席する会議等において，人権
教育に関する取組を促している。さらに，
令和元年10月に文部科学省内に設置した

「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏ま
ハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏まえた人権教育
推進検討チーム
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えた人権教育推進検討チーム」での議論等を踏まえ，ハンセン病の元患者やその御家
族が置かれていた境遇を踏まえた人権教育を推進するための施策を検討しており，厚
生労働省や法務省等の関係省庁と連携し，取組の一層の充実を図っている。

ウ　法務省の人権擁護機関では，「ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差
別をなくそう」を強調事項の一つとして掲げ，講演会等の開催，啓発冊子の配布等，
各種人権啓発活動を実施しており，令和元年総理談話を受けて，ハンセン病患者・元
患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発活動の強化に取り組んでいる。 
　令和２年度においては，「ハンセン病問題に関する『親と子のシンポジウム』」を，
令和３年２月23日にオンライン配信により，厚生労働省及び文部科学省等と連携して
開催した。また，シンポジウムの内容については，小学生向け・中高生向けの全国版
新聞等に掲載し，ハンセン病元患者やその家族の思いを広く周知した。  
　さらに，当事者の声を広く周知するため，ハンセン病問題をテーマにした啓発冊子
及び啓発動画「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」を新たに作成し，全
国の法務局・地方法務局で各種人権啓発活動に活用することができるよう配備すると
ともに，YouTube法務省チャンネルで配信を開始した。このほか，インターネット
バナー広告及びインターネットテキスト広告を実施した。

読売 KODOMO新聞（376.5×248mm）

広　告

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

「子どもの人権110番」
いじめや体罰などの困りごと、
ひとりで悩まないで相談してね。

子どもの人権110番（通話料無料）

0120-007-110
みんなの人権110番

0570-003-110
女性の人権ホットライン

0570-070-810

0570-090911

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

インターネットでも人権相談を受け付けています。

「インターネット人権相談受付窓口」

パソコン・携帯電話・
スマートフォン共通 https://www.jinken.go.jp

検 索

外国人のための人権相談

インターネット人権相談

【ビデオ】人権アーカイブ・シリーズ

分かりやすくまとめた映像で、
ハンセン病をきちんと知ろう

「ハンセン病問題」～過去からの証言、未来への提言～

ハンセン病問題の歴史的な経緯や時代ごとの
社会情勢、問題の本質について、関係者の証言
や解説をもとに分かりやすくまとめた映像です。

映像はこちらから▶https://youtu.be/eRKCmf-kcSw

「家族で考えるハンセン病」

中学1年生の主人公が友だちと療養所を訪れるなどして、ハ
ンセン病問題や人権の大切さについて理解して
いくドラマ作品。実際のハンセン病元患者も登場。

映像はこちらから▶https://youtu.be/cRCAIDCC3hs

ハンセン病問題に関する「親と子のシンポジウム」
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●法務省人権擁護局　http://www.moj.go.jp/JINKEN

●人権啓発活動ネットワーク協議会　http://www.moj.go.jp/jinkennet

●YouTube法務省チャンネル　https://www.youtube.com/MOJchannel

●YouTube人権チャンネル　https://www.youtube.com/jinkenchannel

●人権ライブラリー　http://www.jinken-library.jp
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ハンセン病は「らい菌」という細菌に感染することで起こる

病気。手足の指先の神経が麻痺したり、皮膚が変形したりする

ことがあったんだ。でも、らい菌の感染力はとても弱く、感染しても

発病することはほとんどないよ。もし発病しても、いまは早期発見

と適切な治療により、後遺症が残ることなく完治するんだ。

ハンセン病とは？
                      びょう                   きん                    さい きん      かんせん                             お

びょう き       て   あし       ゆび さき       しん けい        ま    ひ                       ひ   ふ        へんけい

                                                                  きん      かんせん りょく　　　　　　　  よわ         かんせん     

 はつびょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はつびょう                                    そう  き  はっ  けん

　てきせつ       ち りょう　　　　　　   こう  い しょう     のこ                           かん ち

びょう

ハンセン病患者・元患者と家族の気持ちを考えてみよう
　２月下旬、今も社会に残る、ハンセン病の元患者や家族への偏見・差別をなくすため
のシンポジウムがオンラインで開かれたよ。専門家や当事者の皆さんが、ハンセン病
問題に関する課題や正しい知識、歴史を伝えていくことの大切さを話したんだ。

　ハンセン病への偏見・差別の大きな特徴は、法律が作り出した
ものであるという点です。明治～昭和期に制定された法律は、ハ
ンセン病患者を社会から強制隔離するものでした。これがハンセ
ン病への偏見・差別を生み、患者や家族を苦しめる原因となりま
した。ハンセン病国家賠償訴訟、ハンセン病家族国家賠償請求訴
訟において、熊本地方裁判所がいずれも国の責任を認める判決

を下し、隔離政策の誤りを認定。国は元患者や家族の名誉回復な
どのために取り組みを始めました。しかし、真の救済には差別の
解消が必要です。前述の「家族訴訟」で弁護団団長は、地域の
一人一人が加害者だったと指摘しました。元患者や家族への偏
見・差別をなくし、ハンセン病問題の過ちを繰り返さないために、
これから私たち一人一人が考えていく必要があります。

いま、私たちが考えるべきこととは？

過ちを繰り返さないために 公益財団法人人権教育啓発推進センター 理事長　坂元 茂樹さん

　ハンセン病が治る
ようになってからも、

国が強制隔離を続けたため、怖い病
気だという思いが根付いてしまって
います。この偏見・差別を一掃して、
みんなが共生できる社会になること
を願っています。

偏見・差別の一掃を
全国ハンセン病療養所
入所者協議会 会長

森 和男さん

　私は13歳でハンセ
ン病療養所に強制入

所させられ、家族はバラバラになりま
した。今、私たちは強制（隔離）の場を
共生の場に変える活動をしています。
社会を変えるため、この活動を多くの
方に知ってほしいと思います。

「強制の場」を「共生の場」へ
ハンセン病違憲国家賠償訴訟
全国原告団協議会 事務局長

竪山 勲さん

　 私 たち 患 者 家 族
は、まわりの一般の

人たちからいじめや差別を受けてき
ました。このような被害を生まない
ためには、誰もが、おかしいことはお
かしいと言える人間になることが必
要だと思います。

患者家族の被害とは何だったか
ハンセン病
家族訴訟原告団 副団長

黄光男さん

　国連はＳＤＧｓで、
「誰一人取り残さない

社会を作っていこう」と呼びかけてい
ます。ハンセン病の元患者や家族も
取り残してはなりません。偏見・差別
のない社会に向けて、粘り強く啓発
に取り組んでいく必要があります。

誰一人取り残さない社会を目指す
社会福祉法人慈愛園 理事長・
前熊本県知事

潮谷 義子さん

パネリスト

この知見を次の世代へ
全国人権擁護委員連合会 会長

内田 博文さん

コーディネーター 

　森さんには療養所における課題を、国家賠償訴訟で先頭に立たれた竪山さんには判決後の現状を伺いま
した。黄さんにはハンセン病に関わるこれからの人権教育啓発について、潮谷さんには自治体が偏見・差別
の解消に取り組む際の注意点について知見をお話しいただきました。皆様には心より御礼申し上げます。

びょう　もん　  だい　　　      かん　　　　　　　　      おや　　　　 　こ

知っていますか？
し

へん　　　　　　　　けん さ　　　　　　　　　べつ

しゃ　　　　　　　　 かい

しく　 って正 知
ただ し

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
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ハンセン病問題に関する
「親と子のシンポジウム」
（読売KODOMO新聞）

インターネットバナー広告

啓発動画
「ハンセン病問題を知る

　　～元患者と家族の思い～」
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⑵　国連における取組
我が国は，ハンセン病患者・元患者とその家族等に対する偏見・差別の解消に向けて，

国際社会において主導的な役割を果たしてきている。具体的には，平成20年，平成21年，
平成22年，平成27年及び平成29年の，国連人権理事会において，また，平成22年の国連
総会において，ハンセン病に関する誤った認識や誤解に基づく偏見・差別をなくすため
の決議（ハンセン病差別撤廃決議）案を主提案国として提出し，いずれも全会一致で採
択された。これら決議のフォローアップとして，令和２年７月，我が国は主提案国とし
て，国連人権理事会にブラジル，エクアドル，エチオピア，フィジー，インド，モロッ
コ及びポルトガルとハンセン病差別撤廃決議案を共同提出し，全会一致で採択された。
同決議においては，共同提案国は65か国に達した。この決議は，全世界でハンセン病に
関連する差別問題に苦しむ人々の人権を守るため，人権理事会としてハンセン病差別撤
廃に関する特別報告者の任期を３年間延長することを決定し，また，国連人権高等弁務
官及び同特別報告者に対してハンセン病差別に関する様々な関係者との協議の継続を慫

しょう

慂
よう

している。現職のハンセン病差別撤廃に関する特別報告者であるアリス・クルス（Alice 
Cruz）氏（ポルトガル出身）は，令和２年２月，同特別報告者として初めて訪日し，
政府関係者を始めとする関係者と意見交換するとともにハンセン病療養所等を訪問した。

⑶　ハンセン病患者・元患者とその家族の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所に

おいて人権相談に応じている。人権相談等を通じて，ハンセン病患者等に対する差別等
の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，事案
に応じた適切な措置を講ずることとしている。

  人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

ハンセン病患者等に対する差別待遇 １ ２ ０ １ ０
（法務省人権擁護局の資料による）
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10　刑を終えて出所した人

刑を終えて出所した人等やその家族に対する偏見・差別は根強く，就職に際しての差別
や住居の確保の困難等，社会復帰を目指す人たちにとって，現実は極めて厳しい状況にあ
る。刑を終えて出所した人等が，地域社会の一員として円滑な社会生活を営むためには，
本人の強い更生意欲と併せて，家族はもとより，職場，地域社会の理解と協力が必要であ
る。

政府においては，「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成28年法律第104号）に基づき，
「再犯防止推進計画」（平成29年12月15日閣議決定）を策定し，「就労・住居の確保等」や「民
間協力者の活動の促進，広報・啓発活動の推進等」などを重点課題として位置付け，再犯
防止のための様々な施策を推進している。具体的には，例えば，法務省では，刑を終えて
出所した人等を雇用してくれる協力雇用主を募集し，加えて，就労継続に必要な生活指導
や助言などを行う協力雇用主に対して就労奨励金を支払うなどの取組を行っている。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　犯罪をした人や非行のある少年の改善更生への理解・協力を促進するための取組
法務省では，再犯防止啓発月間及び“社会を明るくする運動”強調月間である７月を中

心に，犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人の改善更生，再犯の防止等について広く
国民の関心と理解を深めるための広報・啓発活動を展開している。

令和２年度は，再犯防止啓発月間中，法務省公式Twitterアカウントを用いたクイズ
等のSNSを活用した再犯防止に関する広報活動等を行った。また，令和３年１月23日に
は，オンラインによる再犯防止広報・啓発イベント「再犯防止ってなに？～誰ひとり取
り残さないまち、そこでは～」をYouTube法務省チャンネルで生配信し，「国と地方が
連携した再犯防止・更生支援の取組」をテーマとして取り上げ，各地方公共団体で実施
されている再犯防止の取組を紹介するなどした。

“社会を明るくする運動”においては，刑を終えて出所した人等に対する偏見・差別を
なくし，全ての国民が安心して暮らせる幸福な社会を実現するために，「幸福の黄色い
羽根」を運動のシンボルとして掲げ，広報啓発イベント，ミニ集会，住民集会，講演会，
弁論大会，作文コンテスト等の啓発活動を全国各地で行っている。

令和２年度は，コロナ禍に対応して，ツイッターやインスタグラムといったSNSを活
用するとともに，芸能事務所と連携したイベントの開催や本格ショートムービーの作成
など，幅広い層に向けた広報活動を積極的に展開した。また，令和２年７月21日には，
首相官邸において「ミライの出会い～ウィズ・コロナ，ポスト・コロナにおける新しい

『出会い』と『立ち直り』～」を開催し，安倍前内閣総理大臣から，犯罪や非行をした
人への偏見・差別の解消に地域社会で取り組む更生保護ボランティアに対してエールの
言葉が贈られた。
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以上のような取組を通じて，犯罪や非行をした人の立ち直り支援に関する国民の理解・
協力を促進し，犯罪や非行のない明るい社会を築くため，様々な機関・団体と広く連携
しながら，地域に根ざした国民運動として一層の推進を図っている。

再犯防止広報・啓発イベントの様子
「あなたは，ひとりじゃない。」

法務省×吉本興業 ショートムービー

第70回“社会を明るくする運動”首相官邸イベント 第70回“社会を明るくする運動”ポスター

⑵　刑を終えて出所した人に対する偏見・差別の解消を目指した啓発活動等
法務省の人権擁護機関では，「刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう」

を強調事項の一つとして掲げ，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。
また，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において人権相談に応じ

ている。人権相談等を通じて，刑を終えた人に対する差別等の人権侵害の疑いのある事
案を認知した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講じ
ている。

 人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

刑を終えた人に対する差別待遇 15 ８ 10 11 ５
（法務省人権擁護局の資料による）
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11　犯罪被害者等

犯罪被害者やその家族は，犯罪そのものやその後遺症によって精神的，経済的に苦しん
でいるにもかかわらず，追い打ちを掛けるように，興味本位のうわさや心ない中傷等によ
り名誉が傷つけられたり，私生活の平穏が脅かされたりするなどの問題が指摘されている。

こうした犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため，平成16年12
月に「犯罪被害者等基本法」（平成16年法律第161号）が成立した。同法に基づき，平成28
年４月に閣議決定された「第３次犯罪被害者等基本計画」（以下「第３次基本計画」という。）
では，四つの基本方針（注１）の下，五つの重点課題（注２）ごとに261の具体的施策が掲げられ，
関係府省庁において第３次基本計画に基づく施策が進められてきた。

また，第３次基本計画の計画期間が令和３年３月末をもって終了することから，令和３
年３月30日には，令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５か年を計画期間とする

「第４次犯罪被害者等基本計画」が閣議決定された。同計画では，第３次基本計画と同様
の基本方針及び重点課題が設定されるとともに，地方公共団体における犯罪被害者等支援，
性犯罪・性暴力や児童虐待等の被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援，加害者処遇
における犯罪被害者等への配慮の充実，インターネット上の誹謗中傷等への適切な対応を
含む様々な犯罪被害者等に配慮した多様な支援など279の具体的施策が掲げられている。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。
（注１） 「四つの基本方針」①尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること，②個々の事情に

応じて適切に行われること，③途切れることなく行われること，④国民の総意を形成しな
がら展開されること

（注２） 「五つの重点課題」①損害回復・経済的支援等への取組，②精神的・身体的被害の回復・
防止への取組，③刑事手続への関与拡充への取組，④支援等のための体制整備への取組，
⑤国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

⑴　犯罪被害者等の人権に関する啓発・広報 
ア　法務省では，犯罪被害者保護・支援のための制度を

広く国民に紹介し，その周知を図るために「犯罪被害
者の方々へ」と題するパンフレットを作成し，全国の
検察庁及び各都道府県警察等において犯罪被害者等に
配布しているほか，同パンフレットを法務省及び検察
庁ホームページに掲載し，情報提供を行っている。  
　また，刑事裁判・少年審判終了後の更生保護におけ
る犯罪被害者等のための制度について，リーフレット
を配布するなどの広報を実施している。  
　さらに，法務省の人権擁護機関では，「犯罪被害者
とその家族の人権に配慮しよう」を強調事項の一つと

被害者保護と支援のための
制度について

検察庁
http://www.kensatsu.go.jp/

法務省のホームページアドレス

http://www.moj.go.jp/

平成30年3月発行

法務省ホームページ「犯罪被害者
の方々へ」のコー

ナーでは，刑事手続の流れや被害
者支援のための制

度の説明などが掲載されています
。

パンフレット
「犯罪被害者の方々へ」
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して掲げ，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。
イ　警察庁では，関係府省庁の協力を得て，毎年11月25日から12月１日までを「犯罪被

害者週間」として設定し，犯罪被害者等に関する国民の理解を深めるための啓発事業
を集中的に実施している。令和２年度は，「犯罪被害者週間」中央イベントを東京で
開催するとともに，地方公共団体等と共催で，地方大会を長崎県及び岐阜県において
開催し，犯罪被害者遺族等による講演やパネルディスカッション等を行った。  
　また，令和２年度の都道府県，政令指定都市等における犯罪被害者週間関連行事に
ついて，全国の開催情報を集約した上で，警察庁ホームページ等を活用し，全国的に
取組がされていることを広報した。  
　また，警察における犯罪被害者支援の広報・啓発として，パンフレット「警察によ
る犯罪被害者支援」，「犯罪被害給付制度のご案内」等の作成及び犯罪被害者支援広報
用ホームぺージ（https://www.npa.go.jp/higaisya/index.html）の開設を行うとともに，
毎年11月の警察庁広報重点として「犯罪被害者等支援活動の周知と参加の促進及び犯
罪被害給付制度の周知徹底」を設定している。都道府県警察では，中・高校生を対象
に，犯罪被害者本人や遺族が直接語り掛ける「命の大切さを学ぶ教室」を実施すると
ともに，中・高校生の参加による，命の大切さや犯罪被害者支援をテーマとする作文
コンクールを実施したほか，大学生を対象にした犯罪被害者支援に関する講義を行う
など，広報・啓発を実施した。  
　このほか，犯罪被害者等への支援活動を行う公益社団法人全国被害者支援ネット
ワークに加盟している民間被害者支援団体等の関係機関・団体との連携を図りながら，
犯罪被害者支援に関する広報・啓発等の活動を行っている。

⑵　犯罪被害者等に対し支援を行う者等に対する教育訓練
ア　検察職員

検察職員に対しては，犯罪被害者保護を目的とした諸制度について，各種研修や日
常業務における上司による指導等を通じて周知し，適正に運用するよう努めている。

イ　警察職員
警察では，犯罪被害者等の立場に立った適切な支援，対応を行うためには，職員に

対する教育が極めて重要との認識の下，犯罪被害者支援の意義や各種施策の概要，犯
罪被害者等の心情への配慮や具体的な対応の在り方等を理解させるための教育を積極
的に実施している。

ウ　保護観察官
保護観察官を対象にした各種研修において，犯罪被害者等に対して適切な対応を行

うことができるようにする観点から，また，保護観察対象者に対して犯罪被害者等の
状況や心情について十分理解させ，その贖

しょく

罪意識の涵
かん

養を図る観点から，犯罪被害者
等が置かれている状況や刑事政策における被害者支援の必要性等をテーマとして，犯
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罪被害当事者や民間の犯罪被害者支援団体の関係者等による講義を実施している。

エ　民間の犯罪被害者支援団体のボランティア等
警察では，民間の犯罪被害者支援団体の一員として犯罪被害者支援を行うボラン

ティア等に対して，警察職員を講師として派遣するほか，被害者支援教育用DVDの
活用等により，一層効果的な教育訓練を行うよう努めている。

⑶　犯罪被害者等の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所に

おいて人権相談に応じている。人権相談等を通じて，犯罪被害者等に対する人権侵害の
疑いのある事案を認知した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切
な措置を講じている。

 人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

犯罪被害者等に関する人権侵犯 ４ ７ ８ ６ 4
（法務省人権擁護局の資料による）
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12　インターネットによる人権侵害

インターネットの普及に伴い，その匿名性，情報発信の容易さから，個人の名誉やプ
ライバシーを侵害したり，差別を助長する表現を掲載したりするなど，人権に関わる様々
な問題が発生している。そのため，一般のインターネット利用者等に対して，個人の名
誉やプライバシーに関する正しい理解を深めるための啓発活動を推進していくことが必
要である。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　個人のプライバシーや名誉に関する正しい知識を深めるための啓発活動
ア　法務省の人権擁護機関では，「インターネットによる人権侵害をなくそう」を強調

事項の一つとして掲げ，講演会等の開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実
施している。  
　特に青少年を中心に深刻化するインターネットによる人権侵害への取組として，全
国の法務局・地方法務局において，中学生等を対象として，携帯電話会社等の実施す
るスマホ・ケータイ安全教室と連携した人権教室を実施した。  
　また，人権に関する正しい理解を深めるとともに，相談先や救済手続を案内するこ
とを目的としたインターネットバナー広告及びインターネットテキスト広告を実施し
た。  
　さらに，腹話術師のいっこく堂氏によるスポット映像「心ない書き込み」，タレン
トの麻尋えりか氏によるスポット映像「ネットによる人権侵害」のほか，インターネッ
ト上における人権尊重やその安全な利用に関する理解や関心を深めることを目的とし
た啓発動画「インターネットと人権～加害者にも被害者にもならないために～」を
YouTube法務省チャンネルで配信している。

イ　警察では，「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」（平成26年
法律第126号）に基づく取締りを推進した。令和２年中の私事性的画像に関する相談
等の中で，同法違反により47件を検挙し，そのうち45件は，電子メールやSNS等のイ
ンターネットを利用したものであった。  
　また，私事性的画像記録等に係る事案の現状・対策，早期相談の重要性，削除申出
方法等，被害防止のための広報啓発活動を推進しており，例えば，警察庁では，ホー
ムページ上に「リベンジポルノ等の被害に遭わないために」と題して，具体的な被害
防止対策を掲載している。

ウ　総務省では，子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に，
児童・生徒，保護者・教職員等に対する学校等の現場での出前講座である「ｅ-ネッ
トキャラバン」の実施，インターネットに係る最新のトラブル事例の予防法等をまと
めた「インターネットトラブル事例集」の作成・公表を行っている。  
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　また，後記「違法・有害情報相談センター」によるセミナーを通じて，安易な個人
情報の投稿等によるプライバシー侵害・名誉毀損等に関する注意喚起を図っている。

エ　内閣府を始め関係省庁では，多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする春
の卒業・進学・新入学の時期に特に重点を置き，地方公共団体，関係団体，関係事業
者等と連携し，毎年，２月から５月にかけて，スマートフォンやSNS等の安全・安心
な利用のための啓発活動を集中的に実施する，「春のあんしんネット・新学期一斉行動」
を展開している。

⑵　インターネットをめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
ア　総務省では，「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開

示に関する法律」（平成13年法律第137号。以下「プロバイダ責任制限法」という。）
の適切な運用の支援に努めている。  
　平成21年８月から，インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進す
るため，インターネット上の違法・有害情報に関する相談を受け付ける「違法・有害
情報相談センター」を設置している。  
　また，電気通信事業者団体において，プロバイダ責任制限法の円滑な運用のため，
実務上の行動指針となるガイドラインを策定しているところ，同ガイドラインのうち，

「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」について，私事
性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律を受け，平成26年12月に，改訂
の支援を行った。  
　さらに，ヘイトスピーチ解消法及び部落差別解消推進法の成立を受け，同じく電気
通信事業者団体により，インターネット上の違法・有害情報に対する適切な対応が行
えるよう策定された「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」
につき平成29年３月に改訂が行われた際には，法務省と共同で支援を行った。また，
ヘイトスピーチや部落差別情報といったインターネット上の人権侵害情報に係る書き
込みへの円滑な対応を可能とするため，平成30年10月より，法務省とともに，通信関
連事業者等との意見交換の場（実務者検討会）を開催している。さらに，令和元年９
月には，総務省及び法務省の支援の下，電気通信事業者団体の主催で「ネット上の人
権侵害対策セミナー」を開催し，インターネット上の人権侵害情報への対応について，
通信関連事業者間での情報共有を行った。

イ　法務省の人権擁護機関では，インターネット上の人権侵害情報（私事性的画像記録
によるものを含む。）について相談を受けた場合には，プロバイダへの発信者情報開
示請求や当該情報の削除依頼の方法を助言するほか，調査の結果，当該情報が名誉毀
損やプライバシー侵害に該当すると認められるときは，「プロバイダ責任制限法名誉
毀損・プライバシー関係ガイドライン」の法務省の人権擁護機関による削除要請に関
する記述をも踏まえ，当該情報の削除をプロバイダ等に求めており，また，特定の地
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域を同和地区であるとするなどの内容の情報についても削除を求めるなどしている。  
　令和２年度においては，著名人に対する誹謗中傷等の問題が大きく報道されるなど，
インターネット上の人権侵害の問題が深刻化したことを踏まえ，関係省庁と連携して
対策の強化に取り組んだ。  
　令和３年３月４日，人権シンポジウム「インターネットと人権・オンラインフォー
ラム～心ない投稿・コメントで人を傷つけないために～」を開催したほか，インター
ネット上の人権侵害に関する関連省庁等の各種の相談窓口を整理したフローチャート
を，総務省と連携して作成し，法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/content/ 
001335056.jpg）で公表した。加えて，総務省及びSNS事業者団体である「一般社団法
人ソーシャルメディア利用環境整備機構」と共同して，「#No Heart No SNS（ハート
がなけりゃ SNSじゃない！）」（ノーハートノーエスエヌエス）をスローガンに，SNS
利用に関する人権啓発サイト（https://no-heart-no-sns.smaj.or.jp/）を開設し，情報
モラルの向上を図るとともに人権相談窓口の周知・広報を行った。さらに，新聞広告，
インターネット動画広告，東京都主要駅構内におけるデジタルサイネージを活用した
広告の実施に加え，公式SNSや法務大臣記者会見時のバックパネルなど，様々な媒体
を用いて，人権に配慮した適切なSNS利用を呼びかけ，相談窓口等を周知した。  
　また，法務省の人権擁護機関が行う削除要請の実効性を向上させるため，法務省の
人権擁護機関の取組についてプロバイダ等により理解を深めてもらうべく，総務省と
も連携してプロバイダ等及び事業者団体との間で実務者検討会を継続的に開催した
り，プロバイダ等と個別に意見交換を行うといった取組を進めている。  
　いじめ防止対策推進法では，インターネットを通じていじめが行われた場合におい
ては，児童等やその保護者が情報の削除等について法務局の協力を求めることができ
る旨の規定（第19条第３項）等が設けられていることから，その趣旨を踏まえて適切
に対応している。

 人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

インターネットに関する人権侵犯 1,909 2,217 1,910 1,985 1,693
（法務省人権擁護局の資料による）

SNS利用に関する人権啓発サイト
「#No Heart No SNS」バナー
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インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内
インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害にあわれた場合

「まもろうよ こころ」（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro

・解決策がわからない
・書き込みを削除したい

書き込んだ人に
賠償等を求めたい

最寄りの警察署や都道府県警察
本部のサイバー犯罪相談窓口

https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html

弁護士に相談
または 法テラス

https://www.houterasu.or.jp

・自分で削除依頼できない
・自分の代わりに削除要請してほしい

・まずアドバイスがほしい
・自分で迅速に削除依頼したい

国の機関に
相談したい

人権問題の専門機関に
相談したい

ネットトラブルの
専門家に相談したい

「違法・有害情報相談センター」
（総務省）

◎相談者自身で行う削除依頼の方法などを
迅速にアドバイスします。

◎インターネットに関する技術や制度等の
専門知識や経験を有する相談員が対応

◎人権侵害に限らず、様々な事案に対して
幅広なアドバイスが可能

◎インターネットで相談の受付や
相談のやりとりを行います。

「誹謗中傷ホットライン」
（セーファーインターネット協会）

◎インターネット上の誹謗中傷について、
連絡を受け付け、一定の基準に該当
すると判断したものについては、
国内外のプロバイダに各社の利用規約
等に沿った対応を促す連絡を行います。

◎インターネット企業有志によって運営
されるセーファーインターネット協会
（SIA）が運営しています。

◎インターネットで連絡を受付し、
やりとりはメールで行います。

迅速な助言 プロバイダへの連絡

https://www.saferinternet.
or.jp/bullying

https://www.

ihaho.jp

※削除要請ではなくアドバイスを行う相談窓口です

「人権相談」
（法務省）

◎相談者自身で行う削除依頼の方法など
の助言に加え、法務局が事案に応じて
プロバイダ等に対する削除要請を行い
ます。

◎削除要請は、専門的知見を有する法務
局が違法性を判断した上で行います。

◎全国の法務局における面談のほか、
電話やインターネットでも相談を
行います（外国語にも対応）。

https://www.jinken.go.jp

「みんなの人権110番」
0570-003-110

※違法性の判断に時間を要する場合があります ※プロバイダへの連絡を行わない場合もあります

削除要請・助言

◎悩みや不安を抱えて困っている方に対して、気軽に相談
できる窓口を紹介しています。電話、メール、チャット、
SNSなど、様々な方法による相談が可能です。

民間機関に
相談したい

※上記のほか、学校や地方公共団体にある相談窓口も活用してください。

・身の危険を感じる
・犯人を処罰してほしい

解決策について相談したい 悩みや不安を聞いてほしい

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内

⑶　インターネット等を介したいじめ等への対応
文部科学省では，「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする

ための施策に関する基本的な計画」等に基づき，フィルタリングやインターネット利用
のルールに関する学習・参加型シンポジウムの開催や普及啓発資料の配布等を通して，
地域・民間団体・関係府省庁等と連携しつつ，保護者及び青少年に対する啓発や教育活
動を推進している。

また，平成26年度から引き続き，都道府県・指定都市において実施されているネット
パトロール監視員や民間の専門機関の活用等による学校ネットパトロールの取組への支
援を行っている。
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さらに，学習指導要領に基づき，インターネットの適切な利用を含む情報モラルに関
する教育を推進している。



7979

第
１
章

第
２
節　
人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

13　北朝鮮当局によって拉致された被害者等

北朝鮮当局による日本人拉致は，我が国に対する主権侵害であるとともに，重大な人権
侵害である。

拉致問題に関する啓発については，「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題へ
の対処に関する法律」（平成18年法律第96号。以下「北朝鮮人権法」という。）において，
政府及び地方公共団体が拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論
の啓発を図るよう努めるものと定められている。

また，「人権教育・啓発に関する基本計画」においては，「各人権課題に関する取組」の
中の「北朝鮮当局による拉致問題等」（平成23年４月１日一部変更）で，拉致問題等につ
いての正しい知識の普及を図り，国民の関心と認識を深めるための取組を積極的に推進す
るものと定められている。

さらに，拉致問題の解決には，国内世論及び国際世論の後押しが重要であるとの観点か
ら，政府は，拉致問題に関する国内外の理解促進に努めている。

令和２年度の取組は，以下のとおりである。

⑴　北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取組
北朝鮮人権法は，12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めて

いる。令和２年度は，政府主催イベントとして，令和２年12月12日に，拉致問題対策本
部と法務省の共催，外務省と文部科学省の後援による政府主催国際シンポジウム「グロー
バルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携」を東京都千代田区において開催
した。同シンポジウムでは，北朝鮮による拉致問題の実態と御家族の苦悩について，被
害者の御家族からの「生の声」の訴えが行われたほか，北朝鮮問題に詳しい内外の有識
者を招き，グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携のあり方につい
て議論を行った。また，当該政府主催イベントの中で，中学生及び高校生を対象とする
北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールの表彰式を行い，加藤内閣官房長官兼拉致
問題担当大臣から受賞者への表彰状の授与及び最優秀賞受賞者による作文の朗読や拉致
現場視察（新潟市）の感想の発表が行われた。

さらに，同週間の周知を目的として，インターネットバナー広告，インターネットテ
キスト広告及び交通広告を実施し，全国の地方新聞52紙へ広告を掲載したほか，啓発週
間ポスターを作成し，関係府省庁や地方公共団体と連携して，全国各地でポスターを掲
出するなど，同週間にふさわしい活動に取り組んだ。
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作文コンクール表彰式

拉致被害者の1日も早い帰国を目指し、政府は全力で取り組んでまいります。

拉致問題の解決のためには、私たち一人ひとりの強い想いが必要です。

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
http://www.rachi.go.jp/拉致問題対策本部ホームページ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken103.html法務省ホームページ

12月
10日～16日

北朝鮮
人権侵害問題
啓発週間

必ず
取り戻す。

日時：12月12日（土） 14時～
主催：政府 拉致問題対策本部、法務省
※詳細は、追って拉致問題対策本部ホームページに掲載されます。

場所：イイノホール（東京都千代田区内幸町2丁目1-1）（予定）
※ウェブ配信も行う予定

お問合せ先：03‐3581‐8898

政府主催  拉致問題に関する国際シンポジウム

ポスター
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

国際シンポジウム
「グローバルな課題としての拉致問題の

解決に向けた国際連携」

⑵　広報媒体の活用
拉致問題対策本部は，啓発用のポスターやパンフレットの各団体への配布，政府主催

の拉致問題啓発のための舞台劇公演実施，内閣府庁舎１階の啓発コーナー「拉致問題を
知るひろば」の運営，映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」及びアニメ「めぐみ」・

「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」の上映会開催などを行ったほか，令和２年度は，
YouTube拉致問題対策本部公式動画チャンネル，拉致問題対策本部公式Twitterアカウ
ントを開設した。

⑶　地方公共団体・民間団体との協力
拉致問題対策本部は，地方公共団体及び民間団体との共催による啓発行事として「拉

致問題を考える国民の集い」を開催したほか，地方公共団体等との共催による，映画「め
ぐみ―引き裂かれた家族の30年」及びアニメ「めぐみ」・「拉致被害者御家族ビデオメッ
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セージ」の上映会を開催した。また，地方公共団体
と共催，法務省，外務省及び文部科学省の後援により，
拉致問題啓発行事として，舞台劇「めぐみへの誓い
―奪還―」を鳥取県米子市，青森県青森市において
上演した。

⑷　学校教育における取組
文部科学省では，各都道府県教育委員会等の人権

教育担当者を対象とした会議や独立行政法人教職員
支援機構が実施する人権教育指導者養成研修等にお
いて，「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝
鮮当局による拉致問題等」が盛り込まれた趣旨を情
報提供するなど，各種機会を通じて周知を図っている。

拉致問題対策本部においては，引き続き，北朝鮮人権問題啓発週間作文コンクールを
実施し，令和２年度において，これまでの中学生・高校生部門に加え，英語エッセイ部
門を新設した。また，平成30年度より「拉致問題に関する教員等研修」を実施しており，
令和２年度においては，校長等の管理職を対象とした研修を実施した。加えて，令和元
年度に引き続き，初等中等教育に携わる教員を目指す大学生を対象に，拉致問題に関す
る授業の指導案を作成するとともに，それらの指導案を活用した実践事例を積み重ねる

「拉致問題に関する授業実践事業」を実施した。

⑸　海外に向けた情報発信
令和２年10月，コロナ禍の中における国際社会への発信強化のため，各国政府や国内

外の被害者御家族等の協力の下，国際発信ビデオメッセージ「拉致問題解決を求める国
際社会の声」を制作・発信した。

また，各国首脳・外相との会談，G ７サミット・外相会合，日中韓サミット・外相会議，
日米韓外相会合，ASEAN関連首脳・外相会議，国連関係会合を含む国際会議などの外
交上のあらゆる機会を捉え，拉致問題を提起し，諸外国からの理解と支持を得てきた。

米国については，トランプ大統領（当時）が，安倍内閣総理大臣（当時）からの要請
を受け，平成30年６月の米朝首脳会談において金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長
に対して拉致問題を取り上げた。

平成31年２月の第２回米朝首脳会談では，トランプ大統領（当時）から金正恩国務委
員長に対して初日の最初に行った一対一の会談の場で拉致問題を提起し，拉致問題につ
いての安倍内閣総理大臣（当時）の考え方を明確に伝え，また，その後の少人数夕食会
で，拉致問題を提起し，首脳間での真剣な議論が行われた。トランプ大統領（当時）は，
平成29年11月の訪日の際に続き，令和元年５月の訪日の際にも拉致被害者の御家族と面

１０月27日（火）

（主催：政 府拉 致問題 対 策本部、青森県、青森市　後 援：法務 省、外務 省、文部 科学省）

12：30開場／13：30開会  16：00閉会（予定）

○主催者等挨拶
○拉致問題の概要説明
○舞台劇「めぐみへの誓い－奪還－」上演
　脚本・演出：野伏翔
　上演：劇団夜想会
　出演：原田大二郎（横田滋 役）
 石村とも子（横田早紀江 役）
 仁科咲姫（横田めぐみ 役）
 半井小絵（田口八重子 役）　他　
○拉致問題啓発パネル展示

青森県環境生活部県民生活文化課旅券グループ
※申込方法は裏面をご覧ください。

申 込 先

内閣官房 拉致問題対策本部事務局 政策企画室
03-3581-8898
03-3581-6011

問 合 せ 先

電 話：
ＦＡＸ：

青森県環境生活部県民生活文化課旅券グループ
017-777-4499
017-734-8048

電 話：
ＦＡＸ：

青森市市民部人権男女共同参画課
017-734-2296
017-734-5765

電 話：
ＦＡＸ：

プログラム

青森県青森市柳川１丁目2番14号

（応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。なお、募集定員については新型コロナウイルス感染症に関する今後の状況等により決定いたします。
また、状況によっては、公演を中止させていただくこともあります。）

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

10月9日（金）

場所

申込
期限

横田滋 ： 原田大二郎

横田早紀江 ： 石村とも子

横田めぐみ ： 仁科咲姫

田口八重子 ： 半井小絵

入場無料事前申込制・先着順

チラシ「拉致問題啓発舞台劇公演
『めぐみへの誓い―奪還―』」
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会し，御家族の方々の思いのこもった訴えに熱
心に耳を傾け，御家族の方々を励まし，勇気付
けた。また，令和２年９月の日米電話首脳会談
において，菅内閣総理大臣からトランプ大統領

（当時）に対して，拉致問題の早期解決に向け果
断に取り組んでいく考えであると述べ，同問題
の解決に向け，引き続きの全面的な支援を求め
た。令和３年１月のバイデン大統領との電話首
脳会談においても，菅内閣総理大臣から拉致問
題の早期の解決に向けて理解と協力を求め，バイデン大統領から支持を得た。

その他にも，外務省では，在外公館において，各国政府関係者，報道関係者，有識者
等に対し，各種広報媒体を活用し，拉致問題についての説明・啓発を行った。

⑹　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めるための啓発活動
法務省の人権擁護機関では，「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよ

う」を強調事項の一つとして掲げ，北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に，講演会等の
開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。

また，北朝鮮人権侵害問題啓発週間に当たっては，全国の地方新聞52紙への広告掲載，
全国の主要路線における車内広告，インターネット広告及びポスターの作成・配布を実
施し，同週間及び政府主催国際シンポジウムの開催を広く周知した。

⑺　国連における取組
令和２年６月には国連人権理事会，同年12月には国連総会，また，令和３年３月には

国連人権理事会において，欧州連合（EU）が提出し，我が国が共同提案国となった，
北朝鮮人権状況決議案が無投票採択された。特に，令和３年の国連人権理事会で採択さ
れた決議では，北朝鮮に対して，全ての拉致被害者の即時帰国を強く要求する旨を始め，
拉致問題に関してしっかりと記載されており，具体的には「拉致被害者及び家族が高齢
化している中，国際的な拉致問題及び全ての拉致被害者の即時帰国の緊急性及び重要性
を深刻な懸念をもって改めて強調」，「拉致被害者及び家族が長きにわたり被り続ける多
大な苦しみ，（中略）並びに，北朝鮮が前向きな行動をとっていないことに対し深刻な
懸念を表明」，「北朝鮮に対し，全ての強制失踪の申立てへの対処，その被害者の家族に
対する被害者の安否及び所在に関する正確かつ詳細な情報の誠実な提供，全ての拉致被
害者に関する全ての問題，特に全ての日本人及び韓国人拉致被害者の即時帰国の実現を
強く要求」する等の文言が含まれた。

また，令和２年12月12日（NY時間11日）には，国連安全保障理事会は非公式協議の「そ
の他の議題（AOB）」において，北朝鮮の人権状況についての協議を行い，理事国では

国際発信ビデオメッセージ
「拉致問題解決を求める国際社会の声」
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ない我が国は協議には出席しなかったものの，協議後に発出された有志国による共同ス
テートメントに参加した。同ステートメントには，我が国に加えて，理事国（当時）７
か国（米・英・仏・独・ベルギー・エストニア・ドミニカ共和国）が参加し，拉致問題
の早期解決，特に拉致被害者の即時帰国を強く求めるとの内容が含まれている。

⑻　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所に

おいて人権相談に応じている。人権相談等を通じて，人権侵害の疑いのある事案を認知
した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講ずることと
している。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

北朝鮮当局によって拉致された
被害者等に対する人権侵犯 ２ ０ ０ ０ ０

（法務省人権擁護局の資料による）
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14　その他の人権課題

政府は，人権教育・啓発に関する基本計画に明示的に掲げられている人権課題に加え，
その他の課題についても，それぞれの問題状況に応じて，その解決に資する施策を実施し
ている。

その中には，広島・長崎の原子爆弾被爆者に関する人権問題として，被爆に関するいわ
れなき差別や風評被害など筆舌に尽くし難い人権問題が長年にわたり発生しているなど，
唯一の戦争被爆国である我が国として，引き続きの施策強化を必要とする課題もある。

ここでは，その他の課題のうち，法務省の人権擁護機関が啓発活動の強調事項として掲
げているものを取り上げ，各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を取りまとめた。

⑴　ホームレスの人権及びホームレスの自立の支援等
平成14年に制定された「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（平成14年

法律第105号）では，ホームレスの自立の支援等に関してはホームレスの人権に配慮す
ることが定められている。同法は10年間の限時法として制定されたものであるが，平成
24年６月にその期限が５年間延長され，更に平成29年６月に10年間延長されたところで
ある。

また，同法に基づき，平成30年７月にホームレスの実態に関する全国調査の結果を踏
まえて策定した「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」では，ホームレス及び
近隣住民の双方の人権に配慮しつつ，啓発広報活動，人権相談等の取組により，ホーム
レスの人権の擁護を推進することが必要であること等が盛り込まれている。

これらも踏まえ，法務省の人権擁護機関では，「ホームレスに対する偏見や差別をな
くそう」を強調事項の一つとして掲げ，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施し
ている。

令和３年１月31日，人権シンポジウム「震災と人権～避難所で必要とされる人権への
配慮～」において，令和元年度に報道された，災害発生時に避難所を訪れたホームレス
が受入れを拒否された事案を取り上げ，ホームレスに対する偏見や差別をなくすよう訴
えた。

また，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において人権相談に応じ
ている。人権相談等を通じて，ホームレスに関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある
事案を認知した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講
じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

 ホームレスに対する人権侵犯 ３ １ １ ３ １
（法務省人権擁護局の資料による）
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⑵　性的指向・性自認（性同一性）に関する人権
性的指向とは，人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念である。同性

愛者，両性愛者の人々に対する性的指向を理由とする差別的取扱いについては，現在で
は，不当なことであるという認識が広がっているが，いまだ偏見や差別が起きており，
場合によっては職場を追われることさえある。

性自認（性同一性）とは，自己の性をどのように認識しているのかを示す概念である。
生物学的な性と性の自己意識とが一致しない人々は，社会の中で偏見の目にさらされ，
昇進を妨げられたり，学校生活でいじめられたりするなどの差別を受けている。
ア　法務省の人権擁護機関では，「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなく

そう」を強調事項として掲げ，講演会等の開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活
動を実施している。  
　その一環として，性的指向及び性自認（性同一性）をテーマとした啓発動画「りん
ごの色～ LGBTを知っていますか？～」のYouTube法務省チャンネルでの配信や，
啓発動画「あなたが　あなたらしく生きるために　性的マイノリティと人権」の法務
局・地方法務局における貸し出し等を行っている。  
　加えて，「LGBTに関する人権啓発リーフレット（一般向け及び子ども向け）」を全
国の法務局・地方法務局等で配布するとともに，法務省ホームページに「LGBTに関
する特設サイト」を開設している。  
　また，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において人権相談に応
じている。人権相談等を通じて，性的指向や性自認（性同一性）に関する嫌がらせ等
の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は，人権侵犯事件として調査を行い，事
案に応じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

性的指向を理由とした人権侵犯 ９ ８ ７ ９ ４

性自認（性同一性）を理由とした
人権侵犯 ６ 18 12 ８ 13

（法務省人権擁護局の資料による）

イ　文部科学省では，平成27年４月，「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細か
な対応の実施等について」を通知し，学校における適切な教育相談の実施等を促して
いる。また，平成28年４月，「性同一性障害や性的指向・性自認に係る，児童生徒に
対するきめ細かな対応等の実施について」（教職員向けパンフレット）を文部科学省
ホームページ（https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfi
le/2016/04/01/1369211_01.pdf）において公表するとともに，同年７月，全国の小中
高等学校等に配布した。また，日本学生支援機構と文部科学省が協力の下，平成30年
12月に大学等における性的指向・性自認（性同一性）の多様な在り方の理解増進に向
けた啓発資料を作成し，全ての大学等に配布するとともに，令和２年度においても，
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大学等の教職員が出席する会議等を通じて，学生の意思等に配慮したきめ細かな対応
を依頼している。

ウ　厚生労働省では，性的指向・性自認（性同一性）を理由としたものも含め，社会的
な繋がりが希薄な方々の相談先として，24時間365日無料の電話相談窓口を各地域に
設置するとともに，必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的な解決に繋げ
る寄り添い支援を行っている。  
　また，職場における性的指向・性自認（性同一性）に関する正しい理解を促進する
ため，性的指向・性自認（性同一性）に関する企業の取組事例等を調査する事業を実
施し，調査結果等をまとめた事例集等を作成し，周知している。  
　このほか，職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の
新設等を内容とする改正労働施策総合推進法に基づく指針において，相手の性的指向・
性自認（性同一性）に関する侮辱的な言動を行うこと等をパワーハラスメントに該当
すると考えられる例として明記した。  
　さらに，公正な採用選考についての事業主向けパンフレット等に「LGBT等の性的
マイノリティの方など特定の人を排除しない」旨記載し，ホームページ上にも公表し
ている。

⑶　人身取引（性的サービスや労働の強要等）事犯への適切な対応
人身取引（性的サービスや労働の強要等）は重大な人権侵害であり，人道的観点から

も迅速・的確な対応が求められている。これは，人身取引が，その被害者に対して深刻
な精神的・肉体的苦痛をもたらし，その被害の回復は非常に困難だからである。
ア　政府では，平成16年４月から「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を開催す

るなどして関係行政機関が緊密な連携を図りつつ，「人身取引対策行動計画」（平成16
年12月），「人身取引対策行動計画2009」（平成21年12月）に基づき，人身取引の防止・
撲滅と被害者の適切な保護を推進してきたところ，引き続き人身取引対策に係る情勢
に適切に対処し，政府一体となってより強力に，総合的かつ包括的な人身取引対策に
取り組んでいくため，平成26年12月，犯罪対策閣僚会議において「人身取引対策行動
計画2014」を策定するとともに，関係閣僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時
開催することとした。  
　令和２年５月，人身取引対策推進会議の第６回会合を開催し，我が国における人身
取引による被害の状況や，関係省庁による人身取引対策の取組状況等をまとめた年次
報告「人身取引（性的サービスや労働の強要等）対策に関する取組について」を決定・
公表し，引き続き，人身取引の根絶を目指し，人身取引対策行動計画2014に基づく取
組を着実に進めていくことを確認した。

イ　出入国在留管理庁では，人身取引対策への取組を，「出入国在留管理」（出入国在留
管理行政の現状についての報告書），パンフレット及びホームページに掲載しており，
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ホームページにおいては８言語で人身取引被害者の保護に必要な情報を提供している。 
　また，毎年実施している「不法就労外国人対策キャンペーン月間」において，不法
就労防止への協力を呼び掛けるリーフレットを作成し，法務省ホームページに掲載す
るとともに，関係機関等に配布するなどの広報活動を実施して，不法就労対策を通じ
た人身取引防止のための啓発活動を行っている。  
　法務省の人権擁護機関では，「人身取引をなくそう」を強調事項の一つとして掲げ，
啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を実施している。  
　また，法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において人権相談に応
じている。人権相談等を通じて，人権侵害の疑いのある事実を認知した場合は，人権
侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講ずることとしている。

人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

人身取引に関する人権侵犯 ０ ０ ０ ０ ０
（法務省人権擁護局の資料による）

ウ　外務省では，被害者の我が国への入国を未然に防止する観点から，在外公館等にお
ける査証審査を厳格に行っている。また，外務省ホームページ上で「人身取引対策に
伴う査証審査厳格化措置」についての広報活動を実施している。  
　さらに，平成16年以降，関係省庁から構成される「人身取引対策に関する政府協議
調査団」を延べ27か国・地域に派遣し，派遣先の政府関係機関，国際機関現地事務所
及び現地NGO等との意見交換を通じて，人身取引の被害実態，訴追・保護への取組，
課題等を双方で把握し，連携を強化している（令和２年度についてはコロナ禍のため
同調査団の派遣は実施していない。）。  
　加えて，我が国で認知された外国人人身取引被害者に対しては，国際移住機関（IOM）
への拠出を通じ，人身取引被害者の帰国支援及び帰国後の社会復帰支援事業（就労・
職業支援，医療費の提供等）を行っており，平成17年５月１日以降令和３年３月31日
までに，計343人の被害者が同事業により母国への安
全な帰国を果たした。  
　そのほか，外国人被害者の相談窓口等を記載した
警察庁作成の多言語対応リーフレットを在京大使館
及び各国に所在する在外公館に配布し，人身取引の
啓発と被害者の認知促進に努めている。

エ　内閣府では，人身取引対策の啓発用ポスター及び
リーフレットを作成し，地方公共団体，空港・港湾，
大学・高等専門学校等，日本旅行業協会，国際移住
機関（IOM），その他関係機関に配布し，人身取引に
関する広報・啓発活動を実施した。

オ　警察庁では，人身取引被害の警察等への連絡を呼 ポスター「人身取引対策」
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び掛けるリーフレットを多言語で作成し，人身取引被害者等の目に触れやすいところ
へ配布するとともに，NGOと意見交換しながら人身取引の実態を分かりやすく示し
た資料を作成し，リーフレットとともに警察庁ウェブサイトに掲載している。  
　また，警察庁の委託を受けた民間団体が市民から匿名による人身取引事犯等に関す
る通報を受け付ける「匿名通報事業」（https://www.tokumei24.jp/）を運用している。

カ　厚生労働省では，人身取引対策行動計画 
　2014に基づき，婦人相談所において，国籍・

年齢を問わず，人身取引被害女性の保護
を行い，その宗教的生活や食生活を尊重
した支援を実施している。

キ　法務省の人権擁護機関では，平成27年
10月から，人権侵犯事件の調査救済手続
において，男性を含めた人身取引被害者
に対し，緊急避難措置として宿泊施設を
提供する制度を運用している。

⑷　東日本大震災に伴う人権問題
平成23年３月11日に発生した東日本大震災は，被災地域が東日本全域に及び，死者

１万5,899人，行方不明者2,526人，負傷者6,167人の甚大な人的被害が生じたほか，全・
半壊建物は40万5,117戸にも及ぶ（令和３年３月10日警察庁緊急災害警備本部広報資料
による。）未曾有の大災害である。また，地震と津波に伴い発生した東京電力福島第一
原子力発電所事故は，被害をより深刻なものとした。東日本大震災による避難者は，被
害の大きかった岩手県，宮城県及び福島県を中心に令和３年３月10日時点で約４万988
人に及んでいる（復興庁調べ）。
ア　避難生活における啓発等

ア 　法務省の人権擁護機関では，「東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう」
を強調事項の一つとして掲げ，シンポジウムの開催，啓発冊子の配布等，各種人権
啓発活動を実施している。

令和３年１月31日には，人権シンポジウム「震災と人権～避難所で必要とされる
人権への配慮～」をオンラインにより開催した。

また，東日本大震災に伴って生起する様々な人権問題について対処するとともに，
新たな人権問題の発生を防止するため，仮設住宅等を訪問するなどして，被災者の
心のケアを含めた人権相談に応じている。また，人権相談等を通じて，人権侵害の
疑いのある事案を認知した場合には，人権侵犯事件として調査を行い，事案に応じ
た適切な措置を講ずることとしている。

リーフレット「人身取引対策」
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人権シンポジウム「震災と人権～避難所で必要とされる人権への配慮～」採録記事
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人権侵犯事件数（開始件数） 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

東日本大震災に起因する人権侵犯 ５ ５ １ ０ 0
（法務省人権擁護局の資料による）

イ 　内閣府では，令和２年度，福島県において，女性の悩みや女性に対する暴力等に
関する相談に対応するため「東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事
業」を実施した。

ウ 　文部科学省では，被災した子どもの心のケア等への対応のため，学校などにスクー
ルカウンセラー等を派遣するために必要な経費を支援している。令和２年度予算に
おいても，被災自治体の要望を踏まえ，スクールカウンセラー等を派遣するために
必要な措置をしている。

イ　原発事故に伴う風評被害等
ア 　東日本大震災から10年が経過したが，東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う

風評に基づく偏見，差別は今なお懸念されている。
法務省の人権擁護機関では，東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う風評に基

づく差別的取扱い等，東日本大震災に伴って生起する様々な人権問題について対処
するとともに，新たな人権侵害の発生を防止するため，文部科学省が小・中・高等
学校等向けの資料として作成している放射能副読本について，法務省ホームページ
においても周知するほか，各種人権啓発活動を実施している。

イ 　文部科学省では，神奈川県横浜市などで原子力発電所事故により避難している児
童生徒がいじめに遭い，学校等が適切な対応を行わなかった事案を受けて，平成28
年12月，被災児童生徒を受け入れる学校に対して，①原発事故の避難者である児童
生徒を含め，被災児童生徒へのいじめの有無等の確認を行うこと，②被災児童生徒
に対して，心のケアなど，日常的に格別の配慮を行うことなどの対応を求める通知
を発出した。また，平成29年３月，「国のいじめ防止基本方針」を改定し，被災児
童生徒に対するいじめの未然防止・早期発見に取り組むことを新たに盛り込み，教
職員に対して適切な対応を求めている。さらに，平成29年４月11日，被災児童生徒
へのいじめの防止について，全国の児童生徒，保護者，地域住民，教育委員会等の
職員，学校の教職員に向けて，文部科学大臣からメッセージを発表した。令和２年
度においては，引き続き，各教育委員会等の生徒指導担当者等を対象としたいじめ
に関する行政説明の開催等を通じて，上記の内容を含め，各教育委員会・学校等に
対し，被災児童生徒へのいじめに対する適切な対応を求めた。

また，児童生徒が放射線に関する科学的な知識を身に付け，理解を深めることが
できるよう，放射線副読本を全国の小・中・高等学校等に配布した。この中では，
避難児童生徒に対する差別やいじめを防止する内容を充実させている。



9191

第
１
章

第
２
節　
人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

トピックス

「ビジネスと人権」に関する我が国の取組

企業活動のグローバル化が進む中，企業による人権尊重の必要性について国際的な
関心が高まっています。国連の場では，平成23年の第17回国連人権理事会（※）で，
人権を保護する国家の義務や人権を尊重する企業の責任，ビジネス関連の人権侵害に
関する救済へのアクセスについての原則を示した「ビジネスと人権に関する指導原則：
国連「保護，尊重及び救済」枠組みの実施」（以下「指導原則」という。）が全会一致
で支持されました。「指導原則」は，企業活動における人権尊重の指針として用いら
れています。

平成27年に国連で，「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す「持続可能な開発
目標（SDGs（Sustainable Development Goals））」が定められた際にも，「指導原則」
遵守の重要性が確認されており，投資家，市民社会，消費者からも企業に人権尊重を
求める意識が高まってきており，企業は，人権を尊重した行動をとることが求められ
てきています。

このように「ビジネスと人権」に対する国内外の関心が高まる中，平成28年，日本
政府は「指導原則」の着実な履行の一つとして，「ビジネスと人権」に関する行動計
画を策定することを決定しました。本行動計画の策定は，SDGsの達成に向けた主要
な取組の一つとしても位置付けられており，令和元年12月に決定された「SDGs実施
指針改定版」に行動計画を策定していくことを明記しています。SDGsに取り組む上
でも，企業は人権を尊重した行動をとることが求められています。

行動計画策定の第一段階として，平成30年に，関係する全府省庁が参加する形で，
企業活動に関連する我が国の法制度や施策等の現状把握を行いました。その上で，実
態を把握するため，経済界，労働界，法曹界，市民社会等の代表的な組織の参加を得
て，計10回の意見交換会を実施し，その結果を報告書に取りまとめました。

令和元年，行動計画の策定に向けて，関係府省庁間の調整を図る連絡会議を設置し
ました。また，幅広い意見を聴取することを目的として，諮問委員会及び作業部会を
設置し，経済界，労働界，法曹界，学識経験者，市民社会，消費者団体等のほか，更
には海外の有識者の間での議論等を通じ，令和元年７月に行動計画に盛り込む優先分
野を特定しました。令和２年２月には，行動計画の原案を作成し，同年２月17日から
１か月間，パブリックコメントを募集しました。これら様々な意見も踏まえ，令和２
年10月，関係府省庁連絡会議において，企業活動における人権尊重の促進を図るため，

「ビジネスと人権」に関する行動計画が策定されました。
行動計画では，「ビジネスと人権」に関して，今後政府が取り組む各種施策が記載

されているほか，企業に対し，人権デュー・ディリジェンス（企業活動における人権
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への影響の特定，予防・軽減，対処，情報提供を行うこと）導入促進への期待が表明
されています。

行動計画の周知，人権デュー・ディリジェンスに関する啓発については，行動計画
においても，全府省庁で行っていくと記載されており，各省庁で実施を図っていきま
す。例えば，ジュネーブで開催された国連ビジネスと人権フォーラムといった国際場
裡や，経済団体，国際機関やステークホルダー団体が開催した会合などにおいて，行
動計画の周知を行ってきています。また，外務省では，「ビジネスと人権」関連情報
を紹介するポータルサイトを立ち上げ，「ビジネスと人権」の周知を目的とした啓発
資料「誰一人取り残さない社会に向けて」，「指導原則」広報動画，行動計画広報動画

（日英）などを配信して，企業活動における人権尊重の促進を図っています。
法務省の人権擁護機関においても，企業関係者等を対象に，行動計画に基づく企業

行動が国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進に貢献し，企業価値の向上に寄与
することの理解を促進するとともに，人権的視点に立った企業活動を促すため，各種
取組を実施しています。令和２年12月４日には，内閣府政府広報室との共催により，
オンラインシンポジウム「『ビジネスと人権～企業に求められる人権に配慮した行動
～』in茨城」を開催し，SDGs及び行動計画についての基調講演や企業における取組
例の紹介，SDGsと行動計画に取り組むことで企業価値及び国際競争力を向上させる
ためのパネルディスカッションを行いました。また，企業担当者等の「ビジネスと人
権」に関する理解を深めるとともに，企業担当者等が企業内において，従業員等を対
象に「ビジネスと人権」をテーマとする研修を実施することができるよう，啓発資料

「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応」を作成，公表しました。そのほか，
全国の法務局・地方法務局において，企業等からの要望に応じて，講師として人権擁
護委員や法務局職員を派遣して人権研修を実施したり，企業内で問題となることの多
い人権課題（ハラスメントや性的指向・性自認（性同一性），障害のある人，外国人等）
について，ドラマ形式で分かりやすく紹介した啓発動画及び啓発冊子「企業と人権～
職場からつくる人権尊重社会」を始め，各種人権啓発資料の配信・配布等を行ったり
するなど，「ビジネスと人権」に取り組む企業等を支援する取組を実施しています。

令和３年は，「指導原則」採択10周年に当たり，国際社会においても，「ビジネスと
人権」がますます注目される中，我が国においては，行動計画の実施や周知を通じて，

「ビジネスと人権」に関する関係府省庁の政策の一貫性を確保するとともに，責任あ
る企業行動の促進を図り，国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進に貢献し，日
本企業の企業価値と国際競争力の向上，そしてSDGs達成への貢献を図ってまいります。

※ 国連人権理事会は，国連における人権の主流化の流れの中で，人権問題への対処
能力強化のため，国連総会の下部機関として平成18年にスイス・ジュネーブに設
置されました。  
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（参考）ビジネスと人権情報ポータルサイト（外務省HP）   
 

「ビジネスと人権」に関する行動計画 冊子「誰一人取り残さない社会に向けて」

公益財団法人人権教育啓発推進センター

今企業に求められる

「ビジネスと人権に関する調査研究」報告書

「ビジネスと人権」
への対応 概要版

法務省人権擁護局

冊子「今企業に求められる『ビジネスと
人権』への対応」

トピックス

職場におけるハラスメント防止対策の推進

パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の職場におけるハラスメント
は，個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為で
す。特に，職場におけるパワーハラスメントについては，近年，都道府県労働局や労
働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに寄せられた職場のいじめ・嫌がらせ
に関する相談が増加を続けるなど，社会問題として顕在化しています。  
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　このような背景を踏まえ，令和２年６月，女性活躍推進法等一部改正法の施行によ
り，職場におけるパワーハラスメントの防止措置が義務化されました（中小事業主は
令和４年３月31日まで努力義務）。併せて，セクシュアルハラスメント，妊娠・出産・
育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され，労働者が事業主に職場
におけるハラスメントに関する相談をしたこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等
が盛り込まれるなど，職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。

厚生労働省では，改正法の周知を図るとともに，職場におけるパワーハラスメント，
セクシュアルハラスメント，妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措
置が徹底されるよう，事業主への周知を行っています。また，法律に基づく措置を講
じていない事業主に対しては，都道府県労働局において助言・指導等を適切に行って
おり，事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には，円滑かつ迅速な解決が図られる
よう援助を行っています。併せて，職場におけるハラスメントの防止対策を促進する
ため，ハラスメント総合情報ポータルサイトの運営やリーフレット等による周知啓発
を実施しています。

パンフレット「事業主の皆さまへ」
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第

節３ 人権に関わりの深い特定の職業に
従事する者に対する研修等

１　研修

⑴　検察職員
検察職員に対しては，経験年数に応じて実施する各種研修において，人権等に関する

講義を実施しているほか，日常業務における上司による指導等を通じ，基本的人権を尊
重した検察活動の徹底を図っている。

令和２年度の研修としては，新任検事を対象とした「新任検事研修」や任官後おおむ
ね３年前後の検事を対象とした「検事一般研修」等において，犯罪被害者や被疑者・被
告人等の人権に関する講義及び国際人権関係条約に関する講義等を実施した。

⑵　矯正施設職員
初任研修課程及び任用研修課程等において，新採用職員，幹部職員等に対し，被収容

者の権利保障・国際準則等，人権啓発，個人情報の保護，犯罪被害者の人権，セクシュ
アルハラスメント等に係る講義を実施しているほか，憲法，成人矯正法等の講義におい
ても人権に関する視点を取り入れている。

また，令和２年度は，専門研修課程において，矯正施設で勤務し，被収容者の処遇等
に従事する職員に対し，相手の立場に立ち，相手の気持ちを考えながら冷静な対応がで
きる能力を習得させるとの観点から，民間プログラムによる実務に即した行動科学的な
視点を取り入れた研修を行った（「アンガー・マネジメント」研修：刑事施設の中間監
督者及び少年院の専門官等31人）。

さらに，参加した研修員を講師として所属する矯正施設においても自庁研修を実施
した。

このほか，各矯正施設においては，事例研究，ロールプレイング等の実務に即した自
庁研修を行うなど，職員の人権意識の向上に努めている。

⑶　更生保護官署関係職員
更生保護官署関係職員を対象として，在職年数等に応じて実施している各種研修にお

いて，保護観察官に対しては，犯罪被害者及び保護観察等対象者等の人権等に関する講
義を，社会復帰調整官に対しては，犯罪被害者及び医療観察対象者の人権等に関する講
義を，それぞれ実施しており，令和２年度は延べ135人に対して，人権に関する講義を
実施した。

保護観察所が実施している全ての保護司を対象とした地域別定例研修や保護司として
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の経験年数等に応じた各種研修においても，保護観察等の処遇の場面で人権や個人情報
の取扱い等に配慮するよう啓発に努めている。

⑷　出入国在留管理関係職員
出入国在留管理庁関係職員を対象に，在職年数等に応じて実施している出入国在留管

理庁関係職員研修において，基本的人権の尊重，人権擁護の現状及び人身取引関係の講
義科目を設置しており，令和２年度は，402人が参加した。

また，各地方出入国在留管理官署の業務の中核となる職員を対象とした人権研修にお
いて，人権問題に関する知識を深め，適切な業務処理に資することを目的に，人権に関
する諸条約等についての講義を実施している。

さらに，人身取引及び配偶者からの暴力（DV）事案を取り扱う中堅職員を対象に，
これら事案に対する知識，技術及び課題等を学ぶ，人身取引対策及びDV事案に係る事
務従事者研修を実施している。

人権研修並びに人身取引対策及びDV事案に係る事務従事者研修については，令和２
年度は，合計46人が受講した。

⑸　教師・社会教育関係職員
独立行政法人教職員支援機構及び各都道府県等において，人権尊重意識を高めるため

の研修を実施している。
また，社会教育主事講習において人権問題を取り上げ，人権問題に関する正しい知識

を持った社会教育主事の養成を図っている。令和２年度は，全国６か所（計８講習）の
大学その他の教育機関に社会教育主事講習を委嘱した。

⑹　医療関係者
厚生労働省では，医療関係者の養成課程において，人の尊厳を幅広く理解するための

教育内容を含めることを求めるなど，患者等の人権を十分に尊重するという意識・態度
の育成を図った。

⑺　福祉関係職員
主任児童委員を対象に，地域住民や関係機関との連携について考える研修等を実施す

ることで，人権の尊重等についての理解を深めている。
また，児童福祉関係施設における子どもの人権を尊重した支援を充実させるため，国

立武蔵野学院附属人材育成センターにおいて研修を行った。
虐待を受けた子どもの保護等に携わる者の研修の充実については，児童虐待問題や非

行・暴力等の思春期問題に対応する第一線の専門的援助者の研修を行う「子どもの虹情
報研修センター（日本虐待・思春期問題情報研修センター）」，「西日本こども研修センター
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あかし」において，児童相談所，児童福祉施設，市町村，保健機関等の職員を対象とす
る各種の専門研修を行うとともに，平成28年児童福祉法等改正法により，市町村の要保
護児童対策地域協議会の調整機関へ配置される専門職や児童相談所の児童福祉司につい
て研修を義務化するなど，これら職員の資質の向上を図っている。

⑻　海上保安官
海上保安庁では，海上保安大学校等における初任者教育及び職員に対する再研修にお

いて，人権に関する教育を行っている。令和２年度は，983人が受講した。

⑼　労働行政関係職員
厚生労働省では，職員の職位に応じて行われる中央研修において，部落差別（同和問

題）等を中心とする人権の講義を実施している。令和２年度は，287人が受講した。

⑽　消防職員
消防庁消防大学校では，消防本部の幹部職員等に対し，人権問題に関する講義を実施

している。令和２年度は，248人が受講した。

⑾　警察職員
警察では，警察学校や警察署等の職場において，新たに採用された警察職員に対する

採用時教育の段階から，人権の尊重を大きな柱とする「職務倫理の基本」に重点を置い
た教育を行うとともに，基本的人権に配意した適正な職務執行を期する上で必要な知識・
技能を修得させるための各種教育を行っている。

⑿　自衛官
防衛省では，防衛大学校，防衛医科大学校，防衛研究所，統合幕僚学校，陸・海・空

の各自衛隊幹部学校等の各教育課程において，自衛官になるべき者や自衛官に対して，
有事における捕虜等の人権を保護するため，「戦地軍隊における傷病者の状態の改善に
関する条約」（明治41年条約第１号。以下「ジュネーヴ条約」という。）その他の国際人
道法に関する教育を実施している。このうち，防衛研究所や統合幕僚学校では，ジュネー
ヴ条約その他の国際人道法に精通した部外講師による講演を実施している。令和２年度
は，約３万1,000人が履修した。

また，ジュネーヴ条約その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の適切な実施を確保
するため，捕虜等取扱い訓練を実施しており「武力攻撃事態及び存立危機事態における
捕虜等の取扱いに関する法律」（平成16年法律第117号）等に基づく業務要領について演
練し，捕虜等の取扱いについての知識，技能の向上を図っている。令和２年度は，約
170人が参加した。
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⒀　公務員全般
ア　法務省では，中央省庁等の職員を対象とする人権に関する国家公務員等研修会を開

催している。令和２年度は，「ハンセン病患者・元患者とその家族の人権」をテーマ
として，令和２年11月２日から12月28日までの期間，リモート研修形式にて実施し，
合計1,836人が受講した。  
　また，都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして，その指導
者として必要な知識やスキルを習得させることを目的とした人権啓発指導者養成研修
会を実施している（101頁参照）。

イ　人事院では，新規採用職員を対象とする「初任行政研修」等の全府省庁の職員を
対象に実施している役職段階別研修において，児童，高齢者，障害のある人等の人
権課題をカリキュラムに取り入れて行った。また，法務省が作成した啓発冊子「人
権の擁護」を配布するとともに，その際，人権一般に対する認識を更に深めるよう
指導を行った。

ウ　外務省では，令和２年度は，新入省員，中堅職員，課室長幹部職員及び在外公館赴
任予定者等を対象とした各種研修の中で人権問題等に関する講義を行い，658人が受
講した。また，他府省庁からの出向者を対象とした各種研修の中でも人権問題に関す
る講義を行い，270人が受講した。また，在外公館警備対策官として赴任する予定の
他省庁等職員を対象として，「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」（平成
26年条約第２号。以下「ハーグ条約」という。）に関する講義を行っており，令和２
年度は91人が受講した。  
　加えて，在外公館の領事担当官及び在外公館で領事を担当する予定の赴任予定者に
対し，領事初任者研修の中でハーグ条約に関する講義，DV被害者対応に関する講義
及び人身取引問題に関する講義を行った。令和２年度は，175人が受講した。

エ　自治大学校では，地方公共団体の幹部となる地方公務員の政策形成能力等を総合的
に養成することを目的に高度な研修を行っているが，令和２年度の人権教育について
は，２課程の課目の中で実施した。令和２年度は，79人が受講した。

２　国の他の機関との協力

裁判官の研修を実施している司法研修所では，裁判官に対する研修の際に人権問題に関
する各種講義等を設定している。令和２年度は，145人が受講した。

なお，上記研修を実施するに当たり，法務省等から講師を派遣するなどの協力を行った
事例もある。
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節４ 総合的かつ効果的な推進体制等

１　実施主体の強化及び周知度の向上

⑴　実施主体の強化
人権啓発を効果的に推進するためには，人権啓発の実施主体の体制を質・量の両面に

わたって強化していく必要があるが，特に，各地域に密着した効果的な人権啓発を行う
ためには，全国に約１万4,000人配置されている人権擁護委員の活用が有効かつ不可欠
である。

また，複雑・多様化する人権問題に適時適切に対応し，人権擁護委員活動の一層の活
性化を図るためには人権擁護委員組織体の体制を充実・強化し，人権擁護委員組織体自
らが自主的かつ積極的な人権啓発活動等を推進していく体制を整備していく必要がある。

⑵　周知度の向上
法務省では，法務省の人権擁護機関の周知を図るなどの目的のため，啓発冊子「人権

の擁護」並びに人権擁護委員の活動と役割を分かりやすく説明したリーフレット「人権
擁護委員　あなたの街の相談パートナー」及び冊子「あなたも人権擁護委員として活躍
してみませんか？」を作成し，人権週間や人権擁護委員の日を中心に講演会等で配布す
るなど，周知活動の強化を図っている。

また，法務省の人権擁護機関による調査救済制度等を周知するためのリーフレット「法
務局による相談・救済制度のご案内」を配布し，調査救済制度等の周知を図った。

啓発冊子
「令和２年度版　人権の擁護」

冊子「あなたも人権擁護委員として
活躍してみませんか？」
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第１章　令和２年度に講じた人権教育・啓発に関する施策
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女性の人権ホットライン

いじめ，差別，虐待，
セクハラ，配偶者やパートナーからの暴力，

名誉毀損・プライバシー侵害など
人権擁護委員って
どんな人？

　人権擁護委員は，法務大臣から委嘱された民間

の方々で，現在，約14,000名の人権擁護委員が

全国の各市町村（東京都においては区を含む。）に

配置されています。人権擁護委員は，法務局と連

携して，地域の皆さんから人権相談を受け，問題

解決のお手伝いをしたり，人権侵害の被害者を救

済したり，地域の皆さんに人権について関心を

持ってもらえるような人権啓発活動を行っています。

ひとりで悩まずご相談ください。
秘密は守ります。相談は無料です。

き章（バッジ）のデザインは，外枠が「かたばみ」
の葉で，中が菊型の「人」の字です。このデザ
インには，地を這って広がる「かたばみ」のよ
うに，人権尊重思想が広がるようにとの願い
が込められています。

インターネット人権相談受付窓口

12月４日～10日は人権週間です。
各地域でイベントを開催するなどして，

皆さんに人権尊重の大切さを呼び掛けています。

き章 かたばみ

電話では相談しに
くい，勇気がいる
などといった，子
どもたちの気持ち
に配慮した手紙に
よる人権相談です。
全国の小・中学生
に配布しています。
人権擁護委員は，届いた手紙から子どもたちの想い
を読み取って返事を書くなど，子どもたちの心に寄
り添い，事案に応じて，子どもたちの声を救済に結
び付ける取組を行っています。
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今、家や学校で困ってい
ることはない？

誰かに相談したり、話した
りできないことだってい

ろいろあるよね。

そんなときはキミの悩み
をこの手紙に書いて、教

えてね。

いっしょに考えて、

悩んでいるキミの力にな
るよ。
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へいび

たい でん わ

※あなたの近くの法務局に
つながります。ほうちか む きょく

相談時間：月曜日～金曜日  午前8：30～午後5：15
そう げつ よう び よう び ご

ご ご
ぜんきん

だん じ かん

そう

こま

だん

子どもの人権110番子どもの人権110番
じん

こ
けん ばん

通話無料
つう わ む りょう

例えば
たと

カード

子どもの人権
じん

ばん

けん
こ

110番110番

SOS － eメールSOS － eメール

あなたの悩みを、あなたの
力になってくれる人が読ん

で必ず返事をくれる手紙だ
よ。

どんな悩みでもいいから
、この裏面に相談したいこ

とを書いて、気軽に送って
ね。

（切手はいらないよ！）

なや

うら

なや

めん そう だん
か

き がる おく

きっ て

ちから
ひと よ かなら へん

て がみ
じ

24時間受付じ かん うけ つけ

なや

いじめられてもがまんして悩ん

でいたけど、ＳＯＳミニレターの

返事をもらって勇気が出ました。
（4年生・男子）

へん じ ゆう き で

ねんせい だんし

いつもひとりで悩んでいたけど、ＳＯＳ

ミニレターを書いて、もうひとりじゃな

いって思えるようになりました。
（5年生・女子）

なや

か

おも

ねんせい じょし

お友だちが

困っているときも

相談してね！

とも

こま

そう だん

この冊子には、右下に音
声コー

ドが印刷されています。

専用の読み上げ装置で
読み取

ると、記録されている情
報を音

声で聞くことができます
。

さっし みぎした おんせい

いんさつ

よせんよう
よあ

とそうち

じょうほう

せい き

ろく
おん

き

じん
けん

こ

こ

じんけ
ん

切り取って、カードとして使ってね。つか

き と

音声コードを利用される方に配布
する際

は、音声コードの位置がわかるよ
うに、

右下の点線部を丸く切り取ってく
ださい。

おんせい

みぎした てんせん ぶ まる き と

おんせい

り よう かた

い ち

さいはい ふ

き
り
と
り

き
り
と
り

SOSミニレターの他に、電話
やメールで相談することもで

きるよ。

小学生用

東京法務局・東京都人権擁護委員連合会とうきょう
とう じん けん よう ご い いん れん ごう かい

きょう と
ほう む きょく

東京法務局・東京都人権
擁護委員連合会とう きょう

とう じん けん よう ご い いん れん ごう かい

きょう と
ほう む きょく

東京
2019　子どもの人権SOS

ミニレター　小学生版　
表面

人権擁護委員の き章

インターネット人権相談 検　索

パソコン・スマホ・携帯電話共通

https://www.jinken.go.jp/

このような相談に応じています

様々な相談方法があります

●いじめ，体罰を受けた　●暴行・虐待を受けた
●差別を受けた　●名誉毀損，プライバシー侵害を受けた
●セクシュアル・ハラスメントを受けた
●インターネット上で誹謗中傷された　　など

●面接
　・常設相談所
　　（法務局・地方法務局又はその支局）
　・特設相談所
　　（市町村役場，デパート，社会福祉施設等で随時開設）
●電話※

●インターネット人権相談※

●子どもの人権SOSミニレター※

　※裏面をご覧ください。

被害者救済の流れ

救済

地域の皆さんからの
人権に関する相談に応じています。

人権の大切さを多くの方々に
知っていただき，また， 
考えていただくために， 
様々な活動を行っています。

「人権を侵害された」という
被害者からの申告などを受け，
法務局職員と協力して，
調査処理に当たります。
人権相談から救済手続を
開始する場合もあります。

子どもたちが協力し
て花を育てることを
通じて，「命の大切
さ」や「相手への思
いやり」の心を育む
ことを目的に活動を
しています。

いじめなどについて
考える機会を通じて，
相手への「思いやり」
の大切さを伝
えています。

人権問題についての作文を書く
ことを通じて，豊かな人権感覚
を身に付けることを目的に実施
しています。

相談 啓発

人権の花運動

人権教室

全国中学生人権作文コンテスト

企業や社会福祉施設の人権研修に講師を派遣
して，人権尊重の重要性を伝えています。

各地域で様々な啓発活動を行っています。

地元企業や施設での講演 街頭啓発・啓発イベント

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみちゃん

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

38

女性の人権ホットライン

インターネット人権相談受付窓口

ゼロナナゼロのハートライン0570-070-810
パソコン，携帯電話,スマートフォン共通

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken111.html

  http://www.jinken.go.jp/

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

（全国共通）

検 索
インターネット人権相談

入賞作文集のデータは，法務省ホームページに掲載しています。

（全国共通）

みんなの人権110番 ゼロゼロみんな の ひゃくとおばん0570-003-110外国語人権相談ダイヤル 0570-090-911
（全国共通）

子どもの人権110番 ぜろぜろななのひゃくとおばん　0120-007-110
通話料無料
全国共通（        ）

「いじめ」や暴力行為等は人権侵害です。法務局・地方法務局では,人権侵害による被害を受けた方を救済するための活動を行っています。お気軽にご相談ください。

全国中学生人権作文コンテスト

第38回第38回第38回第38回

入賞作文集

この冊子には , 音声コード（Uni-Voice）が , 各頁（奇数頁左下 , 偶数頁右下）に印刷されています。左記音声コードに対応した機器で読み取ると , 記録されている情報を , 音声で聞くことができます。

（Foreign-language Human Rights Hotline）

@MOJ_JINKEN

法務省人権擁護局公式ツイッター

HumanRightsBureau.MOJ

法務省人権擁護局公式フェイスブック

@JINKEN01

法務省人権擁護局公  式  L  I  N  E

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター

人KENまもる君

人KENまもる君

人権相談・
被害の申告

法務省の
人権擁護機関

調 査

侵犯事実の
有無を判断

救済のための
措置
いろいろな措置が
あります。
人権尊重のための
啓発を行うこともあります。

アフターケア

処理結果通知

認定できない場合もあります。

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

39

女性の人権ホットライン

インターネット人権相談受付窓口

ゼロナナゼロのハートライン0570-070-810
パソコン，携帯電話,スマートフォン共通

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken111.html

  https://www.jinken.go.jp/kodomo

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

（全国共通）

検 索
インターネット人権相談

入賞作文集のデータは，法務省ホームページに掲載しています。

（全国共通）

みんなの人権110番 ゼロゼロみんな の ひゃくとおばん0570-003-110外国語人権相談ダイヤル 0570-090-911
（全国共通）

子どもの人権110番 ぜろぜろななのひゃくとおばん　0120-007-110
通話料無料
全国共通（        ）

いじめや暴力行為等は人権侵害です。法務局・地方法務局では,人権侵害による被害を受けた方を救済するための活動を行っています。お気軽にご相談ください。

全国中学生人権作文コンテスト

第39回第39回第39回第39回

中央大会  入賞作文集

この冊子には , 音声コード（Uni-Voice）が , 各頁（奇数頁左下 , 偶数頁右下）に印 刷 さ れ て い ま す。Uni-Voice アプリを使用して読み取ると , 記録されている情報を , 音声で聞くことができます。

（Foreign-language Human Rights Hotline）

@MOJ_JINKEN

法務省人権擁護局公式ツイッター

HumanRightsBureau.MOJ

法務省人権擁護局公式フェイスブック

@JINKEN01

法務省人権擁護局公  式  L  I  N  E

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター

人KENまもる君

人KENまもる君

リーフレット
「人権擁護委員　あなたの街の相談パートナー」

ひとりで悩まず

法務局に相談を
法務局に相談をひとりで悩まず

人KENあゆみちゃん
人KENまもる君
人権イメージキャラクター

法 務 省 人 権 擁 護 局
全国人権擁護委員連合会
法 務 省 人 権 擁 護 局
全国人権擁護委員連合会

なや

ほう む きょく そう だん

● 差別を受けた ● 暴行・虐待を受けた
● セクハラ・パワハラを受けた

● いじめ・虐待を受けた
● 名誉毀損・プライバシー侵害を受けたなど

● 差別を受けた ● 暴行・虐待を受けた
● セクハラ・パワハラを受けた

● いじめ・虐待を受けた
● 名誉毀損・プライバシー侵害を受けたなど

さ べつ う ぼう

ぎゃく　　たい　

めい よ き そん しん がい う

う

こう ぎゃく たい

う

う

● 差別を受けた ● 暴行・虐待を受けた
● セクハラ・パワハラを受けた

● いじめ・虐待を受けた
● 名誉毀損・プライバシー侵害を受けたなど

● 差別を受けた ● 暴行・虐待を受けた
● セクハラ・パワハラを受けた

● いじめ・虐待を受けた
● 名誉毀損・プライバシー侵害を受けたなど

さ べつ う ぼう

ぎゃく たい

めい よ き そん しん がい う

う

こう ぎゃく たい

う

う

　人権擁護委員は，全国すべての市町村にいます。
　人権擁護委員は，日常生活に埋もれている人権問題を
すくい上げるために，市町村長の推薦を受け，法務大臣
から委嘱されます。
　人権問題の解決にはきめ細かな支援が大切ですので，
人権擁護委員には，色々な経歴を持った人が就任してい
ます。

　人権擁護委員の制度は，昭和２３年にスタートした，歴
史ある制度です。
　人権擁護委員は，人権尊重の理念を国民に広めるた
め，法務局職員と共に人権相談や救済のための活動（こ
のリーフレットの説明参照）をするほか，人権教室や講演
会など地域に密着した啓発活動をしています。
　人権擁護委員の制度は，民間の人が国と一体となっ
て，人権を守る制度なのです。

　人権擁護委員は，その職務を行う時，必ずき章（バッ
ジ）を着けています。
　き章(バッジ）のデザインは，外枠が「かたばみ」の葉で，
中が菊型の「人」の字です。このデザインには，地を這っ
て広がる「かたばみ」のように，人権尊重思想が広がるよ
うにとの願いが込められています。

1どんな人？

私たちに話してみませんか

2どんな制度？

3委員の願い

人権擁護委員は法務大臣から委嘱され，活動する民間の方々です。

かたばみ き章

“人権擁護委員”は,
　　あなたの街の相談パートナー 0570-003-110

0120-007-110

0570-070-810

みんなの
人権110番
この電話はおかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局に
つながります。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分（全国共通）　
●一部のIP電話等からは御利用できない場合があります。

子どもの人権についての専用相談電話です。
いじめや虐待などの子どもの人権についての相談はこちらへどうぞ。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　（全国共通・通話料無料）

ゼロ ゼロ みんな の ひゃくとおばん

子どもの
人権110番

ぜろフリーダイヤル ぜろ なな の ひゃくとおばん

女性の人権についての専用相談電話です。セクハラやＤＶなどの
女性の人権についての相談はこちらへどうぞ。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分（全国共通）
●一部のIP電話等からは御利用できない場合があります。

女性の人権
ホットライン

ゼロ ゼロナナ の ハートライン

インターネットでも相談を受け付けています

パソコン・スマホ・携帯電話共通

https://www.jinken.go.jp/

●人権相談はこちらへ●
人権についての相談はなんでも

学校でのいじめ、虐待など子どもに関する相談はこちら

職場でのセクハラ、家庭内暴力など女性に関する相談はこちら

＊端末の環境により、御利用できない場合があります。

人KEN
あゆみちゃん人KENまもる君

人権イメージキャラクター

秘密は守ります。
相談は無料です。

気軽にご相談ください。

ひ みつ

そう だん む りょう

そうき    がる だん

まも

そうだん う つ

そうだんじょせいぼうりょく かんていかばしょく ない

がっこう ぎゃくたい そうだんこ かん

じん

じん

わたし はな

じん けん

まち

じんけんよう ご い いん ほう む だいじん いしょく みんかん

ひと

せい ど

ねがい いん

そう だん

よう ご い いん

けん そうだん

けん そう だん

個人情報
流出

法務局

ネット
相談

もう一人で悩まないでもう一人で悩まないで
解決へ解決へ解決へ解決へ解決へ解決へ相談から相談から

◉全国各地の法務局では，職員や人権擁護委員が
　人権に関するご相談をお受けしています。
◉あなたの悩みの解決のため，最善の方法を一緒に
　考えます。
◉必要に応じて，事実関係を調査し，事案に応じた適切な
　措置を講じます。
◉いじめ，いやがらせ，虐待などを
　見たり聞いたりしたときにも，情報をお寄せください。

かも…

あなたの
その悩み

なぜ私だけ…。

だれ たす

誰か助けて。

どこに相談すれば
良いのかわからない。

こわいよう…。

◉いじめ・いやがらせ

◉虐待

窓口相談

電話相談

そう

よ

だん

人権擁護委員 法務局職員

インターネット相談

ぎゃく たい

◉差別
さ べつ

どうしよう

◉インターネットでのプライバシー侵害
しん がい

な　や

じん けん しん がい
ひ と り な  や

そ  う

ぜん

まど ぐち そう だん

でん わ そう だんじん けん よう ご い いん ほう む きょくしょく いん

こく かく ち ほう む きょく じん けん よう ご い いんしょく いん

じん けん かん うそう だん

ひつ よう じ

そ ち こう

じつ かん けい ちょう さ じ あん おう てき せつおう

なや かい けつ さい ぜん ほう ほう いっ しょ

ぎゃく たい

み き じょう ほう よ

かんが

だ  ん か  い け  つ

法律的なアドバイス
専門的な機関を紹介助言・紹介

しょう かいじょ げん
ほうりつ てき

せん もん てき き かん しょうかい

人権侵害をした人に
改善を求める説示・勧告

せつ じ かん こく
じん けん

かい ぜん もと

しん がい ひと

話合いを仲介し
相手方との関係を調整関係調整関係調整

かん けい ちょう せい
はなし

あい て がた かんけい ちょうせい

あ ちゅうかい

わたし

そう だん

専門機関

リーフレット
「法務局による相談・救済制度のご案内」

２　実施主体間の連携

⑴　人権教育・啓発に関する中央省庁連絡協議会
平成12年９月25日，関係省庁事務次官等申合せにより，各府省庁等の教育・啓発活動

について情報を交換し，連絡するための場として，「人権教育・啓発中央省庁連絡協議会」
を設置した。

例年，幹事会を開催するなどして，実施した教育・啓発活動や効果検証の方法等につ
いての情報交換を行うなどしている。

⑵　人権啓発活動ネットワーク協議会
法務省では，平成12年９月までに「人権啓発活動都道府県ネットワーク協議会」を都

道府県単位（北海道については，法務局及び地方法務局の管轄区域単位）に設置し，さ
らに，平成20年３月までに市町村，人権擁護委員協議会等を構成員とする「人権啓発活
動地域ネットワーク協議会」を全国193か所に設置した。これらのネットワーク協議会
を利用して，国，地方公共団体，人権擁護委員組織体及びその他の人権啓発の実施主体
が，それぞれの役割に応じて相互に連携・協力することにより，各種の人権啓発活動の
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効率的かつ効果的な実施に努めている。

⑶　文部科学省と法務省の連携
法務省の人権擁護機関が実施する人権教室，啓発教材の活用や，「子どもの人権SOS

ミニレター」・「外国語人権相談ダイヤル」等の相談事業について，文部科学省の協力を
得て学校現場に周知するなど，学校等と法務省の人権擁護機関との更なる連携強化を
図っている。

⑷　スポーツ組織との連携・協力
法務省の人権擁護機関では，人権尊重思想を若年層に普及させるため，フェアプレー

の精神等をモットーとし，青少年層や地域社会において世代を超えた大きな影響力を有
するＪリーグ加盟クラブ，プロ野球球団等のスポーツ組織と連携・協力を行っており，
スタジアムにおける各種人権啓発活動，人権スポーツ教室や１日人権擁護委員イベント
への選手派遣等，ファン・サポーターへの人権啓発において連携を図っている。

⑸　民間企業等と連携・協力した啓発活動
法務省の人権擁護機関では，民間企業等と連携した人権啓発活動を実施している。
青少年を中心に深刻化するインターネットによる人権侵害への取組として，携帯電話

会社等の実施するスマホ・ケータイ安全教室と連携した人権教室を実施しているほか，
経済３団体（日本経済団体連合会，経済同友会及び日本商工会議所）を中心に設立され
た「オリンピック・パラリンピック等経済界協議会」や社会福祉協議会と連携し，車椅
子体験，パラリンピアンによる講話，障害者スポーツ体験（ボッチャ，車椅子バスケッ
トボール等）などと，障害のある人の人権や「心のバリアフリー」について人権擁護委
員が講話をする人権教室とを組み合わせた人権啓発活動を実施している。

また，「人種・障害の有無などの違いを理解し，自然に受け入れ，互いに認め合う共
生社会」いわゆる「ユニバーサル社会」を実現するため，「人権ユニバーサル事業」を
地方公共団体に委託して，民間企業，学校，障害者団体等と連携した人権啓発活動を実
施している。

３　担当者の育成

⑴　人権啓発指導者養成研修会
法務省の人権擁護機関では，地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員を対象とし

て，指導者として必要な知識やスキルを習得させることを目的とした人権啓発指導者養
成研修会を実施している。

令和２年度は，10月１日から12月28日までの期間，リモート研修形式にて実施し，合
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計700人が受講した。

⑵　人権擁護事務担当職員，人権擁護委員に対する研修
法務省では，初等科，中等科等の一般研修はもとより，人権擁護事務に従事する際の

人権擁護事務担当職員実務研修，調査救済事務担当者研修を始め，法務局・地方法務局
の人権擁護課長，支局長等を対象に専門科研修等を実施し，人権擁護行政に携わる職員
の養成をしている。

人権擁護委員に対しては，新任委員に対する委嘱時研修を始め，初委嘱後６か月以内
の委員を対象とした第一次研修，初委嘱後２年以内の委員を対象とした第二次研修，初
めて再委嘱されて１年以内の委員を対象とした第三次研修を通じて，人権擁護委員とし
ての職務遂行に必要な知識及び技能の習得を図っている。また，同和問題講習会及び男
女共同参画問題研修も実施している。

さらに，人権擁護委員組織体における指導者を養成するため，人権擁護委員活動及び
人権擁護委員組織体の運営において中心的役割を担う立場にある人権擁護委員に対し，
その職務の遂行に必要となる高度な人権相談技法，人権啓発手法，人権侵犯事件の処理
及び最新の人権課題に関する知識等を修得させることを目的とした人権擁護委員指導者
養成研修を実施している。

このほかにも，人権擁護委員が組織する都道府県人権擁護委員連合会や人権擁護委員
協議会等が中心となり，自主的に各種研修会を企画し，実施している。

⑶　公正採用選考人権啓発推進員に対する研修
厚生労働省では，「公正採用選考人権啓発推進員」に対し，研修会を開催し，また，

従業員の採用選考に影響力のある企業トップクラスに対し，「事業所における公正な採
用選考システムの確立」について研修会を開催した。

なお，新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため，集合型の研修を中止した各労
働局及びハローワークにおいては，資料送付や各労働局及びハローワークのホームペー
ジへ解説動画を掲載する等の代替措置を実施した。

４　人権教育啓発推進センターの充実

人権教育啓発推進センター（12頁参照）は，民間団体としての特質を生かした人権教育・
啓発活動を総合的に行うナショナルセンターとしての役割を果たすため，法務省，地方公
共団体等からの委託事業のほか，情報誌「アイユ」の刊行，ホームページによる情報提供，
各種人権啓発パンフレットの作成，地方公共団体・企業等を対象とした研修の受託業務等
の独自の事業を行っている。同センター主催の研修として，令和２年度は，人権講座を４
回開催したほか，各種セミナーを開催した。
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また，地方公共団体，各種研究団体等で制作した書籍・図画・ビデオ等を収集・購入し，
同センター内に設置した，人権ライブラリーにおいて，これら書籍・図画・ビデオ等を貸
し出すなどの提供を行っている。

さらに，国及び地方公共団体等から提供された人権教育・啓発に関する各種情報・資料
等を収集・整理し，利用者が検索・利用できるよう，人権ライブラリーのホームページ

（https://www.jinken-library.jp/）を通じて情報提供を行っている。

５　マスメディアの活用及びインターネット等ＩＴ関連技術の活用等

テレビ，ラジオ，新聞等のマスメディアやインターネットといった様々な媒体を活用し，
DVやいわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等を含む女性の人権問題，
児童虐待やいじめを始めとする子どもの人権問題，新型コロナウイルス感染症に関連する
人権問題，SNSなどインターネット上での誹謗中傷等について啓発広報を行った。また，

「女性の人権ホットライン」，「子どもの人権110番」，「法テラス」等，各種人権相談窓口に
ついても広く周知した。

６　民間のアイディアの活用

法務省では，人権教育啓発推進センター（12頁参照）に対し，人権啓発活動の推進に効
果的な啓発教材の作成，啓発動画の制作，人権シンポジウムの開催等，各種の人権啓発活
動事業を委託するとともに，ポスター等の作成に当たっては，民間の制作会社の意見を取
り入れるなどしている。

また，地方公共団体等を対象とする人権啓発指導者養成研修会や法務局・地方法務局の
人権担当者に対する研修等において，民間から各人権課題に関する専門家等を講師として
招き，講義等を行っている。

加えて，「人種・障害の有無などの違いを理解し，自然に受け入れ，互いに認め合う共
生社会」，いわゆる「ユニバーサル社会」を実現するため，民間企業や学校，障害者団体
等と連携した人権啓発活動である「人権ユニバーサル事業」を地方公共団体への委託によ
り実施している。

さらに，新型コロナウイルス感染症に関連した偏見・差別をなくすための啓発キャンペー
ンにおいて，SNS事業者と連携し，当該事業者のアイデアにより，著名なクリエイターに
よる人権啓発動画の作成及び発信を行っている。
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我が国においては，基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法の下で，人権に関す
る各般の施策が講じられてきた。平成６年，国連総会において，平成７年から平成16年ま
での10年間を「人権教育のための国連10年」とする決議が採択されたことを受けて，政府
は，「『人権教育のための国連10年』に関する国内行動計画」を策定した。また，平成８年
12月に５年間の時限立法として制定された「人権擁護施策推進法」（平成８年法律第120号）
に基づいて，法務省に「人権擁護推進審議会」が設置され，平成11年７月，同審議会は「人
権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的
な推進に関する基本的事項」について答申を行った。

政府は，「『人権教育のための国連10年』に関する国内行動計画」や人権擁護推進審議会
の答申等を踏まえて，人権教育・啓発を総合的に推進するための諸施策を実施した。平成
12年12月には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平成12年法律第147号）が施
行され，平成14年３月，同法第７条の規定に基づき，人権教育及び人権啓発に関する施策
の総合的かつ計画的な推進を図るため，「人権教育・啓発に関する基本計画」を閣議決定
した（平成23年４月１日一部変更）。同基本計画は，「広く国民の一人一人が人権尊重の理
念に対する理解を深め，これを体得していく必要があり，そのためにはねばり強い取組が
不可欠であるとの観点から，中・長期的な展望の下に策定」されたものであり，策定に当
たっては，行政の中立性に配慮するとともに，地方公共団体や民間団体等関係各方面から
幅広く意見の聴取が行われた。以後，政府は，同基本計画に基づき，人権が共存する人権
尊重社会の早期実現に向け，人権教育・啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進して
いる。

人権教育・啓発に関する基本計画においては，「人権教育・啓発に当たっては，普遍的
な視点からの取組のほか，各人権課題に対する取組を推進し，それらに関する知識や理解
を深め，さらには課題の解決に向けた実践的な態度を培っていくことが望まれる」とされ，
人権課題として，女性，子ども，高齢者，障害者，同和問題，アイヌの人々，外国人，
HIV感染者・ハンセン病患者等，刑を終えて出所した人，犯罪被害者等，インターネット
による人権侵害，北朝鮮当局による拉致問題等が掲げられるとともに，「以上の類型に該
当しない人権問題，例えば，同性愛者への差別といった性的指向に係る問題や新たに生起
する人権問題等，その他の課題についても，それぞれの問題状況に応じて，その解決に資
する施策の検討を行う」とされている。これを踏まえて，政府は，明示的に掲げられてい
る人権課題に対する対策はもとより，それ以外の人権課題についても，必要な施策を講じ
ており，本報告においては，ホームレスの人権及びホームレスの自立の支援等（84頁参照），
性的指向・性自認（性同一性）に関する人権（85頁参照），人身取引（性的サービスや労
働の強要等）事犯への適切な対応（86頁参照）並びに東日本大震災に伴う人権問題（88頁
参照）に関する施策について報告している。また，新型コロナウイルス感染症に関連して
発生した，感染者・濃厚接触者や医療従事者，その家族等に対する偏見・差別の問題や，
自粛生活におけるDVや虐待といった様々な人権問題について，各府省庁が連携して対策に
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当たっているところ，その内容を「特集」として取りまとめ，報告している（109頁参照）。
政府は，今後も，我が国の人権をめぐる諸状況や人権教育・啓発の現状及び国民の意識

等について把握するよう努め，本報告に係る人権課題に対する人権教育・啓発に関する施
策を推進するとともに，国内の社会経済情勢の変化や国際的潮流の動向等に適切に対応し，
新たに生起する人権課題についても，それぞれの問題状況に応じその解決に資する人権教
育・啓発に関する施策を実施していく。

併せて，そのような取組について，引き続き，適切な現状分析と効果検証を実施し，そ
の結果を踏まえて不断の見直しを行い，一層効果的な人権教育及び啓発に関わる施策の推
進に努めていくこととする。
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新型コロナウイルス感染症に関連して，感染者や医療従事者等への偏見・差別を始めと
する，様々な人権問題が発生している。
「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」は，「新型コロナウイルス感染症対策の状

況分析・提言」（令和２年３月19日）において「感染者，濃厚接触者とその家族，この感
染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行
為は，断じて許され」ないとした。その後の累次の提言においては，「医療機関や高齢者
福祉施設等で，大規模な施設内感染事例が発生し，医療・福祉従事者等に対する偏見や差
別が広がっている。こうした影響が，医療・福祉従事者本人のみならず，その家族に対し
ても及び，子どもの通園・通学を拒まれる事例も生じている。また，物流など社会機能の
維持に必要とされる職業に従事する人々に対しても，同様の事例がみられる。さらに，こ
うした風潮の中で，新型コロナウイルス感染症に感染した著名人などが，「謝罪」を行う
事例もみられる」，「こうした偏見や差別は，感染者やその家族の日常生活を困難にするだ
けでなく」，「感染者やその家族に過度な不安や恐怖を抱かせ」，「感染した事実を表面化さ
せることについて，本人が躊躇したり，周囲の者から咎められたりする事態に及び，その
ために周囲への感染の報告や検知を遅らせ，それによって更なる感染の拡大につながりか
ね」ず，「医療・福祉 従事者などの社会を支える人々のモチベーションを下げ，休職や離
職を助長し，医療崩壊や，物流の停止などといった極めて大きな問題につながりかねない」
等の指摘がされた。さらに，「感染から回復された方，その濃厚接触者だった方に対して，
学校や職場が理解を示さず，速やかな復帰ができない事例が報告されている」ことを受け
て，社会経済活動と感染拡大防止の両立を阻む偏見と差別は絶対にあってはならないもの
であるとした上で，国等に対し，悪質な偏見や差別の撲滅に向け，疾患に対する正しい認
識の周知に努めるとともに，人権が侵害されるような事態が生じないよう適切に取り組む
ことを求めた。

また，同提言では，対策が長期化する中，市民生活や経済社会への影響を考慮するとと
もに，対策と並行して対応していかなければならない社会的課題にも目を配っていくべき
との指摘もされており，感染拡大防止に配慮しつつ適切な支援が提供されるよう必要な措
置を講じていくべき課題として「長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影
響，配偶者からの暴力や児童虐待」，「感染者やその家族，医療従事者等に対する差別や風
評被害」などが挙げられている。

令和２年９月には，新型コロナウイルスに感染した者やその濃厚接触者，医療従事者等
に対する偏見・差別等の実態把握や啓発の在り方等を検討するため，「新型インフルエン
ザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会」の下に「偏見・差別とプライ
バシーに関するワーキンググループ」（以下「ワーキンググループ」という。）が設置され
た。ワーキンググループでは，新型コロナウイルス感染症に関連する偏見・差別等の実態
を把握するために様々な関係団体・機関からヒアリング等が行われ，その結果，医療機関・
介護施設や医療・介護従事者及びその家族等に対する差別的な言動，学校や学校関係者等
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に対する差別的な言動，勤務先に関連する偏見・差別等の行為，インターネットやSNS上
での差別的な言動，個人に関連する情報を含む詳細な報道など，様々な場所で様々な態様
による差別的な言動が発生していたことが明らかとなった。令和２年11月，ワーキンググ
ループは，ヒアリング等によって把握した偏見・差別等の実態とそれに関する関係者の取
組，そこから考察できる論点及び国や地方自治体，関係団体・NPO 等が今後更なる取組
を進めるに当たって踏まえるべきポイントを取りまとめ，公表した。

令和３年２月３日には，「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法
律」（令和３年法律第５号。以下「改正特措法」という。）が成立し，4月１日施行に係る
ものを除き３月13日に施行された。改正特措法においては，新たに，新型コロナウイルス
感染症を含む新型インフルエンザ等の患者等（「患者及び医療従事者並びにこれらの者の
家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者」）に対する差別的取扱いの防止に係る，
国及び地方公共団体の責務を定める規定が設けられた。政府は，この規定も踏まえ，新型
コロナウイルス感染症患者等の人権が尊重され，及び何人も差別的取扱い等を受けること
のないようにするため，患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握，新型コロナウイル
ス感染症患者等に対する相談支援並びに新型コロナウイルス感染症に関する情報の収集，
整理，分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うこととしている。

政府は，「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月28日新型コ
ロナウイルス感染症対策本部決定。累次変更あり。以下「基本的対処方針」という。）に
おいて，新型コロナウイルス感染症対策を実施するに当たって準拠となるべき統一的指針
を示しているところ，ワーキンググループによる議論の取りまとめや改正特措法等を受け，

「新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項」として「感染者・濃厚接触者や，
診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対策に携わった方々に対する誤解や偏見に
基づく差別を行わないことの呼びかけ」を行うこと，「新型コロナウイルス感染症に関す
る正しい知識の普及に加え，政府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し，
地方公共団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう，偏見・差別等の防止等に向け
た啓発・教育に資する発信を強化すること」，「感染者やその家族，勤務先等に対する偏見・
差別等の実態の把握に努めるとともに，偏見・差別等への相談体制を，研修の充実，NPO
を含めた関係機関の連携，政府による支援，SNSの活用等により強化すること」，「悪質な
行為には法的責任が伴うことについて，政府の統一的なホームページ等を活用して，幅広
く周知すること」，「新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公表の在
り方に関して，改めて政府としての統一的な考え方を整理すること。また，情報の公表に
当たっては，個人情報の保護に留意すること」，「クラスター発生等の有事対応中において
は，感染症に関する正しい知識に加えて，感染者等を温かく見守るべきこと等を発信する
こと」，「新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏見・差別等による風評
被害を受けないよう，国民への普及啓発等必要な取組を実施する」こと，「海外から一時
帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援やいじめ防止等の必要な取組を実施する」こと



112112

特集　新型コロナウイルス感染症に関連して発生した人権問題への対応

を掲げ，さらに，対策が長期化する中で生ずる様々な社会的課題への対応として，「長期
間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響，配偶者暴力，性犯罪・性暴力や児
童虐待等」，「情報公開と人権との協調への配慮」等も掲げ，各種の取組及び適切な支援を
行うこととしている。

令和２年度における取組は，以下のとおりである。

⑴　感染症に関する正しい知識の普及，偏見・差別等の防止に向けた注意喚起・啓発・教育
新型コロナウイルス感染症流行の早期には，クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス

号」の乗客・乗員，さらに最前線で感染者の治療にあたってきた医療従事者やその家族
等に対する偏見・差別等の行為が発生した。特に，医療従事者については，偏見・差別
等の行為による医療従事者らの離職等が医療機関の機能不全の原因となるおそれが懸念
された。その後も，感染者の存在やクラスター発生を公表した学校，事業所，保育所や
介護施設等の関係者らへの差別的言動の事例や，感染症の流行が拡大している地域の住
民，そこからの帰省者や来訪者への差別的な言動の事例等が散見された。

新型コロナウイルス感染症へのり患は誰にでも生じ得るものであり，感染者やその家
族，勤務先等に対する不当な扱いや誹謗中傷は，人権侵害に当たり得るのみならず，体
調不良時の受診遅れや検査回避，保健所の積極的疫学調査への協力拒否等につながり，
結果として感染防止策に支障を生じさせかねない。

このような行為を防止するため，ワーキンググループによる議論のとりまとめや改正
特措法第13条第２項の規定等を踏まえ，感染者等の人権が尊重され，何人も差別的な取
扱い等を受けることのないよう，関係省庁において，各種の取組を実施した。
ア　内閣官房においては，政府広報等により，医療従事者をはじめとする関係者への人

権上の配慮を呼びかけるテレビスポットＣＭや，偏見・差別に関する取組についての
国務大臣動画メッセージのホームページ掲載等を実施した。

イ　厚生労働省においては，ホームページ上に，日本赤十字社の差別や偏見防止に関す
る資料，医療従事者向けの感謝のポスターのほか，一般の方向けの啓発資料を示して
いる。また，医療従事者等の子どもに対する保育所などにおける預かりの拒否等に関
して，医療従事者等は感染防御を十分に行った上で対策や治療に当たっていること，
市町村等においては医療従事者等の子どもに対する偏見・差別が生じないよう十分配
慮することを徹底する事務連絡を令和２年４月に発出している。  
　また，令和２年12月４日より，『「#（ハッシュタグ）広がれありがとうの輪」プロジェ
クト』を開始し，感染予防の徹底と，医療従事者を始め，感染者やその周囲の方々に
対する偏見・差別の解消を図るための情報発信の取組を開始しており，賛同いただく
組織，個人の皆様とつながり，一丸となり推し進めている。
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リーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました！」

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を
防止するための規定が設けられました！

（新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律 令和３年２月１３日施行）

新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告
されています。こうした偏見や差別は決して許されません。

（感染したことを理由に解雇される）

（回復しているのに出社を拒否される）

（病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される）

（感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する）

1

事例

1

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 （令和３年法律第５号）（抄）
〈令和３年２月13日施行〉
（知識の普及等）
第13条
２ 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフル
エンザ等に起因する差別的取扱い等（次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取
扱い等」という。）及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す
行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並
びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者（以下この項において「新
型インフルエンザ等患者等」という。）の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受け
ることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の
把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情
報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを

理由とする不当な差別的取扱い
二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為

特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊
重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防
止するための規定が設けられました。

国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実
態把握や啓発活動を行います。

2

（感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する）

（無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される）

ポスター「医療従事者応援ポスター」

ロゴ「#広がれありがとうの輪」

ウ　法務省の人権擁護機関では，令和２年２月以降，ホームページやSNS，インターネッ
トバナー広告，コロナ差別防止を呼びかけるキャッチフレーズを記載したバックパネ
ルなど様々な媒体を用いて，感染者・濃厚接触者や医療従事者，その家族等に対し，
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誤解や偏見に基づく差別を行わないよう，繰り返し呼びかけるとともに，人権相談窓
口の周知等を行った。また，法務大臣から，このような不当な差別は許されるもので
はないこと，自粛生活の中で懸念されるDVや虐待を含め，被害にあった場合には人
権の相談窓口を活用してほしい旨のビデオメッセージを発信するとともに，人権教育
啓発推進センターが実施する「STOP ！コロナ差別キャンペーン」との連携や，各種
スポーツ団体や地方公共団体からSNSや広報誌による広報への協力を得るなどして広
く周知した。  
　令和２年７月には，有識者による新型コロナウイルス感染症と人権に関する座談会
を実施し，その内容について，特設サイト（https://www.jinken-library.jp/corona2020/）
を開設して周知したほか，全国紙，地方紙及び雑誌への掲載，オンライン記事の配信，
ラジオ広報，リーフレットの作成・配布など，各種媒体による啓発広報を行った。  
　さらに，第72回人権週間の実施に当たり，法務大臣から，改めてコロナ禍における
人権尊重の重要性についてメッセージを発出するとともに，東京都内主要駅構内にお
いて，デジタルサイネージを活用した広告，インターネット動画広告を実施した。  
　加えて，令和３年３月，「不安を差別につなげちゃいけない。」をキャッチフレーズ
とした新型コロナウイルス感染症関連人権啓発キャンペーンを実施し，尾身茂新型コ
ロナウイルス感染症対策分科会会長によるメッセージ動画を作成し，特設サイト

（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html）や公式SNSでの配信に加え，
リーフレットの作成・配布，屋外大型ビション，電車内・駅構内のサイネージ，ラジ
オ，雑誌等，各種媒体を活用した広告を展開するとともに，厚生労働省と連携して，
同省主唱の「#広がれありがとうの輪」プロジェクト及び賛同企業・団体の取組につ
いて更なる周知を図った。  
　このほか，全国の法務局・地方法務局において，新型コロナウイルス感染症に関連
した差別等言動を行わないよう呼びかける横断幕等を掲出するなど，市民運動「シト
ラスリボンプロジェクト」とも連携しつつ，新型コロナウイルス感染症に関する正し
い知識の普及，偏見・差別等の防止等に向けた人権啓発活動を行った。  
　また，特にインターネット上での差別的な書き込みや誹謗中傷等については，児童
やその保護者を対象とした啓発冊子や啓発動画の配布・配信，人権教室の実施のほか，
総務省及びSNS事業者団体である「一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機
構」と共同して，「#No Heart No SNS（ハートがなけりゃ SNSじゃない！）」（ノーハー
ト ノーエスエヌエス）をスローガンに，SNS利用に関する人権啓発サイト（https://
no-heart-no-sns.smaj.or.jp/）を開設したり，新聞広告，インターネット動画広告，東
京都主要駅構内におけるデジタルサイネージを活用した広告を実施したりして，繰り
返し，人権に配慮した適切なSNS利用を呼びかけ，相談窓口等を周知するなど，取組
を強化した。
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リーフレット
「新型コロナウイルス感染症と人権に関する座談会」

リーフレット
「不安を差別につなげちゃいけない。」

特設サイトも公開中です。ぜひご覧ください。

新型コロナウイルスの正しい知識・最新情報
新型コロナウイルス感染症の正しい知識・情報は日々変わっていきます。

こちらでは全国の感染状況を踏まえて日々、最新の正しい情報・知識が更新されています。

悪質な行為には法的責任が 伴います。
信頼できる正しい知識・最新の情報で 行 動しましょう。

新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見をなくしましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_6

#広がれありがとうの輪
をつけて、感謝の気持ちや応援を
投稿してみませんか？

https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルス感染症について
（厚生労働省）

https://corona.go.jp/

新型コロナウイルス
感染症対策（内閣官房）

「＃広がれありがとうの輪」 プロジェクト（厚生労働省主唱）

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

コロナ差別で悩んでいませんか？
つらいこと、お困りごと、
まずはお話しください。 http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

https://www.jinken.go.jp/
soudan/PC_CH/0101.html

（パソコン、スマートフォン共通）
下の2次元コードを読み込んでください。

人権
相談窓口の

ご案内

様々な人権問題に関するインターネット相談はこちら

インターネット人権相談
Counseling on the Internet

https://www.jinken.go.jp/

様々な人権問題に関する相談はこちら

みんなの人権110番

０５７０－００３－１１０（　　　）平日午前８時３０分
　～午後５時１５分

セクハラ・家族内暴力など女性の人権の相談はこちら

女性の人権ホットライン

０５７０－０７０－８１０（　　　）平日午前８時３０分
　～午後５時１５分

いじめ・虐待など子どもの人権の相談はこちら

子どもの人権110番

０１２０－００７－１１０（　　　）平日午前８時３０分
　～午後５時１５分

外国語での人権の相談はこちら（１０言語対応）

0570-090-911
外国語人権相談ダイヤル Telephone Counseling

Weekdays 9:00 through 17:00

法務省

人権相談窓口は
こちらから

法務省・全国人権擁護委員連合会法務省・全国人権擁護委員連合会 特設サイトも公開中。
ご覧ください。

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

※「コロナ」は新型コロナウイルス感染症を指します。

人KENあゆみちゃん

不安を差別に
　つなげちゃいけない。

気づこう、

変えよう、

そのひとこと。

STOP! コロナ差別

新型コロナウイルス
感染症対策分科会会長

尾身 茂

あなたの言葉や行動が人を傷つけてしまうことがあります。
この冊子をきっかけに「自分のこと」として考えてみましょう。

コロナをおそれて、
過剰な反応になっていませんか?

相談する
（　　　）平日午前9時0０分

　～午後５時00分

法務局における懸垂幕の掲出

エ　文部科学省においては，新型コロナウイルス感染症に関連した児童生徒等に対する
差別や偏見を防止するため，各都道府県教育委員会等に通知を発出し，適切な知識を
もとに発達段階に応じた指導を行うことなどを通じて，生徒指導上の配慮等を十分に
行うことなどを周知するとともに，令和２年８月には新型コロナウイルス感染症は誰
もが感染する可能性があること，感染者に対する偏見・差別は許されないことなどを
内容とする児童生徒等向け，教職員向け，保護者・地域住民向けの大臣メッセージを
発出した。

　　また，インターネット上のトラブルを防ぐための情報モラル教育の充実に向けて，
教員向け指導資料の作成や児童生徒向け啓発資料の作成等を行うとともに，子どもた
ちが新型コロナウイルス感染症に対する不安から陥りやすい差別や偏見などについて
考えるための啓発動画等を作成し，周知した。

⑵　偏見・差別等に関する相談，SNS等における誹謗中傷等への対応
厚生労働省においては，都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーで

職場におけるいじめ・嫌がらせなどの相談を受け付けている。また，顧客等からの著し
い迷惑行為については，労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止のための
指針において，事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組を記載し，周
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知啓発を行っている。併せて，過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として，
人格を否定するような言動を行うこと等は，職場におけるパワーハラスメントに該当す
る場合がある旨をホームページに掲載し，関係団体に周知を行っている。

法務省の人権擁護機関においては，法務局職員や人権擁護委員が人権に関する相談を
受け付けており，新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談も寄せられている。ま
た，人権擁護機関では，人権侵犯事件の調査救済活動として，被害者からの申告等を受
け，事案の調査及び適切な措置（「調整」，「援助」，「勧告」など）を実施している。人
権侵犯事件の中には，インターネット上の書き込みによる名誉毀損やプライバシー侵害
といったものもあり，そのような場合の対応として，警察窓口の紹介，プロバイダ等へ
の書き込み削除依頼の具体的方法の助言を行うほか，事案に応じて，当該書き込みの違
法性を判断した上で，法務局からプロバイダ等へ当該書き込みの削除要請を行うなどし
ている。  
　文部科学省においては，SNS等を通じていじめを含む様々な悩みを抱える児童生徒
等からの相談を受け付ける体制を整備するため，SNS等を活用した相談事業を実施し
ている。

⑶　新型コロナウイルス感染症に伴うDV被害等の増加や深刻化への対応
新型コロナウイルス感染症の拡大は，特に女性への影響が深刻である。生活不安やス

トレスによるDV等の増加・深刻化，雇用への影響や自殺者の増加など，様々な問題が
顕在化している。

内閣府では，令和２年９月に有識者による「コロナ下の女性への影響と課題に関する
研究会」を立ち上げ，同年11月には政府に対するDV対策の強化等を含む「緊急提言」
がまとめられた。

加えて，内閣府では，令和２年４月から，24時間対応の電話相談に加えて，SNS・メー
ル相談，外国語，WEB面談に対応した，新たな相談窓口（DV相談+（プラス））を開設
し，相談体制の強化を図っている。

⑷　新型コロナウイルス感染症に伴う児童虐待防止対策の強化
新型コロナウイルス感染症の影響により子どもの見守りの機会が減少し，児童虐待リ

スクが高まったことから，令和２年４月，要保護児童対策地域協議会が中核となり，様々
な地域ネットワークを総動員し，支援ニーズの高い子ども等を早期に発見する体制を強
化するとともに，定期的に見守る体制を確保する「子どもの見守り強化アクションプラ
ン」を策定した。

同アクションプランでは，例えば，子育て広場や子ども食堂（食事の宅配等を含む。）
を運営する民間団体等にも幅広く協力を求め，様々な地域ネットワークを総動員して，
地域の見守り体制の強化を図っている。法務省の人権擁護機関においても，同アクショ
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ンプランに基づき，要保護児童対策地域協議会から協力要請があった場合には，新型コ
ロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた上で，人権擁護委員等が支援対象児童等の
状況把握に協力するなど，連携して対応することとしている。

⑸　基本的対処方針等を踏まえた今後の更なる取組
令和３年３月18日，政府は，感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の

状況について分析・評価を行い，全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しないこと
となったため，「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（平成24年法律第31号）第32条
第１項に基づく緊急事態宣言を，同年３月21日をもって終了することとした。もっとも，
新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別は，重大な人権侵害につながるだけで
なく，感染防止策にも悪影響を与えるものであり，基本的対処方針や新型インフルエン
ザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律により新たに設けられた差別的取扱い等の
防止に関する規定等を踏まえつつ，引き続き，取り組んでいく必要がある。  
　具体的には，新型コロナウイルス感染症に関連する偏見・差別の解消に向け，偏見や
差別はあってはならないというメッセージを様々な手法により発信するとともに，関係
省庁が連携して各種相談窓口の周知を行う。また，偏見・差別等の防止に向けた啓発・
教育に資する発信の強化，国による地方自治体における相談体制構築の取組に対する支
援，統一的なウェブサイトやSNS等のツールを用いた情報発信の強化及び新型コロナウ
イルス感染症の特性を踏まえた情報公表の在り方や基準の整理・公表といった取組を実
施することを予定している。

また，新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し，人と人との接触機会が減少する
中，社会的な孤独・孤立の問題が深刻化していることを受けて，政府は，令和３年２月
19日，内閣官房に孤独・孤立対策担当室を設置した。同年２月25日には，コロナ禍の中
で不安や悩みを抱える人々に向けて，様々な支援策があることなどをメッセージとして
発出することを目的として「孤独・孤立を防ぎ，不安に寄り添い，つながるための緊急
フォーラム」を開催し，支援活動に取り組んでいるNPO等民間参加者からのヒアリング
や意見交換を実施したほか，同年３月12日には，政府全体として総合的かつ効果的な対
策を検討・推進するため，全府省庁の副大臣を構成員とする「第１回孤独・孤立対策に
関する連絡調整会議」を開催し，坂本孤独・孤立対策担当大臣から各副大臣へ施策検討
の指示等を行った。

以上が令和２年度内の施策であるが，新型コロナウイルス感染症をめぐる動向や関連
する問題を最大限注視しつつ，今後とも適切な措置を講じていく必要がある。
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令和２年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）
～法務省の人権擁護機関の取組～

法務省の人権擁護機関（以下「人権擁護機関」という。）は，人権侵犯事件調査処理規
程（平成16年法務省訓令第２号，以下「処理規程」という。）に基づき，人権を侵害され
たという方からの申告等を端緒に，その被害の救済及び予防に努めている。

令和２年（暦年）における取組状況は，以下のとおりである。

【令和２年の主な特徴】
① 　令和２年において，新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は9,589件，

処理した人権侵犯事件の数は10,002件であった。
② 　インターネット上の人権侵害情報について，被害者からの申告等に基づき人権

擁護機関からプロバイダ等に削除要請をした件数は578件で，過去最高となった
（前年は，395件）。

③ 　新型コロナウイルス感染症に関連して差別を受けたなどの人権侵犯事件は，
175件であった。

１　人権侵犯事件数（新規救済手続開始件数・処理件数）の動向
　⑴　新規救済手続開始件数（図１）

令和２年に新規に救済手続を開始した人権侵犯事件数は9,589件であり，前年から
5,831件減少した。

　⑵　処理件数（図２）
令和２年に処理した人権侵犯事件数は10,002件であり，前年から5,402件減少した。
処理内訳別にみると，「援助」（注１）が8,149件（全処理件数の81.5％）で最も多く，

次いで「要請」（注２）が641件（同6.4％），「説示」（注３）が98件（同1.0％），「調整」（注４）

が32件（同0.3％）となっている。
このほか，「措置猶予」（注５）が18件（同0.2％），「侵犯事実不存在」が１件（同0.01％），

「侵犯事実不明確」が818件（同8.2％），「啓発」（注６）を行ったものが56件（同0.6％）
ある（注７）。
（注 １）法律上の助言を行ったり，関係行政機関や関係ある公私の団体等を紹介したりすること。
（注 ２）被害の救済又は予防について実効的な対応ができる者に対し必要な措置を執るよう求

めること。
（注３）相手方の反省を促し善処を求めるため事理を説き示すこと。
（注４）当事者間の関係調整を行うこと。
（注５）事案の軽重や反省の程度，懲戒の有無等を考慮して措置を講じないこと。
（注 ６）事件の関係者や地域社会に対し，人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行

うこと。
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（注 ７）事件は１件で複数の措置を講ずる場合等があるため，処理件数と処理内訳の合計件数
は必ずしも一致しない。

　⑶　特別事件
新規に救済手続を開始した人権侵犯事件数のうち，特別事件（処理規程第22条に規

定されている重大な人権侵犯事件）の件数は1,445件で，前年から153件減少した。

【図１】人権侵犯事件の新規開始件数の推移

【図２】人権侵犯事件の処理件数の推移

２　人権侵犯事件の類型別新規救済手続開始件数の動向
　⑴　プライバシー関係事案（図3，4）

プライバシー関係事案は1,741件で，全事件数の18.2％を占めている。
このうち，インターネットによる事案の割合が78.0％（1,358件）を占めている。

　⑵　暴行・虐待事案（図3，5）
暴行・虐待事案は1,578件で，全事件数の16.5％を占めている。
このうち，児童虐待事案の割合が21.6％（341件）を占めている。

　⑶　労働権関係事案（図3，6）
労働権関係事案は1,313件で，全事件数の13.7％を占めている。
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このうち，パワー・ハラスメントに関する事案の割合が64.8％（851件）を占めて
いる。

　⑷　学校におけるいじめ事案（図3，7）
学校におけるいじめ事案は1,126件で，全件数の11.7％を占めており，前年から1,818

件減少した。
　⑸　住居・生活の安全関係事案（図3，8）

住居・生活の安全関係事案は1,017件で，全事件数の10.6％を占めている。
このうち，相隣間における騒音等の相隣関係から生じる事案の割合が54.2％（551件）

を占めている。
　⑹　強制・強要事案（図3，9）

強制・強要事案は1,013件で，全事件数の10.6％を占めている。
このうち，セクシュアル・ハラスメントに関する事案の割合が25.3％（256件）を

占めている。
　⑺　差別待遇事案（図3，10）

差別待遇事案は669件で，全事件数の7.0％を占めている。
内訳では，部落差別（同和問題）に関するものが244件，障害者に関するものが125

件，外国人に関する事案が60件，疾病患者に関する事案が44件，高齢者に関する事案
が24件となっている。

このほか，性的指向に関する事案が３件，性自認に関する事案が12件となっている。
　⑻　教育職員関係事案（図3，11）

教育職員関係事案は435件で，全事件数の4.5％を占めている。
このうち，体罰事案の割合が19.1％（83件）を占めている。

３　その他の特徴的な動向
　⑴　インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件

令和２年に新規に救済手続を開始した人権侵犯事件は1,693件，また，令和２年に
処理した人権侵犯事件は1,917件であった（注８）。

処理件数のうち，プロバイダ等に人権侵害情報の削除を求める「要請」の件数は
578件であり，過去最高の件数となった（詳細は後記９）。
（注 ８）インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件は，統計報告要領で定められ

た区分とは異なる区分で件数を集計している。

　⑵　新型コロナウイルス感染症に関する人権侵犯事件
令和２年に新規に救済手続を開始した人権侵犯件数は175件，また，令和２年に処

理した人権侵犯事件は151件であった（詳細は後記10）。
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【図３】人権侵犯事件の種類別構成比の比較

【図４】プライバシー関係事案の推移

【図５】暴行・虐待事案の推移
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【図６】労働権関係事案の推移

【図７】学校におけるいじめ事案の推移

【図８】住居・生活の安全関係事案の推移
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【図９】強制・強要事案の推移

【図10】差別待遇事案の推移

【図11】教育職員関係事案の推移
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４　令和２年中に法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた具体的事例
（暴行・虐待事案）
事例１　兄による妹に対する性的虐待

　家庭における悩みがある中学生と「子どもの人権ＳＯＳミニレター」のやり取りを継
続していた人権擁護委員に，心を開いてくれた中学生から，兄から性的行為を強要され
ているとのより深刻な相談があった事案である。
　緊急性が高い事案であると判断した法務局及び人権擁護委員は，直ちに中学校及び児
童相談所と対応を協議し，中学生の了承を得て児童相談所が面談を実施し，その結果，
中学生は児童相談所に一時保護された。（措置：「援助」）

事例２　養父による養女に対する性的暴行
　小学校高学年の頃から継続して，養父から性的暴行を受けており，また，当該行為を
撮影した動画を拡散する等の脅迫を受けているとして，高校生から「子どもの人権
１１０番」に相談があった事案である。
　高校生は，当初，養父からの報復を恐れて自らの住所等を明らかにすることに慎重で
あったが，法務局は，高校生と何度もやり取りを重ねて信頼関係を構築し，児童相談所
及び警察と連携して対応した結果，高校生は児童相談所に一時保護され，養父は逮捕さ
れるに至った。（措置：「援助」）

（労働権関係事案）
事例３　職場の上司による部下に対する行き過ぎた指導

　勤務先の上司から，一方的に叱責されたり暴言を吐かれるなどのパワーハラスメント
を受けたとして，法務局に相談があった事案である。
　法務局が調査した結果，上司による行き過ぎた指導があったことが判明したことから，
法務局は，会社側及び被害者に対し，法務局立ち会いの下で職場環境改善のための話合
いの場を設けることを提案した。
　その話合いの場において，会社側が，被害者に対し，今後はパワーハラスメント防止
に向けた研修や教育の充実等を図ること，職員配置の検討を行うこと等について説明し
たところ，被害者は理解を示し，パワーハラスメント防止に向けた取組について合意に
至り，職場環境が改善された。（措置：「調整」）

（学校におけるいじめ事案）
事例４　小学校におけるいじめ

　小学生の児童が，同級生から暴言を吐かれたり蹴られたりするなどのいじめを受けて
いるにもかかわらず，学校が十分な対応を行わないとして，母親から相談があった事案
である。
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　法務局の調査の過程で，母親から，道徳の授業の内容について不満が述べられたこと
から，法務局主催で学校において子どもたちに相手への思いやりの心や生命の尊さにつ
いて啓発する人権教室を実施することを提案し，学校側の了承も得て，人権擁護委員が
学校に赴いて人権教室を実施した。母親からは，学校側が様々な配慮をしてくれるよう
になった点も含めて，法務局の関与に対する謝意が述べられた。学校側においては，被
害児童が安心して登校できるよう環境整備が図られ，学校全体で見守り体制が構築され
るなどし，両者の関係が修復されるに至った。（措置：「調整」）

事例５　小学校におけるいじめ
　小学生の児童が，同級生から，たたかれたり，悪口を言われるなどのいじめを受けて
いるにもかかわらず，学校が十分な対応を行わないとして，母親から相談があった事案
である。
　法務局は，学校側に不信をつのらせていた母親から丁寧に事情を聴取し，それを踏ま
えて，学校側に対し，児童の状況を踏まえた配慮の必要性について指摘したところ，学
校側からは，児童らに寄り添った対応を行っていくとの考えが示され，児童に対する見
守り体制が構築されるに至った。（措置：「援助」）

（強制・強要関係事案）
事例６　勤務先の代表者による従業員に対するセクシュアル・ハラスメント

　勤務先の代表者から職場外で会うことや身体的接触を求められるなどしたとして，法
務局に相談があった事案である。
　法務局が調査した結果，代表者の言動により，被害者が精神的苦痛を被り，出勤もま
まならなくなるなど，その就労環境が著しく悪化していることが認められた。
　そこで，法務局は，代表者に対し，職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止
すべき立場にあるにも関わらず，自らの言動により被害者の尊厳を踏みにじり傷付けた
ことは重大な人権侵害であり，二度と同様の言動を行うことのないよう説示した。（措置：

「説示」）

（差別待遇事案）
事例７　精神障害のある者に対する不適切な対応

　精神障害のある者がクレジットカードの発行申請をしたところ，クレジットカード会
社から，発行を認められないとする差別的取扱いを受けたとして，法務局に相談があっ
た事案である。
　法務局の調査の結果，クレジットカード会社が当該発行を認めなかった理由について，
相談者に対する説明が不十分であったこと，相談者もその点を誤解しクレジットカード
会社に不信感をつのらせていたことが判明した。
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　そこで，法務局は，相談者に対し，クレジットカード会社に代わってその誤解のあっ
た点について説明するなどしたところ，相談者は，発行手続を進めることができ，両者
から法務局に対して謝意が示された。（措置：「調整」）

事例８　外国人に対するサービスの利用拒否
　ネイルサロン店をインターネットで予約したところ，外国人であることを理由に電話
で予約を取り消されたとして，法務局に相談があった事案である。
　法務局がネイルサロン店から事情を聴取したところ，同店は，インターネット予約サ
イトに，外国人はリピーターからの紹介がなければ利用ができないとの不適切な記載を
掲載していたが，既に当該記載を削除し，今後は外国人であることを理由に利用を拒ま
ない方針であることが判明した。
　そこで，法務局は，被害者に対し，それらを伝えたところ，被害者は，これに理解を
示した上，今後は他の客と同様の対応を取って欲しいと要望し，ネイルサロン店もこれ
を了承した。（措置：「調整」）

事例９　性自認（性同一性）を理由とする採用面接における差別的取扱い
　性自認（性同一性）を理由に，会社の採用面接を受けさせてもらえなかったとして，
法務局に相談があった事案である。
　法務局が面接担当者から事情を聴取したところ，会社側は，被害者への対応が不適切
であったことを認め，法務局立ち会いの下，被害者との話合いの場が設けられることと
なった。
　その話合いの場において，会社側は被害者に謝罪し，今後の採用事務に当たっては，
採用希望者の個別の事情にも可能な限り配慮していきたい旨説明し，被害者もこれに理
解を示した。（措置：「調整」）

事例10　部落差別（同和地区出身者であることを理由とする差別）
　近隣住民から同和地区出身者であるとして差別する内容の発言を繰り返しされたとし
て，法務局に相談があった事案である。
　法務局で調査した結果，被害者を同和地区出身者であるとして不当に差別する発言が
繰り返しされた事実が認められたことから，相手方に対し，本件行為は同和問題に対す
る理解と認識を欠いた差別的な言動であるとして，反省を促すとともに，同和問題に対
する正しい理解と認識を深め今後同様の発言をすることのないよう説示した。（措置：「説
示」）

（教育職員関係事案）
事例11　中学校教諭による体罰
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　中学校教諭が，生徒の頭を両手でつかんで頭突きをし，軽傷を負わせたとして，法務
局において調査を開始した事案である。
　法務局による調査の結果，教諭が生徒を体罰により負傷させた事実が認められたほか，
同教諭は，過去にも体罰を行い，当時の校長から注意を受けていたことが判明した。
　そこで，法務局は，教諭に対し，体罰の不当性を改めて認識させ，今後二度と体罰を
行わないよう説示するとともに，校長に対し，教員に対する指導を一層徹底するよう要
請した。（措置：「説示」「要請」）

事例12　小学校における児童に対する不適切な対応
　小学生である被害者が，教員から特別支援学級に通うよう強要されたり，叩かれたり，
トイレを我慢させられたりするなど，小学校で不適切な指導を受けているとして，母親
から法務局に相談があった事案である。
　法務局の調査において，学校側から，今後は，児童が安心して通える環境を整えると
ともに，母親と信頼関係を構築していきたいとの意向が示され，法務局立ち会いの下，
母親との話合いの場が設けられることとなった。
　その話し合いの結果，両者は，児童の指導方針について合意に至り，信頼関係を構築
することができた。（措置：「調整」）



36資-36

５　「人権侵犯事件」統計資料（令和２年） （別添２）

「人権侵犯事件」統計資料（令和２年）

中止 移送 啓発

総　合　計 10,668 1,079 9,589 5,980 3,341 - 187 52 29 10,002 8,149 32 641 98 - - - 18 1 818 283 10 29 56 666

公 務 員 等 の 職 務 執 行 に 伴 う 侵 犯 事 件

2,150 260 1,890 964 887 - - 39 - 2,063 1,683 8 63 42 - - - 16 1 260 18 9 - 12 87

特別公務員に関するもの

警察官に関するもの 127 17 110 92 18 - - - - 124 104 - 1 - - - - - - 18 1 - - - 3

その他の特別公務員に関するもの 1 - 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

教育職員関係

体罰 115 32 83 28 23 - - 32 - 102 47 - 38 36 - - - 2 - 11 - - - 1 13

その他 417 65 352 218 130 - - 4 - 406 311 5 8 6 - - - 3 - 76 2 - - 8 11

学校におけるいじめ 1,171 45 1,126 439 685 - - 2 - 1,149 1,093 2 16 - - - - 11 - 19 3 5 - 1 22

刑務職員関係 106 44 62 61 - - - 1 - 81 4 - - - - - - - - 65 9 3 - - 25

その他の公務員に関するもの

国家公務員に関するもの 60 41 19 18 1 - - - - 54 10 - - - - - - - 1 42 1 - - - 6

地方公務員に関するもの 137 14 123 97 26 - - - - 131 101 1 - - - - - - - 26 2 1 - 2 6

その他 16 2 14 10 4 - - - - 15 12 - - - - - - - - 3 - - - - 1

私　人　間　の　侵　犯　事　件

8,518 819 7,699 5,016 2,454 - 187 13 29 7,939 6,466 24 578 56 - - - 2 - 558 265 1 29 44 579

人身売買 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

売春関係 1 - 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

児童ポルノ 8 - 8 6 2 - - - - 8 8 - - - - - - - - - - - - - -

暴行・虐待

家族間におけるもの

夫の妻に対するもの 538 1 537 271 265 - - 1 - 537 535 - - - - - - - - 1 1 - - - 1

妻の夫に対するもの 41 - 41 20 21 - - - - 41 41 - - - - - - - - - - - - - -

親の子に対するもの 457 9 448 290 157 - - 1 - 446 443 - - - - - - - - 3 - - - 1 11

子の親に対するもの 118 2 116 55 60 - - 1 - 116 115 1 - - - - - - - - - - - - 2

その他 155 1 154 72 82 - - - - 154 153 - - - - - - - - 1 - - - - 1

家族間以外のもの 283 1 282 156 125 - - 1 - 281 271 - - 1 - - - - - 8 1 - - - 2

私的制裁 2 - 2 1 1 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -

医療関係 99 2 97 80 17 - - - - 98 91 - - - - - - - - 7 - - - - 1
人身の自由関係

22 5 17 12 5 - - - - 22 17 - - - - - - - - 5 - - - - -

その他 2 - 2 2 - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -

社会福祉施設関係

施設職員によるもの 67 5 62 44 18 - - - - 60 53 - - - - - - - - 5 2 - - 1 7

その他 10 1 9 6 3 - - - - 10 8 - - - - - - - - 2 - - - - -

村八分 9 - 9 6 3 - - - - 9 7 - - - - - - - - 2 - - - - -

差別待遇

女性 18 1 17 10 7 - - - - 18 17 - - 1 - - - - - - - - - - -

高齢者 24 - 24 13 11 - - - - 24 24 - - - - - - - - - - - - - -

障害者 136 11 125 95 30 - - - - 127 98 3 - - - - - - - 25 1 - - 6 9

同和問題 408 164 244 19 4 - 185 7 29 236 15 1 148 50 - - - - - 30 5 - 29 8 172

アイヌの人々 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

外国人 70 10 60 53 5 - 2 - - 65 39 4 - - - - - - - 21 1 - - 7 5

疾病患者 45 1 44 32 12 - - - - 45 39 2 - - - - - - - 4 - - - 1 -

刑を終えた人々 7 2 5 4 1 - - - - 7 3 - - - - - - - - 4 - - - - -

ホームレス 2 1 1 1 - - - - - 2 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 -

性的指向 3 - 3 2 1 - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - -

性自認 13 1 12 10 2 - - - - 13 6 1 - - - - - - - 5 1 - - 2 -

その他 144 10 134 101 33 - - - - 134 104 1 - - - - - - - 26 3 - - 3 10

参政権関係 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

プライバシー関係

報道機関 3 - 3 - 3 - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - -

インターネット 1,850 492 1,358 1,233 125 - - - - 1,571 671 - 369 - - - - - - 311 220 - - 1 279

私事性的画像記録 138 46 92 84 8 - - - - 106 31 - 61 - - - - - - 2 12 - - - 32

相隣間 111 - 111 78 33 - - - - 106 99 2 - - - - - 1 - 4 - - - - 5

その他 184 7 177 119 57 - - 1 - 177 151 1 - - - - - - - 20 4 - - 1 7

集会，結社及び表現の自由関係 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

信教の自由関係 4 - 4 - 4 - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - -

教育を受ける権利関係 6 - 6 1 5 - - - - 6 6 - - - - - - - - - - - - - -

労働権関係

不当労働行為 14 - 14 11 3 - - - - 14 14 - - - - - - - - - - - - - -

労働基準法違反 69 - 69 49 20 - - - - 69 69 - - - - - - - - - - - - - -

その他 1,251 21 1,230 804 426 - - - - 1,234 1,182 3 - - - - - - - 43 6 - - 7 17

住居・生活の安全関係

自力執行 7 1 6 5 1 - - - - 7 6 - - 1 - - - - - - - - - - -

相隣間

小公害 162 2 160 78 82 - - - - 158 155 1 - - - - - - - 1 1 - - - 4

その他 400 9 391 197 194 - - - - 397 382 2 - 1 - - - - - 8 3 - - 3 3

公害 7 - 7 5 2 - - - - 7 7 - - - - - - - - - - - - - -

不動産 116 1 115 67 48 - - - - 116 113 - - - - - - - - 1 1 1 - - -

その他 343 5 338 218 120 - - - - 342 334 1 - - - - - 1 - 6 - - - - 1

強制・強要

家族間におけるもの

夫の妻に対するもの 177 - 177 92 85 - - - - 177 177 - - - - - - - - - - - - - -

妻の夫に対するもの 29 - 29 9 20 - - - - 29 29 - - - - - - - - - - - - - -

親の子に対するもの 85 - 85 51 34 - - - - 85 85 - - - - - - - - - - - - - -

子の親に対するもの 40 - 40 17 23 - - - - 40 40 - - - - - - - - - - - - - -

その他 96 1 95 36 59 - - - - 96 94 1 - 1 - - - - - - - - - - -

セクシュアル・ハラスメント 257 1 256 168 88 - - - - 253 246 - - 1 - - - - - 4 2 - - 1 4

ストーカー 96 1 95 63 32 - - - - 96 95 - - - - - - - - 1 - - - - -

ホームレスに対するもの - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

性的指向に対するもの 1 - 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

性自認に対するもの 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

その他 237 3 234 151 83 - - - - 232 226 - - - - - - - - 5 1 - - 1 5

組織又は多衆の威力関係 3 - 3 2 1 - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - -

交通事故 5 - 5 4 1 - - - - 5 5 - - - - - - - - - - - - - -

犯罪被害者 4 - 4 3 1 - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - -

その他 140 1 139 107 31 - - 1 - 139 138 - - - - - - - - 1 - - - - 1

職員受

総　計

計
件　　　　　　　名

通告

侵犯
事実
不存
在

告発

人権擁
護委員
の通報

新　受

計
援助

侵犯
事実
不明
確

勧告委員受 調整

北朝鮮当局によって拉致された被害者等に
対するもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
関係

総数 旧受
申 告

総　計

未済関係行
政機関
の通報

情報 移送
措置
猶予

打
切
り

  措             置

要請 説示

処　理



37資-37

参
考
資
料

６　「女性の人権ホットライン」統計資料
　○　設置目的

男女共同参画社会基本法の制定を踏まえ，性差別に起因する人権侵害の被害者の救
済を推進するため，平成12年７月３日，全国50の法務局・地方法務局の本局に，専用
相談電話「女性の人権ホットライン」を設置し，夫やパートナーからの暴力，職場等
におけるセクシュアル・ハラスメント，ストーカー行為等様々な女性の人権問題をめ
ぐる相談を専門的に受ける体制を整備したもの。また，相談者の利便の更なる向上の
ため，平成18年４月から電話番号を全国共通としている。

　○　各年の利用件数と主な相談内訳（平成28年～令和２年）

相談内訳 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
令和元年 令和２年

①暴 行 ・ 虐 待 1,591 1,108 1,006 905 733
②強 制 ・ 強 要
　（セクハラ・ストーカー除く） 1,202 1,068 839 783 583

③セ ク ハ ラ 368 338 496 649 428
④ス ト ー カ ー 321 346 395 365 279
⑤そ の 他 15,824 16,796 16,415 14,626 12,301
　合 計 （ 件 ） 19,306 19,656 19,151 17,328 14,324

　注） ①から④までの件数は，女性を被害者とする相談の件数を計上している。

　○　利用件数の推移（平成23年～令和２年）
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７　「子どもの人権110番」統計資料
　○　設置目的

子どもをめぐる人権問題は，周囲の目につきにくいところで起こっていることが多
く，被害者である子ども自身も，身近な人に話しにくいといった状況があることから，
子どもが発する信号をいち早くキャッチし，その解決に導くため，全国50の法務局・
地方法務局に，専用相談電話「子どもの人権110番」を設置し，いじめ，体罰，児童
虐待等をはじめとした子どもの人権問題をめぐる相談を専門的に受ける体制を整備し
たもの。また，相談者の利便の更なる向上のため，平成18年４月から電話番号を全国
共通とし，平成19年２月からフリーダイヤル化している。

　○　各年の利用件数と主な相談内訳（平成28年～令和２年）

相談内訳 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
令和元年 令和２年

①暴 行 ・ 虐 待 624 511 482 459 362
②い じ め 3,020 3,029 2,955 2,858 1,668
③体 罰 等 2,703 2,756 2,714 2,722 1,563
④そ の 他 16,970 15,826 15,200 15,091 12,010
　合 計 （ 件 ） 23,317 22,122 21,351 21,130 15,603

　注） ①の件数は，18歳未満の者を被害者とする相談の件数を計上している。

　○　利用件数の推移（平成23年～令和２年）
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８　「インターネット人権相談」統計資料
　○　インターネット人権相談受付窓口（https://www.jinken.go.jp/）

相談しやすい体制の強化を目的として，平成19年２月から，インターネットを利用
した人権相談受付システムを運用している。受付窓口は，子ども用（ＳＯＳ－ｅメー
ル）と大人用に分かれており，それぞれパソコン・スマートフォン・携帯電話に対応
している。24時間いつでもフォームに入力して送ることができる。

平成28年からは英語及び中国語に対応した受付窓口を整備していたところ，本年３
月23日からは，これに加えて，韓国語，フィリピノ語，ポルトガル語，ベトナム語，
ネパール語，スペイン語，インドネシア語及びタイ語（計10言語）に対応する。

　○　インターネット人権相談種類別構成比の比較

　○　インターネット人権相談の特色
インターネット人権相談の類型別内訳を見ると，他の手段も含めた全人権相談と比

較して，プライバシー関係の相談の割合が高い（令和２年では，全人権相談における
プライバシー関係の相談の割合は5.5％）。これは，プライバシー侵害，名誉毀損といっ
たインターネット上の人権侵害情報に関する相談について，インターネット人権相談
を利用することが多いためと思われる。

相談者の年齢構成で見ると，65歳以上の者の割合は低くなっている。
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９　インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件について
⑴　法務省の人権擁護機関の取組について

法務局・地方法務局では，人権相談等により人権侵害の疑いのある事案を認知した
場合には，人権侵犯事件として調査救済手続を開始し，被害の実効的救済に取り組ん
でいる。

インターネット上に流通する人権侵害情報は，一般に伝播性が高く，重大な被害を
生じさせるおそれがあることから，特に迅速な対応に努めている。具体的には，人権
擁護機関が被害者からの被害申告を受けた場合，速やかに該当するインターネット上
の人権侵害情報を確認し，被害者自らが被害の回復・予防を図ることが困難な事情が
ないか検討した上で，そのような事情がない場合は，被害者に対し，プロバイダ等へ
の当該侵害情報の削除依頼等の具体的な方法について助言するなどの「援助」を行っ
ている。これは，表現の自由との関係などから，国の機関の関与なく被害を回復する
ことが可能であればその方が望ましいとの考え方によるものである。

一方，被害者自らが被害を回復することが困難な事情が存在すれば，必要に応じて
被害者や関係者から事情を聴くなどの調査を行うとともに，法令・判例に照らして違
法性を判断し，名誉毀損やプライバシー侵害などとして違法性が認められる場合には，
人権擁護機関から，プロバイダ等に対して当該情報の削除を要請している。

なお，人権擁護機関に被害の相談があった場合の具体的な対応については，下図の
とおりである。
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⑵　令和２年における人権侵犯事件の動向について
○　新規救済手続開始件数について

令和２年中に法務局・地方法務局において新たに救済手続を開始したインター
ネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件は，1,693件となっており，前年か
ら292件減少したが，高水準で推移している。

なお，このうち，プライバシー侵害事案が900件，名誉毀損事案が430件となって
おり，この両事案で全体の78.6％を占めている。

インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件（開始）

○　処理件数について
令和２年中に法務局・地方法務局において処理したインターネット上の人権侵害

情報に関する人権侵犯事件は，前年の1,877件を上回る1,917件（2.1％増加）となっ
ており，平成29年に次いで，過去２番目に多い件数である。

当該事件の処理は，被害者に対しインターネット上の人権侵害情報を被害者自ら
が削除依頼する方法を教示するなどの「援助」が半数近くを占めるが，当機関がプ
ロバイダ等に対し人権侵害情報の削除を求める「要請」を行った件数は，578件となっ
ており，過去最高の件数となった。
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インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件（処理）

○　具体的事例について
当機関が令和２年に措置を行った人権侵犯事件には以下のような事例があった。

［事例１］インターネット上のプライバシー侵害及び名誉毀損
インターネット上の掲示板に，自身や小学生の息子に対する誹謗中傷が多数掲載

されているとして，被害者から法務局に相談があった事案である。
法務局で調査した結果，当該掲示板には，被害者やその息子を特定し得る情報と

ともに，被害者等を犯罪者であるなどとして被害者等を誹謗中傷する内容が多数掲
載されており，当該書き込みは，被害者のプライバシーを侵害し，名誉を毀損する
ものであると認められた。

法務局から，サイト管理者に対し，削除要請を行ったところ，当該書き込みの全
てが削除されるに至った。（措置：「要請」）

［事例２］インターネット上のプライバシー侵害
インターネット上の動画投稿サイトに，被害者である娘（未成年）の元交際相手

が投稿したと思われる被害者の動画が掲載されているとして，その親から法務局に
相談がされた事案である。

法務局で調査した結果，当該動画投稿サイトには，被害者に無断で，氏名等とと
もに複数の動画や被害者の交際関係に関する書き込みが掲載されており，被害者の
プライバシーを侵害するものであると認められた。

法務局から，サイト管理者に対し，削除要請を行ったところ，当該動画及び書き
込みの全てが削除されるに至った。（措置：「要請」）
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⑶　さいごに
法務局・地方法務局では，上記のようにインターネット上の人権侵害情報に関する

相談や被害申告等に対応するため，法務局での面談による相談窓口のほか，電話（み
んなの人権110番：0570－003－110），インターネット（https://www.jinken.go.jp/）
でも相談に応じている。

また，インターネットによる被害を未然に防ぐため，「インターネットによる人
権侵害をなくそう」を強調事項の一つとして掲げ，各種人権啓発活動を実施してお
り，  啓発教材「あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権（三訂版）」  や，
啓発ビデオ「インターネットと人権～加害者にも被害者にもならないために～」等
の啓発資料を法務省ホームページ等（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.
html）で公開している。

加えて，青少年を中心に深刻化するインターネットによる人権侵害への取組とし
て，中学生などを対象に携帯電話会社等の実施するスマホ・ケータイ安全教室と連
携した人権教室を実施するなどの人権啓発活動に取り組んでいる。
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10　新型コロナウイルス感染症に関する取組状況について
⑴　法務省の人権擁護機関の取組について

法務省の人権擁護機関では，新型コロナウイルス感染症の感染者，医療従事者，そ
の御家族等に対する不当な差別的扱いや誹謗中傷等，新型コロナウイルス感染症に関
連して発生する様々な人権問題について対応するとともに，新たな人権侵害の発生を
防止するため，インターネットバナー広告の実施，法務省ホームページ・ＳＮＳによ
る啓発や人権相談窓口の周知及び新聞・広報誌による広報等の人権啓発活動を実施し
ている。

また，人権相談等を通じて，人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には，人権
侵犯事件として調査救済手続を開始し，被害の救済に取り組んでいる。

⑵　令和２年における人権侵犯事件の動向について
○　新規救済手続開始件数について

令和２年中に法務局・地方法務局において新たに救済手続を開始した新型コロナ
ウイルス感染症に関する人権侵犯事件は，175件であった。

なお，このうち，差別待遇事案が74件で42.3％を占めており，次いでプライバシー
事案が41件，労働権関係事案が32件となっている。

○　処理件数について
令和２年中に法務局・地方法務局において処理した新型コロナウイルス感染症に

関する人権侵犯事件は，151件であった。
処理内訳別にみると，「援助」が124件で82.1％を占めており，次いで「調整」が

４件，「要請」が３件,「啓発」が３件となっている（このほか,「侵犯事実不明確」
が18件）。

○　具体的事例について
当機関が令和２年に措置を行った人権侵犯事件には以下のような事例があった。
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（差別待遇事案）
事例１　病院による患者に対する不適切な発言

定期的に通院していた病院から，配偶者が医療従事者であることを理由に，来院を控
えるよう言われたとして，法務局に相談があった事案である。

法務局が病院に聴取したところ，病院側は，コロナ禍の状況で来院するのが不安であ
れば，電話での申出により薬を送付することもできる旨を説明したものであり，来院を
拒否したものではないことが判明した。

病院側からは改めて被害者に説明したいとの意向が示され，その後，法務局が被害者
に確認したところ，被害者は病院側の説明に理解を示し，今後は病院側と適切にコミュ
ニケーションを取っていきたいとの意向が示された。（措置：「調整」）

（プライバシー関係事案）
事例２　中学校における生徒に対するプライバシーの侵害

被害生徒の母親が新型コロナウイルス感染症に感染した旨を学校に報告したところ，
校長が学校の他の保護者宛てに，被害生徒が特定されるようなメールを送信したとして，
父親から法務局に相談があった事案である。

父親の意向を踏まえて，法務局から学校に対して，コロナに対する偏見をなくすため
の説明会の開催や被害生徒に対する見守り体制の構築及びアンケートの実施について提
案したところ，学校側は，これらを了承し，今まで以上に被害生徒を注意深く見守って
いくとの意向を示した。

父親は，学校側の対応に理解を示し，学校側と被害生徒側との関係が修復された。（措
置：「調整」）

（インターネット事案）
事例３　インターネット上のプライバシー侵害

インターネット上の掲示板に，自身の氏名とともに新型コロナウイルス感染症に感染
した旨の虚偽の書き込みがされているとして，被害者（病院関係者）から法務局に相談
があった事案である。

法務局で調査した結果，当該書き込みのみでは被害者を特定することが困難であった
が，掲載された掲示板中の他の書き込み等から被害者を特定することが可能であり，同
人のプライバシーを侵害するものであると認められた。

法務局から，サイト管理者に対し，削除要請を行ったところ，当該書き込みは削除さ
れるに至った。（措置：「要請」）
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参考資料 アドレス

人権教育・啓発に関する基本計画
（平成14年３月15日閣議決定（策定），平成23年４月１日閣議決定
（一部変更））

http://www.moj.go.jp/JINKEN/
JINKEN83/jinken83.html

「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画
（平成９年７月４日人権教育のための国連10年推進本部）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/
jinken/kettei/970704keikaku.html

世界人権宣言
（昭和23年12月10日第３回国際連合総会採択）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/
udhr/

「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び
啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」

（平成11年７月29日人権擁護推進審議会答申）

http://www.moj.go.jp/shingi1/
shingi_990729-2.html

（公財）人権教育啓発推進センター http://www.jinken.or.jp/

人権啓発活動ネットワーク協議会 http://www.moj.go.jp/jinkennet/

都道府県人権擁護委員連合会一覧表 http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken125.html

人権擁護委員協議会一覧表 http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken126.html

常設人権相談所（みんなの人権110番）
0570-003-110

http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken20.html

女性の人権ホットライン
0570-070-810

http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken108.html

配偶者暴力相談支援センター https://www.gender.go.jp/policy/
no_violence/e-vaw/soudankikan/01.
html

都道府県労働局所在地 https://www.mhlw.go.jp/
kouseiroudoushou/shozaiannai/
roudoukyoku/

子どもの人権110番
0120-007-110

http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken112.html

全国児童相談所一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kodomo/
kodomo_kosodate/zisouichiran.html

外国人のための人権相談
0570-090911

http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken21.html

インターネット人権相談受付窓口 https://www.jinken.go.jp/

令和２年における「人権侵犯事件」の状況について（概要） http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken03_00080.html
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